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規制改革実施計画 

 

  近年、国内外の情勢変化のスピードが一層増す状況下において、我が国が豊かで活力あ

る国で在り続けるためには、地域の人々や企業の活動の前提となる規制・制度について、

利用者目線を徹底した上で、時代や環境の変化、技術の進歩に応じた不断の改革を実現し

ていくことが必要不可欠である。これにより国民生活の安定・向上及び経済活性化への貢

献並びにそれらを通じた国の成長・発展を図ることは、内閣の重要課題の一つとなってい

る。 

  この規制改革をより一層推進するため、規制改革を総合的に調査審議する内閣総理大臣

の諮問機関である「規制改革推進会議」を常設の会議体として令和元年10月に設置して以

降、規制改革推進会議においては、令和２年７月２日、令和３年６月１日、令和４年５月

27日、令和５年６月１日及び令和６年５月31日に答申が提出されていたが、その後、引き

続き検討を行い、「規制改革推進に関する答申」（令和７年５月28日規制改革推進会議決

定）が内閣総理大臣に提出された。 

  上記答申等を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等については、直ちに改革に

着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、下記のとおり規制改革実施計画を定

める。 

 

記 

 

Ⅰ 共通的事項 

１．本計画の目的 

  本計画は、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革（情報通信技術

の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。）を推進することを

目的とする。 

 

２．本計画の基本的性格 

  上記の目的を達成するため、本計画においては、当面の改革事項として、「規制改革推進

に関する答申」等により示された規制改革事項について、それぞれ期限を定めて取り組む

事項として確定することにより、その着実な実施を図る。 

 

３．規制改革の推進に当たっての基本的考え方 

  規制改革は、人口減少・少子高齢化等の課題を克服し、地方の活性化につなげるため、

また、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現するための極めて重要な取組である。

地域の社会課題を解決するとともに、経済社会の潜在力を余すところなく発揮し、更に高

めていくことにより、全ての国民が、豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会を実



 

2 

現するため、政府全体として、本計画に記載の事項の実現に向け、スピード感をもって強

力に改革を推進していく。 

 
４．規制改革・行政改革ホットライン 

  役所の縦割り、前例主義の是正を始めとする規制改革・行政改革の推進に当たり、広く国

民・企業等から寄せられる要望（各種手続の簡素化等を含む。）について、「規制改革・行政

改革ホットライン（縦割り 110番）」により受け付け、迅速に対応している。 

  今後、規制改革を進めるに当たり、このように国民・企業等からの要望を幅広く受け止

め、その声を検討の俎上に載せるための仕組みを引き続き活用することが重要である。 
 

５．計画のフォローアップ 

  内閣府を始めとする関係府省庁及び規制改革推進会議は、本計画に定められた事項の実

施状況に関するフォローアップを行う。関係府省庁は、規制改革推進会議の求めに応じ、

決定事項の実行に先立ち、その方針について、規制改革推進会議のレビューを受ける。ま

た、規制改革に関する既往の閣議決定の実施状況についても、必要に応じ、フォローアッ

プを行う。これらのフォローアップの状況については、令和７年度末時点で整理し、公表

する。 

 

６．その他（国家戦略特区における取組について） 

  内閣府及び関係府省庁は、本計画に記載されている事項を含め、「特区制度を活用して取

り組む規制・制度改革事項等について」（令和７年６月10日国家戦略特別区域諮問会議決定）

に記載された事項（以下「国家戦略特区における取組」という。）の実現に着実に取り組む

こととする。 

 （注）「Ⅱ 実施事項」のうち、国家戦略特区における取組に該当する事項は、事項名に「＊」

を付している。 
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Ⅱ 実施事項 
１．地方創生 

（１）地域活性化・人手不足対応（土地・農業関係） 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

膨大な所有者不明土地等

の有効活用（農地集約、工

場建設等） 

a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消

事業（所有者不明土地の利用の円滑化等に関

する特別措置法（平成 30年法律第 49号）第

44条に基づくもの。以下「解消事業」という。）

について、その要件である「起業者その他の

公共の利益となる事業」には、国・地方公共

団体や独立行政法人・地方独立行政法人等が

実施する事業以外であっても、法律上の根拠

がある事業、すなわち法律にその事業が直接

に規定されていなくても、条例、補助金交付

要綱等を含む公的な根拠がある事業であり、

公共性の高いものが該当することから、民間

事業者からの要望をより受け入れやすくす

るよう、例えば、①国や地方公共団体の補助

金・助成金等を受けて民間事業者が実施する

一定の事業（半導体その他の国や地方公共団

体等が支援を行う工場の建設・拡張、市街地

の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張

等）、②公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律（平成 18年法律第 49号）

又は特定非営利活動促進法（平成 10 年法律

第７号）に基づいて法人が実施する公益事

業、③耕作放棄地を活用しようとする事業、

農林水産業のための事業又は地域の農地を

集約し農業の生産性を向上させようとする

事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公

的な根拠があり、公共性が認められる事業で

あれば、「起業者その他の公共の利益となる

事業」に該当し得ることを明確化し、周知す

る。あわせて、解消事業に選定されるための

法務局に対する所有者探索の申出に当たっ

ては、国又は地方公共団体からの申出による

方法のみではなく、①～③それぞれの実施主

体から補助金交付決定その他公益性を確認

できる事実を証する資料提出等とともに、直

接申し出ることでも足りることとする。 

b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登

記名義人（不動産登記簿上の所有者をいう。）

の死亡後 10 年以上経過している場合に限定

されていることを踏まえ、国・地方公共団体

や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施

する事業及び a①～③に該当するものに関

し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地で

あっても公共の利益となる事業の実施を円

滑化する方策について、限られた予算・人員

を効率的・効果的に活用する観点にも留意し

つつ、制度の見直しも含めて検討し、結論を

得次第、速やかに所要の措置を講ずる。 

c 法務省は、戸籍法（昭和 22 年法律第 224

号）第 10 条の２第３項の士業者が顧客から

a：措置済み 

b：令和７年度検

討開始、結論を得

次第速やかに措置 

c,e：令和７年度

結論、結論を得次

第速やかに措置 

d：令和７年度以

降令和９年度まで

継続的に措置 

法務省 
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依頼を受けて、職務として、不動産の所有者

やその所在地の探索を行う場合において、必

要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対

して、当該地方公共団体窓口に赴くことなく

オンラインでの請求を可能とすることによ

り、交付を迅速に受けることが可能となるた

め、他の行政手続における対応も参考に不正

請求の防止策を含めて新たなシステム構築

の支援等、具体的検討を行い、結論を得次第、

市区町村及び士業者団体と連携して、速やか

に所要の措置を講ずる。 

d 法務省は、所有者不明土地（現所有者の氏

名又は名称やそれらの所在が直ちに確認で

きない土地をいう。）を早期に解消する観点

から、相続登記の義務化や手続の簡素化・合

理化等所管する制度の効果分析・評価を行

う。また、効果分析・評価の結果を踏まえ、

必要に応じて、所管する制度の見直しを行

う。 

e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やそ

の所在が直ちに確認できない所有者不明建

物について、建物は土地と異なり、一般的に

取壊しや老朽化により滅失するものとされ

ている一方で、構造によっては長寿命化して

おり、現に、国内の住宅総数に占める空き家

数が上昇している、との指摘を踏まえ、解消

事業や c,dの対象として、限られた予算・人

員を効率的・効果的に活用する観点にも留意

しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家

状態が続いている建物で、優先度の高い所有

者不明建物についても適用することを検討

し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講

ずる。 

2 

ロボット農機の公道走行

制度化（圃場間移動等を

通じた地域での活用） 

a 農林水産省は、その実施したロボット農

機（ロボット技術を組み込んで製造され、農

作業に用いることを目的に使用者が遠隔監

視しながら無人で自動走行する車両系の農

業機械をいう。以下同じ。）の実証事業の結果

を踏まえ、「農業機械の自動走行に関する安

全性確保ガイドライン」（平成 29年３月 31日

農林水産省生産局長通知）について、公道走

行の実現を見据えた改定を行うとともに、警

察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業

の結果の報告その他 b～d のために必要とな

る協力を行う。 

b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行

が可能となるよう、必要に応じて、関係事業

者等にヒアリングを行った上で、自動運行装

置を備えることができる自動車として大型

特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する

旨の道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運

輸省令第 67 号）の改正その他所要の措置を

講ずる。 
ｃ 警察庁は、「「自動運転の公道実証実験に

係る道路使用許可基準」の改訂について」（令

a：令和６年度以

降継続的に措置 

b：措置済み 

c：措置済み 

d（前段）：令和７

年度措置、（後

段）：令和８年上

期措置 

a：農林水産

省 

b：国土交通

省 

c,d：警察庁 
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和６年９月９日警察庁交通局長通達）等によ

り、警察署長の道路使用許可を得て公道実証

実験が可能となっていることについて、関係

者に周知するとともに、農業の生産性向上の

要請にも最大限配慮しつつ、交通の安全と円

滑を両立する公道実証実験が可能となるよ

う適切な道路使用許可の運用を行うことに

ついて、都道府県警察を指導する。 
d 警察庁は、ロボット農機が自動車に該当

する場合には、b の措置を前提として都道府

県公安委員会の特定自動運行の許可を得て、

また、遠隔操作型小型車に該当する場合には

都道府県公安委員会への届出を行うことに

より、圃場間移動及び格納庫から圃場までの

公道移動を含む公道での走行が可能である

ことを明確化するとともに、農業の生産性向

上の要請にも最大限配慮する観点から、圃場

間移動については、交通量が極めて少ないこ

とが一般的である農道の短時間での横断等

にとどまる場合があることを踏まえ、農家等

が、地域においてロボット農機を最小限の負

担で円滑に活用できる制度の運用を確保す

る。 
 

（２）地域活性化・人手不足対応（交通関係） 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

全国の移動の足不足の解

消に向けたライドシェア

（自家用車活用事業等）

の推進 

a 内閣府は、移動の足不足の状況に関して

これまで実施したアンケート調査等の各種

調査との整合性を確保した上で、大都市、中

小都市及び観光地など全ての地域を対象と

した調査を引き続き実施し、住民及び内外の

観光客の移動の足の実態を定期的かつ定量

的に把握し、検証するとともに、それらの結

果を踏まえ、四半期ごとを目処に、利用者目

線での移動の足の実態に関する評価を行う。 

b 内閣府及び国土交通省は、全国の移動の

足不足の解消に向けて、自動運転やライドシ

ェアについて、骨太方針 20241等を踏まえ、

必要な取組を進める。特に、地方の中小都市

など 2 、公共交通手段の利便性が低い地域に

おける移動の足不足の解消に向けた適切な

制度の在り方も含め議論を進める。 

c 国土交通省は、特に、地方や観光地で移動

の足不足の解消が求められていることを踏

まえ、自家用車活用事業について、これらの

地域の実情に応じた更なる活用を進める観

点から、以下の措置を講ずる。 

①配車アプリが普及していない地域では、

「自家用車活用事業における大都市部以

外の地域における供給車両数・時間帯の拡

充について」（令和６年９月 17日国土交通

省物流・自動車局旅客課長事務連絡）及び

a：令和７年度以

降継続的に措

置、 

b：直ちに実施、 

c：（①～③）令和

７年度措置、

（④）令和７年

措置 

a：内閣府 

b：内閣府 

国土交通省 

c：国土交通

省 

 
1 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年６月 21日閣議決定） 
2 通院・介護、通勤・通学、買い物等の移動の足確保が困難な住民が存在する地域など。 



 

6 

「自家用車活用事業の進め方」（令和６年

３月 29 日国土交通省物流・自動車局旅客

課資料）に基づき、タクシー事業者又は地

方公共団体から、タクシーが不足する曜

日・時間帯、時期（イベント開催期間中や

季節性によるもの等）に関して具体的な申

出があり、管轄の地方運輸局等が必要と認

める場合には、自家用車活用事業が稼働で

きる曜日・時間帯を拡大することができる

こととされているが、タクシー事業者や地

方公共団体による申出のみならず、地域の

住民等のニーズに応じて、自家用車活用事

業の更なる活用を可能とするため、上記制

度に加えて、地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律（平成 19年法律第 59号）

第６条に基づく地方公共団体、公共交通事

業者、地域公共交通の利用者等が参画する

協議会において、営業区域、曜日・時間帯、

時期について関係者間で協議が調った場

合は、協議結果に基づく申出を踏まえ、自

家用車活用事業が稼働できる営業区域、曜

日・時間帯及び時期を拡大することができ

ることとするよう、関係通達の改正等、必

要な措置を講ずる。なお、この場合、地域

の輸送サービスが供給過剰となるおそれ

がないかについて、タクシーの日車営収、

実車率や配車マッチング率等の具体的な

データに基づく検証を継続的に実施し、必

要な場合には、当該協議が調った営業区

域、曜日・時間帯及び時期を随時調整する

こととする。また、当該協議会において、

一部の関係者が合理的な根拠を示さない

まま協議が調わないなど、地域における円

滑な協議に支障が生じる場合等にあって

は、それらの状況を改善するための措置を

検討し、所要の措置を講ずるものとする。 

②自家用車活用事業の運賃について、道路運

送法（昭和 26 年法律第 183 号）第９条の

３第３項に基づき自家用車活用事業を実

施するタクシー事業者、地方公共団体、地

方運輸局長、住民代表者等を構成員とする

協議会において協議が調った場合には、需

要の繁閑に応じて一定の範囲で変動させ

ることも含め、地域の実情に応じた運賃の

設定を可能とするよう、関係通達の改正

等、必要な措置を講ずる。 

③タクシー事業者以外の者であるバス・鉄道

事業者によるライドシェア事業の在り方

に関して、ドライバー・車両等の安全・安

心の確保の観点から課題の有無を確認す

るためのトライアルを行う。その上で、ト

ライアルの結果を検証し、バス・鉄道事業

者による当該事業への参画に関して、タク

シー事業許可取得に係る要件の緩和や明

確化も含め、制度改正やガイドライン整備
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等の所要の措置を講ずる。 

④タクシー事業者の運行管理業務の効率化

を進める観点から、現在、タクシー事業に

おいて実証が行われている事業者間遠隔

点呼及び業務前自動点呼について、自家用

車活用事業を含めて本格実施に円滑に移

行することができるよう、運用の明確化を

行う。 

2 
自家用有償旅客運送制度

の改善 

国土交通省は、道路運送法第 78 条第２号

に基づき、過疎地域や高齢化が進む地域等

で、バスやタクシーのみでは十分な移動サー

ビスを提供することが困難な場合に、住民の

生活を支えるための移動手段を確保するた

め、市町村や特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

など国土交通大臣の登録を受けた団体が自

家用車を用いて有償にて旅客を運送する制

度である自家用有償旅客運送について、令和

６年６月の規制改革実施計画を踏まえ、地域

公共交通会議に係る関係法令や通達に定め

られていない独自の基準（ローカルルール）

の取扱いについて、客観的な根拠に基づかな

いものは認められない旨が明確化され、見直

しが進められているところであり、引き続

き、ローカルルールが客観的な根拠に基づく

ものであるかを確認し、客観的な根拠に基づ

かないものについて見直すとともに、客観的

な根拠に基づくローカルルールとされたも

のについても、適時適切の見直しが行われる

よう地方公共団体に求める。 

令和７年度措置 国土交通省 

3 
乗合タクシー等の参入円

滑化 

 路線バスや乗合タクシー等、個々の旅客の

依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅

客を運送する事業である道路運送法第３条

第１号イの規定に基づく一般乗合旅客自動

車運送事業のうち、路線不定期運行（路線を

定めて運行するものであって、設定する運行

系統の起点又は終点に係る時刻の設定が不

定である運行の形態をいう。以下同じ。）又は

区域運行（路線を定めず、旅客の需要に応じ

た乗合運送を行う運行の形態をいう。以下同

じ。）の実施に際しては、「一般乗合旅客自動

車運送事業の申請に対する処理方針」（平成

13 年８月 29 日国土交通省物流・自動車局長

通知。以下「処理方針」という。）により、交

通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であっ

て路線定期運行（路線を定めて運行するもの

であって、設定する運行系統の起終点及び停

留所の時刻設定が定時である運行の形態を

いう。以下同じ。）によるものが不在である場

合等明らかに路線定期運行との整合性を取

る必要がない場合を除き、地域公共交通会議

又は道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省

令第 75 号）第４条第２項に規定する協議会

（以下「地域公共交通会議等」という。）で地

域交通のネットワークを構築する観点から

協議が調っていることが求められている。 

a,b：令和７年上

期措置、 

c：（前段）令和７

年上期措置、（中

段・後段）令和８

年上期措置 

国土交通省 
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 一方で、多くの地域公共交通会議等が市町

村単位で開催されていることから、一般乗合

旅客自動車運送事業を実施する事業者が複

数の地方公共団体にまたがり運行を行う場

合、複数の市町村において合同で地域公共交

通会議等を開催することは可能であるもの

の、その実現には多大な調整が必要であるた

め、結果として地方公共団体ごとに地域公共

交通会議等を開催し関係者と協議を調えて

いる実態があること、また、地域公共交通会

議等が設置されていない地域においては同

会議の設置から調整が必要となることなど

の理由により、協議に膨大な時間を要し、事

業開始までの見込みが立たない事例が存在

するとの声がある。また、地域公共交通会議

等での協議を要さない場合として、「「一般乗

合旅客自動車運送事業の申請に対する処理

方針」の細部取扱について」（平成 13年９月

27 日国土交通省物流・自動車局安全政策課

長、物流・自動車局旅客課長連名通知。以下

「細部取扱」という。）においては、路線定期

運行では困難な需要に対応する空港アクセ

ス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれ

る旨が示されているものの、要件が具体化さ

れていないことから、地方運輸局ごとに協議

の要否の判断が異なり、事業者の新規参入の

障壁となっているという声がある。 

一般乗合旅客自動車運送事業が地域住民

の日常的な移動の足において重要な役割を

担っていることを踏まえれば、路線不定期運

行又は区域運行に係るこれらの課題に対応

することを通じて、事業者の新規参入を円滑

化し、利用者の利便性を向上させることが重

要であり、このため、以下の措置を講ずる。 

a 国土交通省は、路線不定期運行又は区域

運行で行う一般乗合旅客自動車運送事業に

係る事業者からの申請について、処理方針及

び細部取扱において地域公共交通会議等で

の協議を要さない場合として示されている

「交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地で

あって路線定期運行によるものが不在であ

る場合等明らかに路線定期運行との整合性

を取る必要がない場合」の該当性を地方運輸

局において判断する際、判断の客観性・統一

性を担保するため、判断基準の明確化につい

て検討を行い、結論を得次第、所要の措置を

講ずる。なお、検討に際しては、例えば、路

線定期運行が運行していない時間帯に限っ

て事業が行われる場合や、運賃設定によって

路線定期運行と競合する可能性が低いと考

えられる場合など、当該地域における同時間

帯の他の公共交通手段の有無や料金設定等

を考慮することとする。 

b 国土交通省は、空港アクセス型又は観光

需要対応型の輸送形態により、複数の地方公
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共団体にまたがり実施される路線不定期運

行又は区域運行の一般乗合旅客自動車運送

事業であり、地域公共交通会議等における協

議が必要となる場合について、協議の円滑化

を図るため、以下の①及び②について検討

し、結論を得次第、通知等で明確化した上で

地方公共団体等に対して周知する。 

①空港アクセスに関する協議会など、道路運

送法施行規則第４条の２で規定する地域

公共交通会議の構成員の要件を満たし、当

該運行地域において一つの協議会で協議

を調えることが可能な既存の協議会が存

在する場合には、当該協議会が地域公共交

通会議等に代替し得ることとすること。 

②既存の協議会が存在しない場合には、複数

の地域公共交通会議等を開催することな

く一つの協議会で協議を調えることが可

能となるよう、当該地域を管轄する地方運

輸局が協議会の構成員その他協議会の設

置・開催に必要な事項を各地方公共団体に

対して提案すること。 

c  国土交通省は、事業者から路線不定期運

行又は区域運行での一般乗合旅客自動車運

送事業の実施に関する申請があった場合に

ついて、以下の①及び②の標準処理期間を定

め、通知等で明確化した上で地方公共団体等

に対して周知する。 

①当該地域を管轄する地方運輸局は、申請の

あった日から原則として１か月以内に地

域公共交通会議等での協議の要否を判断

すること。 

②地域公共交通会議等での協議を調える必

要があると判断された場合、地方公共団体

は、地方運輸局において当該判断をされた

日から２か月以内に地域公共交通会議等

を開催し、議論を開始した日から２か月以

内に結論を得ること。 

また、当該周知を踏まえ、各地方運輸局及

び地方公共団体が標準処理期間に基づいて

適切に処理を行っているかを調査し、調査結

果を公表する。 

その上で、当該調査結果を踏まえ、更なる

運用改善の必要性が認められる場合には、所

要の措置を講ずる。 

4 

ＩＣＴを活用した運行管

理業務の集約・高度化等

による運行管理者不足等

を踏まえた効率的な安全

管理の実現 

少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少、

急増するインバウンド等を背景に、運輸・郵

便業では、令和７年４月公表の日本銀行「全

国企業短期経済観測調査」における雇用人員

判断ＤＩ（雇用人員の過不足について「過剰」

と回答した企業の割合から「不足」と回答し

た企業の割合を除いたもの）の不足超幅がコ

ロナ禍以前を上回って過去最大にまで拡大

するなど人手不足が深刻化しており、業務の

効率化及び生産性の向上が喫緊の課題であ

る。 

a～d：令和７年度

措置 
国土交通省 
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こうした中、タクシー、バス、トラック等

の自動車運送事業（旅客自動車運送事業及び

貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。）にお

いては、運行管理者の業務（事業用自動車の

運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保

守管理、運転者の指導監督、点呼による運転

者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指

示等、事業用自動車の運行の安全を確保する

ための業務をいう。以下「運行管理業務」と

いう。）について、ＩＣＴを活用した同一事業

者内の運行管理業務の一元化、一定の要件を

満たした機器を用いることによる遠隔点呼

及び点呼支援機器に運行の業務前後の点呼

時の確認、指示事項を代替させて点呼を実施

する自動点呼（対面による点呼と同等の効果

を有するものとして国土交通大臣が定める

方法を定める告示（令和５年国土交通省告示

第 266号。以下「点呼告示」という。）第２条

において規定する「業務前自動点呼」及び「業

務後自動点呼」をいう。以下同じ。）の実現な

ど、ＩＣＴを活用した運行管理業務の集約・

高度化等の取組が進められている。一方で、

自動車運送事業者（自動車運送事業を経営す

る者をいう。以下同じ。）においては、こうし

たＩＣＴを活用した運行管理業務の集約・高

度化等の程度にかかわらず、運行管理業務を

担う運行管理者について、道路運送法第 23条

又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）第 16 条の規定により、試験合格者又

は一定の実務の経験及び講習を受講した者

のうちから、一定の数以上の事業用自動車を

有している営業所ごとに、一定の人数以上の

運行管理者を選任する義務が課され、また、

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び

運用について」（平成 14 年１月 30 日国土交

通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか

通達。以下「旅客解釈運用通達」という。）又

は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈

及び運用について」（平成 15 年３月 10 日国

土交通省自動車交通局総務課安全対策室長

ほか通達。以下「貨物解釈運用通達」という。）

の規定により、運行管理者は他の営業所の運

行管理者又は運行管理業務を補助させるた

めの者（以下「補助者」という。）を兼務する

ことはできないとされており、こうした規制

が、ＩＣＴの導入による費用対効果を限定的

なものとしているとの指摘や、自動車運送事

業者における柔軟な運行管理者の配置によ

る運行管理者不足への対応、業務効率化及び

生産性向上、郊外の営業所の経営維持等の障

壁となっているとの指摘がある。 

 以上を踏まえ、輸送の安全の確保を前提と

した上で、自動車運送事業者におけるＩＣＴ

の活用・導入を促進し、業務効率化及び生産

性の向上、運行管理者不足の解消等を図るべ
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く、運行管理の体制に係る制度を見直すこと

が必要であり、以下の措置を講ずる。 

a 国土交通省は、自家用車活用事業を含む

自動車運送事業について、ＩＣＴを活用した

運行管理業務の集約・高度化等を進め、効率

的な安全管理を実現する観点から、事業者ご

とに異なるＩＣＴを活用した運行管理業務

の集約・高度化等の程度に応じ、営業所ごと

に必要な運行管理者の選任数を設定するこ

とについて、各事業者の実態等を踏まえて実

証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の

確保を前提として実現が見込まれる場合に

は、追加実証、先行実施、本格運用等、各段

階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマ

ップ等の今後の進め方を公表する。 

b 国土交通省は、自家用車活用事業を含む

自動車運送事業者に課されている運行管理

者の営業所ごとの選任について、事業者にお

ける柔軟な運行管理者の配置による運行管

理者不足への対応、業務効率化及び生産性向

上を図り、効率的な安全管理を実現する観点

から、ＩＣＴの徹底活用等によって運行管理

業務を確実に遂行できることを前提とした

上で、運行管理者が他の営業所の運行管理者

又は補助者を兼務可能とすることについて、

各事業者の実態等を踏まえて実証を行い、そ

の結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提と

して実現が見込まれる場合には、追加実証、

先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体

的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の

進め方を公表する。 

c 国土交通省は、運行管理者が実施する点

呼について、旅客解釈運用通達又は貨物解釈

運用通達の規定により、運行管理者の指導及

び監督の下で補助者が当該点呼の一部を実

施する場合には、点呼を行うべき総回数の３

分の２以下しか点呼を実施できないとされ

ている点について、令和３年以降段階的に実

証及び制度化が行われている、運行管理者の

責任の下で実施される自動点呼の場合には、

当該自動点呼による点呼回数に制限がなく

全ての点呼を実施可能とされていることも

踏まえ、運行管理者の責任の下、運転者が安

全な運転をすることができないおそれ等が

ある場合には、運行管理者に運行の可否の判

断を求めること等を前提とした上で、自動車

運送事業者における柔軟な運行管理者の配

置による運行管理者不足への対応、業務効率

化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理

を実現する観点から、補助者が実施可能な点

呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実

証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の

確保を前提として実現が見込まれる場合に

は、追加実証、先行実施、本格運用等、各段

階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマ
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ップ等の今後の進め方を公表する。 

d 国土交通省は、運行管理者が運転者に対

して実施する点呼について、基本的には当該

運転者が属する営業所内で実施することが

前提であり、異なる営業所間や事業者間の点

呼を行う場合には点呼告示第４条の規定に

基づく遠隔点呼が認められているが、同一敷

地内や同一建物の中に異なる営業所又は事

業者が存在している場合であっても、営業所

間又は事業者間の点呼を行う際に対面点呼

の併用が認められておらず業務上の非効率

が生じているとの声があることを踏まえ、Ｉ

ＣＴの活用による情報共有等が可能な状況

であることが確認されている遠隔点呼を実

施する自動車運送事業者については、遠隔点

呼と併用して、異なる営業所間・事業者間に

おける対面点呼を可能とするための必要な

措置を講ずる。 

5 
レベル４の自動運転タク

シー等の実装加速 

米国や中国では広く社会実装されつつあ

る自動運転レベル４（特定条件下における完

全自動運転）は、地域における移動の足不足

や担い手不足の課題への重要な対応策であ

り、我が国においても社会実装が急務であ

る。 

こうした中、警察庁、経済産業省及び国土

交通省において、規制改革推進に関する答申

（令和６年５月）を踏まえ、道路運送車両法

（昭和 26年法律第 185号）第 41条第２項に

規定する自動運行装置に係る走行環境条件

付与及び道路交通法（昭和 35 年法律第 105

号）第 75条の 12の規定による特定自動運行

の許可に係る審査内容や手続等の明確化、審

査の効率化・迅速化等の取組が実施されてお

り、これまでに計５件の審査が実施された

（令和７年５月時点）。 

また、自動運転車に係る社会的なルールの

在り方について、交通政策審議会陸上交通分

科会自動車部会の下に設置された自動運転

ワーキンググループ（以下「自動運転ワーキ

ンググループ」という。）及び警察庁委託事業

の下で開催された自動運転の拡大に向けた

調査検討委員会において、①自動運転車に係

る保安基準（道路運送車両の保安基準及び道

路運送車両の保安基準の細目を定める告示

（平成 14年国土交通省告示第 619号）。以下

同じ。）及びガイドライン（「自動運転車の安

全確保に関するガイドライン」（令和６年６

月国土交通省物流・自動車局）。以下同じ。）

の具体化、②迅速かつ実効的な原因究明に向

けた事故調査機関の在り方、③道路運送車両

法に基づく自動運転車による道路交通法に

基づく交通ルールの遵守方法の明確化につ

いて、令和７年５月までに、それぞれ見直し

等の方向性に関する結論が得られたところ

である。 

a：令和７年度措

置 

b：（①）令和７年

上期目途措置、

（②）令和７年度

措置、（③）令和

７年 10月措置 

a：警察庁 

経済産業省 

国土交通省 

b：警察庁 

国土交通省 
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さらに、自動運転ワーキンググループで

は、自動運転タクシー等の実装に向け、ビジ

ネスモデルに対応した規制緩和等として、道

路運送法第 35 条第１項の規定に基づく特定

自動運行の管理の受委託の許可基準の骨子

が取りまとめられ、特定自動運行時に必要な

運行管理の在り方について、当面の間は、運

行管理者の必要な選任数について事業者か

らの申請に応じて審査することで対応する

こととされた。 

今後、自動運転レベル４の社会実装に向

け、自動運転に関する新規参入の拡大を促し

関係者の裾野を広げ、社会的受容性を高める

ためには、自動運転の走行に係る審査に係る

手続の更なる効率化・迅速化、自動運転車に

係る社会的なルールの具体化等を進めてい

くことが重要であり、このため、以下の措置

を講ずるべきである。 

a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、自

動運転レベル４の事業化加速に向け、道路運

送車両法第 41 条第２項に規定する自動運行

装置に係る走行環境条件付与及び道路交通

法第 75条の 12の規定による特定自動運行の

許可に係る審査について、申請者の準備・検

討の円滑化及び審査の効率化・迅速化を図る

ため、審査内容や手続等の明確化、審査項目

に係る重複の排除等、手続の透明性・公平性

を確保するために必要な取組を引き続き着

実に実施する。 

また、警察庁及び国土交通省は、これらの

手続の効率化・迅速化を図るため、過去の審

査事例を活用し迅速な審査を実施可能なシ

ステムを構築するなど、デジタル技術の活用

を徹底する。 

b 自動運転車に係る保安基準及びガイドラ

インの具体化、迅速かつ実効的な原因究明に

向けた事故調査機関の在り方、自動運転車に

よる交通ルールの遵守方法の明確化につい

て、自動運転ワーキンググループ及び自動運

転の拡大に向けた調査検討委員会で示され

た方向性の結論を踏まえ、以下の①～③の措

置を講ずる。 

① 国土交通省は、ガイドラインの具体化を行

う。 

② 国土交通省は、関係省庁と連携して、自動

運転車の社会実装の状況や事故実態を踏

まえ、運輸安全委員会における事故原因究

明体制の構築について、法制度の整備も視

野に入れた検討を行う。 

③ 警察庁は、自動運転車の開発に資する交通

ルールの解釈の明確化等について自動運

転車の開発者等と意見交換する枠組みを

設置する。 
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（３）健康・医療・介護 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

地域におけるオンライン

診療の更なる普及及び円

滑化 

我が国におけるオンライン診療は、医師、

患者双方にとって、対面診療（外来診療、入

院診療及び在宅診療。以下同じ。）とは異なる

新たな診療形態の選択肢として、医事法制の

解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施

が図られてきた。他方、例えば、人口減少、

高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の

維持に苦慮している地域や、働く人々の受診

可能な時間と医療機関の開院時間のミスマ

ッチが生じている地域、災害の発生した地域

等、多種多様な現場がある中においては、現

行の医事法制の解釈運用では限界があるこ

となどを踏まえ、医事法制にオンライン診療

を位置付け、その運用基準等を明確化するこ

となどが必要である。その際、オンライン診

療が現場の医師、患者双方の合意の下で医療

の安全性を確保しつつ実施されることを前

提として、現行の解釈運用に至った経緯や現

場の運用実態を十分踏まえつつ、実際に現場

のオンライン診療の取組が普及及び円滑化

し、患者に恩恵がもたらされるよう、課題解

決を図ることが重要である。上記を踏まえ、

地域におけるオンライン診療の更なる普及

及び円滑化のため、患者・利用者本位の立場

から、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専

用車両等（オンライン診療専用ブースを含

む。以下同じ。）の活用において、現行の医事

法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制

限や事前届出等の手続負担があるなどの指

摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活

用を円滑化し、適切な活用の推進を図るた

め、以下の事項を含め、医事法制上の位置付

けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化

及び見直しについて検討し、所要の措置を講

ずる。 

・「オンライン診療の適切な実施に関する指

針」（平成 30 年３月厚生労働省。以下「オ

ンライン診療指針」という。）等、現行の解

釈運用のうちオンライン診療の更なる普

及のために必要なものを制度化すること。

具体的には、医療法（昭和 23年法律第 205

号）にオンライン診療の総体的な規定（オ

ンライン診療の定義、オンライン診療を行

う医療機関の届出義務、オンライン診療の

適切な実施に関する基準（以下「オンライ

ン診療基準」という。）、医療機関の管理者

が講ずべき措置に関する実施基準、オンラ

イン診療受診施設の定義、オンライン診療

受診施設の設置者の届出義務、オンライン

診療を行う医療機関の管理者のオンライ

ン診療受診施設の設置者に対するオンラ

イン診療基準への適合性の確認等に関す

a：令和６年度検討

開始、法令上の措

置施行までに結

論、結論を得次第

速やかに措置 

b：令和６年度検討

開始、aの法令上の

措置施行までに結

論、結論を得次第

速やかに措置 

c：令和７年度検

討・結論・措置 

d：令和７年度開

始、令和９年度ま

で継続的に措置 

厚生労働省 
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る規定）を設けること。 

・現行のオンライン診療指針におけるオンラ

イン診療の提供及び提供体制に関する事

項については、既存法制との整合性を図り

つつ、同内容を医療法令に規定するととも

に、オンライン診療指針の在り方について

整理し、明確化等を行うこと。その際、①

現行のオンライン診療指針上、患者が看護

師等といる場合のオンライン診療（以下「D 

to P with N」という。）において診療の補

助行為を行うことは可能とされているこ

と、②オンライン診療専用車両を活用する

際に D to P with Nの形でも行われるこ

と、③特に離島や山間地などの医療アクセ

スが限られた地域等の患者に必要な医療

を提供する観点から、オンライン診療受診

施設において、看護師等による診療の補助

行為を可能とするべきとの指摘があるこ

と等を踏まえ、オンライン診療受診施設に

おける看護師等による診療の補助行為の

実施可否の検討（実施可能な診療の補助行

為の内容についての検討を含む。）を行う

こと。また、急変時の体制確保において事

前に関係医療機関との合意を行うことに

ついては、少なくとも現行のオンライン診

療指針と同様に、離島など、急変時の対応

を速やかに行うことが困難となると想定

される場合とすること。 

・オンライン診療受診施設について、保険医

療機関及び保険医療養担当規則（昭和 32年

厚生省令第 15 号）及び保険薬局及び保険

薬剤師療養担当規則（昭和 32 年厚生省令

第 16号）との関係について整理し、明確に

すること。 

・オンライン診療受診施設の届出事項につい

て、例えば、診療する医師名、診療時間な

どの過度な届出事項はオンライン診療専

用車両等の機動的な活用の制約となると

の指摘があることを踏まえ、連携する医療

機関名などの必要最低限のものとするこ

と。 

・オンライン診療受診施設の届出様式及び必

要書類について、不適切なローカルルール

を防止し、事務手続の負担軽減を図る観点

から、合理的な標準様式及び必要書類（以

下「標準様式等」という。）を作成し、全国

一律で当該標準様式等を用いて手続等を

行うこととするための所要の措置を講ず

ること。 

・オンライン診療受診施設においては、オン

ライン診療の実施の責任はオンライン診

療を行う医療機関の医師が負うものであ

り、オンライン診療受診施設の設置者は、

いわばオンライン診療を受診する場所を

提供する又は管理する立場に過ぎないこ
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とから、医療機関又は医療従事者であるこ

と等の要件を設定しないこと。 

・オンライン診療受診施設の設置者について

は、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔

での運営・管理を可能とする必要があり、

当該業務に専任する必要はなく、複数の当

該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能

とする必要があるなどの指摘があること

を踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施

設における常駐の要否、遠隔での運営・管

理の可否、当該業務の専任の要否、兼務の

可否等について明確にすること。 

・オンライン診療受診施設の構造基準等につ

いて、現行のオンライン診療指針も踏ま

え、プライバシー保護、衛生管理、情報セ

キュリティを含む良好な通信環境の確保

等の必要最低限の要件とすること。 

・オンライン診療受診施設の設置者に対する

設置届出先の都道府県等からの指導監督

の具体的な基準及び内容について、患者の

安全確保やオンライン診療及びオンライ

ン診療受診の円滑化といった趣旨を踏ま

え、明確にすること。 

・オンライン診療受診施設に対する広告規制

について、オンライン診療受診施設の設置

者の広告は、医療を受ける者による医療に

関する適切な選択を阻害されるおそれが

少ない場合に可能とすること。具体的に

は、オンライン診療受診施設である旨、当

該施設の名称、当該施設の所在の場所に関

する事項、当該施設でオンライン診療を患

者が受けることが可能な日時に関する事

項及び当該施設で提供される医療の内容

（当該施設においてオンライン診療を行

う医療機関が当該広告に関し必要な情報

を提供し確認する場合に限る。）に関する

取扱いについて検討し、明確にすること。 

b 厚生労働省は、オンライン診療のための

医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の

医療法の運用（「特例的に医師が常駐しない

オンライン診療のための診療所の開設につ

いて」（令和６年１月 16日厚生労働省医政局

総務課長通知））における診療所の開設基準

及び医療法（その政省令、通知、事務連絡等

を含む。）における「居宅等」の解釈について

不明確な場合があるとの指摘があることを

踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を

円滑にするため、以下の事項を含め、解釈運

用の更なる明確化及び見直しについて検討

し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講

ずる。 

・オンライン診療のための医師非常駐の診療

所の開設基準について、面積基準は不要で

あることを明らかにした上で、その開設の

届出様式及び必要書類について、不適切な
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ローカルルールを防止し、事務手続の負担

軽減を図る観点から、合理的な標準様式等

を示すこと。 

c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診

療報酬上の評価について、以下の指摘がある

ことを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討

し、必要に応じて所要の措置を講ずる。 

・現行のオンライン診療指針上、D to P with 

N において医師の指示による点滴、注射、

血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看

護師等が行うことは可能とされているが、

当該補助行為に係る診療報酬の算定方法

に不明確な部分がある。 

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

は、関連学会の指針においてオンライン診

療での疾病管理の有効性・安全性を担保す

るために、診断、症状の改善及びＣＰＡＰ

（持続的気道陽圧）の使用状況の確認がで

きるまでは対面診療を実施することとさ

れていることを踏まえ、オンライン診療を

行う場合であっても、対面診療を併せて実

施することを前提とした算定要件となっ

ており、外来栄養食事指導料については対

面とオンラインを組み合わせた指導計画

策定が算定要件とされている。一方でこれ

らの算定要件は、オンライン診療の特性を

十分に活かした活用が進まない一因とな

っている。 

d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診

療やオンライン診療のための医師非常駐の

診療所などの現行法の解釈運用に加え、オン

ライン診療受診施設としての運用も可能と

なり、地域における多種多様なニーズに応え

る選択肢が増える一方、いずれの運用が適し

ているのかが必ずしも明確ではないことか

ら、全国で実施されている事例を収集分析し

た上で、各制度運用に適した活用を具体的に

示すことが必要との指摘があることを踏ま

え、各制度運用の活用実態を継続的に情報収

集し、具体的な事例を公表するなど、オンラ

イン診療に関する情報発信・環境整備を行

う。その際、診療所、自宅、職場、介護事業

所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、

郵便局、交通施設（駅構内を含む。）等、具体

的な場所の類型ごとの適した活用を具体的

に示すこととする。 

2 

地域の病院機能の維持に

資する医師の宿直体制の

見直し 

今後我が国においては、生産年齢人口を中

心に更なる人口減少が進展する一方、85歳以

上を中心に高齢者数は 2040 年頃のピークま

で増加すると見込まれている。こうした中

で、地域によっては、医療提供体制の維持・

確保に当たり、医師の偏在や不足が課題とな

っており、今後は医師の確保が更に困難とな

るおそれがある。 

医療法第 16 条の規定により、医業を行う

a：令和７年措置 

b：令和７年度上期

検討開始、遅くと

も令和９年度結

論・措置 

厚生労働省 
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病院の管理者は、病院に医師を宿直させなけ

ればならないとされているが、医師の不足に

直面する一部の病院では、宿直医師が確保で

きない等の理由から診療体制の縮小を余儀

なくされるといった事例も認められている。

こうした状況に対して、地域の慢性期医療を

担う一部の病院などからは、夜間の診療需要

が限定的であるため、宿直医師が常に対応を

求められる状況ではないこと、看護師による

患者の状態の適切な把握の下、ＩＣＴ技術の

活用により遠隔であっても医師は適切な指

示（救急搬送指示を含む。）を行うことが可能

な場合があること等の指摘があり、患者の安

全性を確保することを前提として、一定の要

件の下で、１名の医師が複数の病院の宿直対

応を兼務で行うことを可能とするよう求め

る要望がある。また、医療資源が乏しい地域

や減少する地域においては、地域の医療提供

体制を今後も維持する観点から、医師という

限られた資源をより必要な場所に重点的に

配置することが求められており、病院によっ

てその機能が異なる中、宿直の兼務も一定の

条件下で病院が採り得る選択肢として検討

すべきとの指摘がある。 

一方で、医療法第 16 条及び医療法施行規

則（昭和 23年厚生省令第 50号）第９条の 15

の２により、病院での医師の宿直義務の例外

規定として、①医師が病院に隣接した場所に

待機する場合、②病院の入院患者の病状が急

変した場合においても当該病院の医師が速

やかに診療を行う体制が確保されているも

のとして病院所在地の都道府県知事が認め

ている場合が定められており、「介護保険法

施行規則等の一部を改正する等の省令の施

行について（施行通知）」（平成 30 年３月 22

日厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」

という。）により、病院での医師の宿直義務の

例外規定の具体的な取扱いが示されている

が、オンラインによる対応を含む、電話以外

の情報通信機器を用いた対応や兼務の可否

は明示されていない。 

こうした状況も踏まえ、地域や病院機能ご

とに異なる宿直医師の実態を踏まえつつ、医

療の質及び安全の確保とともに、地域の医療

資源の配分の最適化及び効率化を図り、地域

の実情に応じて必要な病院機能を維持する

観点から、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、医療法第 16条及び医療法

施行規則第９条の 15 の２の規定による病院

での医師の宿直義務及びその例外規定に関

して、当該例外規定の具体的な取扱いを定め

る施行通知において示されている「当該医師

が速やかに当該病院に駆けつけられる場所

にいること」を前提とした上で、「特別の事情

があって、速やかに駆けつけられない場合に
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おいても、少なくとも速やかに電話等で看護

師等に診療に関する適切な指示を出せるこ

と」には、オンラインによる対応を含む、電

話以外の情報通信機器を用いた対応も含ま

れることについて明確化し、周知する。 

b 厚生労働省は、医療法第 16条及び医療法

施行規則第９条の 15 の２の規定による病院

での医師の宿直義務及びその例外規定に関

して、緊急治療に支障を来さないようにする

という医師の宿直義務の規定の意義を確保

しつつ、例えば、入院患者の特性等により宿

直する医師が常に対応を求められる状況で

はなく、近隣医療機関との協力の下、集中治

療や手術等が必要となった場合の高度な救

急医療を提供する施設等への搬送等を含む

緊急時対応の協力体制が確保されている病

院において、宿直医師を確保するために診療

体制を縮小するなどの影響が出ている場合

又は当該影響が出るおそれがある場合など

を念頭に、地域における医療提供体制を維持

する観点から、病院の管理者及び速やかに診

療を行う体制が確保されていることを確認

する都道府県知事の判断として、オンライン

による対応を含む、電話以外の情報通信機器

を用いた対応やカルテ情報の共有等のＩＣ

Ｔ技術を活用することで、複数の病院の宿直

対応を遠隔かつ兼務で行うことが可能とな

る要件等を検討し、遅くとも令和９年度中に

結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず

る。その際、合理性に乏しい地域的差異を設

けるローカルルールの発生防止に留意する

ものとする。 

3 
在宅医療における円滑な

薬物治療の提供 

在宅患者に円滑に薬物治療を提供するた

めには、在宅患者の療養を担う医師、薬剤師、

訪問看護師等が連携しつつ、チーム医療とし

て在宅医療が提供される必要がある。こうし

た中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の

症状変化に対する迅速な薬物治療が提供で

きていない場合があるとの指摘や、令和５年

６月の規制改革実施計画等を踏まえ、厚生労

働省は、薬局・薬剤師の機能強化等に関する

検討会において、在宅患者に円滑に薬剤を提

供する体制の整備について検討を行い、地方

公共団体や関係団体等が実施すべき対応を

「これまでの議論のまとめ」（令和７年３月

31日薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討

会。以下「議論のまとめ」という。）において

取りまとめた。 

議論のまとめを踏まえつつ、無薬局地域や

夜間・休日など地域や日時にかかわらず、在

宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境

を実現するため、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、議論のまとめにおいて指

摘された対応（在宅医療における薬剤提供体

制（新たな品目を事前に訪問看護ステーショ

a：令和７年措置 

b：令和９年までに

検討・結論、結論を

得次第速やかに措

置 

厚生労働省 
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ンに配置することを含む。以下同じ。）の実態

の継続的な把握を含む。）が着実に実施され

るよう、地方公共団体や関係団体等に対する

要請や、個別の患者の状態や状況に応じ、在

宅患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護

師等の協議の下、在宅患者の急な状態変化へ

の対応のために必要な医薬品として、新たな

品目（例：輸液）を事前に訪問看護ステーシ

ョンに配置することを可能とするなど、以下

の点を含め、所要の措置を講ずる。 

・事前に訪問看護ステーションに新たに配置

することを可能とする医薬品の具体的要

件の設定（一般用医薬品では対応できない

効能及び効果を有する医薬品であること

等）、当該医薬品の具体的な保管方法等（輸

液についてはその投与に必要な留置針や

点滴ルート等の入手方法を含む。）の明確

化及び地方公共団体への報告方法や報告

事項等の明確化。 

b 厚生労働省は、aの措置後、地方公共団体

や関係団体等の協力を得つつ、全国の在宅医

療における薬剤提供体制の実態（在宅医療に

おいて円滑に薬物治療が提供できなかった

事例の件数、内容、発生した地域等）を継続

的に把握し、当該実態を踏まえ、全国の在宅

医療における薬剤提供体制の構築等に向け

た方策の見直しの要否を含め検討し、結論を

得次第、必要に応じ、所要の措置を講ずる。 

4 
救急救命処置の範囲の拡

大 

高齢者人口の増加も背景に、救急出動件

数、搬送人員及び病院収容所要時間（入電か

ら医師引継ぎまでに要した時間をいう。）が

増加基調（例えば、令和５年中の救急出動件

数は約 764 万件と過去最多を記録。）にある

など、都市部・地方部を問わず救急医療体制

がひっ迫する中、救急医療の質の向上を図る

観点からは、傷病者に最初に接する機会が多

いと考えられる医療従事者である救急救命

士（救急救命士法（平成３年法律第 36号）第

２条第２項に規定する救急救命士をいう。）

が行うことができる救急救命処置について、

現行の範囲にとどまらず、その範囲の不断の

見直しを検討することが必要である。このた

め、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の

提案・要望の窓口に対する評価を行うことを

目的として平成 27 年度から令和２年度まで

に厚生労働省委託事業の下で開催された救

急救命処置検討委員会（以下「検討委員会」

という。）において、救急医療に関わる団体等

からの要望・提案のうち、検討委員会が安全

性、必要性、難易度、必要な教育体制等の視

点から評価を行った結果として厚生労働科

学研究班等による研究又は厚生労働省の検

討会等による検討が必要と判断された５処

置（①心肺停止に対するアドレナリン投与等

a：（前段）令和７年

度検討開始、令和

８年度結論、結論

を得次第速やかに

措置、（後段）令和

７年度から前段の

措置まで継続的に

措置 

b：（前段）令和７年

度検討開始、令和

８年度結論、（中

段）前段の結論を

得次第速やかに検

討開始、結論を得

次第速やかに措

置、（後段）令和７

年度から中段の措

置まで継続的に措

置 

c：（前段）令和８年

度検討開始、令和

９年度結論、結論

を得次第速やかに

措置、（中段）前段

の結論までに措

置、（後段）令和８

年度から前段の措

厚生労働省 

消防庁 
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の包括指示化、②アナフィラキシーに対する

アドレナリンの筋肉内投与、③気管切開チュ

ーブの事故抜去時のチューブの再挿入、④急

性冠症候群等に対する心電計の使用による

12 誘導心電図の測定と伝送及び⑤心肺停止

を対象にした自動式人工呼吸器による人工

呼吸）について、その後厚生労働省の検討会

等による具体的検討が行われているものは

②のみであることから、これまでの検討等を

踏まえつつ、処置ごとに検討期限を設けた上

で速やかに検討を行い、結論を得た上で、速

やかに必要な法令上の措置を講ずる。 

また、消防庁は、上記検討について、厚生

労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行

う。 

b 厚生労働省は、検討委員会の評価が「未

了」（「提案内容について精査中であり、検討

委員会としての判断に至っていない。」との

評価。）とされている処置（①外傷による出血

性ショックに対するトラネキサム酸の静脈

内投与（生理食塩水の投与も含む。）、②医師

等により乳酸リンゲル液以外で確保された

静脈路からのアドレナリン投与、③チューブ

誘導機能を有さないビデオ硬性挿管用喉頭

鏡を用いた気管内チューブによる気道確保

の実施、④幸帽児に対する卵膜の用手的な破

膜、⑤低血糖発作症例に対するグルカゴン粉

末製剤の点鼻投与及び⑥院外心停止に対す

る薬剤投与のための骨髄穿刺システムを用

いた骨髄輸液路確保）について、処置ごとに

検討期限を設けた上で新たな救急救命処置

の候補とすることについての評価の検討を

行い、結論を得る。 

その上で、当該結論を踏まえ、新たな救急

救命処置の候補とする処置については、処置

ごとに検討期限を設けた上で速やかに検討

を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法

令上の措置を講ずる。 

また、消防庁は、上記検討について、厚生

労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行

う。 

c 厚生労働省は、a及び b において検討が要

請されているもの以外の処置について、救急

医療現場では、例えば、細胞外液等の電解質

輸液を用いた静脈路確保及び輸液、急性冠症

候群に対するニトログリセリンスプレー・ア

スピリンの投与、心不全による低酸素血症に

対するＣＰＡＰマスクを用いた非侵襲的人

工呼吸等、新たなニーズがあるとの指摘を踏

まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・

提案を募集した上で、新たな処置を救急救命

処置の範囲に追加することの可否を検討・判

断する。 

要望・提案の募集に際しては、検討委員会

の評価が「差し戻し」（「必要な情報やそれを

置まで継続的に措

置 

d:令和７年度か

ら、aの前段、bの

中段及び c の前段

の措置まで継続的

に検討・措置 
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裏付ける資料が十分に示されていないその

他の理由により、提案内容の評価を行うこと

ができない。」との評価。）とされた処置が多

数存在していたことを踏まえ、同様の事態を

防止するため、例えば、要望・提案の提出段

階で検討に十分な内容が提出可能となるよ

う、提案書の具体的な入力例を示すことや、

審査過程で情報の不足があることが判明し

た場合には、要望・提案者からの追加説明を

求めることなどにより、提案書の再提出を要

さずに要望・提案者からの更なる情報提供の

対応を可能とすること等を行う。 

また、消防庁は、上記検討について、厚生

労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行

う。 

d 厚生労働省は、a～c の検討において、先

行的実証が必要と判断する場合には、例え

ば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、

へき地であるといった地理的事情から救急

搬送時間が日常的に長時間化している地域

など特に当該処置を救急搬送段階で実施す

べき必要があり、かつ、実証に必要な体制が

確保できていると考えられる地域を優先的

に選定するなど、実証の実施に適切な地域を

選定した上で、実証を行う。また、消防庁は、

上記実証地域の選定や先行的実証において、

厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言

を行う。 

5 

利用者起点に立った一般

用医薬品の適正な販売区

分及び販売方法 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律

第 145号。以下「医薬品医療機器等法」とい

う。）上、一般用医薬品の販売に当たって薬剤

師又は登録販売者（以下「有資格者」という。）

に求められる対応について、 

・一般用医薬品の販売区分、薬効分類及び個

別の製品並びに当該薬効分類及び個別の

製品を使用しようとする者（購入しようと

する者を含む。以下「消費者」という。）の

特性ごとに、医薬品医療機器等法上、有資

格者に求められる、消費者等に対する販売

又は授与、情報提供及び確認の内容、具体

的判断基準等が不明確であること 

・有資格者による販売又は授与、情報提供及

び確認の実施状況に対する監視及び実態

把握は、現行の薬事監視、医薬品販売制度

実態把握調査等では困難であり、実効性に

疑問があること 

等の指摘がある。 

また、一般用医薬品（特に第二類医薬品及

び第三類医薬品）の製品によっては、製造販

売後調査の後に販売区分を指定された後、販

売区分の見直しの検討が行われる機会がな

い一方、副作用等報告件数が極めて少なく、

かつ、重篤な副作用は報告されていないこと

から、指定されている販売区分と製品の実際

a：措置済み 

b,d：令和６年度検

討開始、令和８年

度上期結論、令和

８年措置 

c：令和７年度検討

開始、令和８年度

結論 

e：令和７年検討開

始、令和８年度結

論、結論を得次第

速やかに措置 

厚生労働省 
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の安全性リスクとに乖離があるとの指摘が

ある。 

さらに、厚生科学審議会医薬品医療機器制

度部会において検討されている一般用医薬

品の販売区分の一部統合（第二類医薬品と第

三類医薬品との統合。以下同じ。）について

は、現行の一般用医薬品の販売区分は有資格

者にとって製品の安全性リスクの程度が分

かりやすい区分となっていること、販売区分

の一部統合に対する消費者や販売現場から

のニーズが乏しいこと等の指摘がある。 

以上を踏まえ、消費者の安全確保、セルフ

メディケーションの推進及び医薬品へのア

クセスの円滑化の観点から、利用者起点に立

った一般用医薬品（医薬部外品を含む。）の適

正な販売区分及び販売方法を実現するため、

以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、一般用医薬品の販売区分

の一部統合の要否について、b の措置を講ず

ることなどを前提として、販売区分の一部統

合を行わない方向で検討を進め、速やかに結

論を得る。 

b 厚生労働省は、一般用医薬品を販売し、又

は授与する場合に有資格者に求められる以

下の事項等について、一般用医薬品の販売区

分、薬効分類及び個別の製品並びに消費者の

特性といった観点を踏まえて検討し、結論を

得次第、速やかに指針の策定等の所要の措置

を講ずる。その際、一般用医薬品のうち、消

費者の特性に応じ、消費者等に対する情報提

供や消費者等への確認の要否が不明確なも

のなどについて明確化するとともに、有資格

者に求められる対応には消費者等に対する

情報提供及び消費者等への確認を含まない

ことを含め、消費者等に対する情報提供や消

費者等への確認との関係を明確化すること

とする。 

・有資格者に求められる対応（医薬品医療機

器等法上、義務・努力義務として有資格者

に対応が求められるものに限る。以下同

じ。） 

・消費者等への確認（当該確認については、

医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販

売する場合は義務であり、第二類医薬品を

販売する場合は努力義務であり、第三類医

薬品を販売する場合は義務及び努力義務

ではない。以下同じ。） 

・消費者等に対する情報提供（当該情報提供

については、医薬品医療機器等法上、第一

類医薬品を販売する場合は義務であり、第

二類医薬品を販売する場合は努力義務で

あり、第三類医薬品を販売する場合は義務

及び努力義務ではない。以下同じ。） 

・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流

れ 
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・消費者との応答事例 

c 厚生労働省は、bの検討も踏まえつつ、消

費者の一般用医薬品の適正使用を促進する

観点から、使用上の注意など消費者に提供す

べき情報について、製品の包装等への消費者

の目につきやすい記載により消費者への情

報提供を可能とする方策についてその要否

を含めて検討し、結論を得る。 

d 厚生労働省は、bの検討結果を踏まえ、有

資格者による、一般用医薬品に関する消費者

等への確認及び消費者等に対する情報提供

を経た一般用医薬品の販売又は授与が実効

的に行われることを確保するため、薬事監

視、医薬品販売制度実態把握調査等におい

て、有資格者による販売又は授与、情報提供

及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を

適切に行う体制について検討し、結論を得次

第、速やかに、「薬局、医薬品販売業等監視指

導ガイドライン」（令和３年８月厚生労働省

医薬・生活衛生局）の改正等の所要の措置を

講ずる。 

e 厚生労働省は、現行、第二類医薬品又は第

三類医薬品に指定されている製品について、 

・特に、第三類医薬品のうち、ビタミン剤、

点眼薬、湿布薬、保湿クリーム、のど飴、

うがい薬、整腸薬等といった人体に関する

作用が緩和であると考えられるものにつ

いて、医薬部外品への移行のニーズがある

こと 

・消費者が適正使用できるよう、包装等への

消費者の目につきやすい記載により消費

者へ提供される情報があること（c による

ものを含む。） 

・令和元年 12月１日から令和５年３月 31日

までに製造販売業者から厚生労働省に報

告（医薬品との因果関係が不明なものを含

む。）のあった販売数１億箱当たりの副作

用等報告数の年間平均（割合）について、

第二類医薬品は 41.1 件（0.0000411％）、第

三類医薬品は 20.7件（0.0000207％）と副

作用等報告件数が極めて少なく、かつ、重

篤な副作用は報告されていないこと 

・地域住民による主体的な健康の維持・増進

を積極的に支援する観点から、一般用医薬

品か医薬部外品かを問わず、消費者起点の

相談対応（購買相談を含む。）が有資格者に

期待されていること 

等を踏まえ、まずは、第三類医薬品において、

うがい薬、洗眼薬等といった人体に対する作

用が緩和であると考えられるものについて、

消費者及び小売業者の意見も踏まえ、第三類

医薬品の製造販売業者から求めのあるもの

について、必要な評価を行い、薬理作用等か

らみて人体に対する作用が緩和であると判

断できないものを除き、より安全性リスクの
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低い区分である医薬部外品への移行を検討

し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講

ずる。 

6 

濫用等のおそれのある一

般用医薬品の販売規制等

の適正化 

近年、若年者を中心に、濫用等のおそれの

ある医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律施行

規則第十五条の二の規定に基づき濫用等の

おそれのあるものとして厚生労働大臣が指

定する医薬品（平成 26 年厚生労働省告示第

252号）により指定するものをいう。以下「指

定成分」という。）を始めとする医薬品の濫用

が社会問題化しているが、現行の医薬品販売

規制（濫用等のおそれのある医薬品の販売に

当たっては、若年者の氏名・年齢の確認を行

うことなど。）では十分とはいえない状況で

ある。 

濫用の背景には若年者等が抱く社会的不

安等があるとの指摘や、販売規制のみでは必

要十分な濫用防止策にはなり得ず、濫用の実

態の把握を行い、当該実態等を踏まえた製品

の表示及び仕様の変更並びに成分の見直し、

濫用の実態が顕著な地域等に特化した対策、

支援団体の紹介など濫用脱却のための自殺

対策、孤独・孤立対策等、総合的な対策が必

要であるとの指摘がある。 

また、過去５年間の厚生労働省の各種調査

研究報告書によると、濫用等のおそれのある

医薬品の使用者の約 99％は適正使用者であ

り、かつ、実際に濫用されていると報告があ

る一般用医薬品の製品数（指定成分を含有す

る製品に限る。）は 20～30程度であるのに対

し、指定成分を含有する一般用医薬品の製品

数が 1,350 程度（令和６年 11 月時点）の約

２％程度である。 

上記を踏まえると、実際に若年者等の濫用

防止や濫用脱却といった問題解決を図るこ

とを含め、消費者の安全確保、セルフメディ

ケーションの推進及び医薬品へのアクセス

の円滑化の観点から、少なくとも販売規制と

しては、実際の濫用者や濫用されている成

分・製品を特定し、そのデータ等を踏まえた

濫用リスクに応じ、濫用リスクが高い人・成

分・製品等に集中徹底した実効性のある対策

が必要である。あわせて、これまで、濫用リ

スクの高い成分や製品が変化してきた実態

も踏まえ、濫用の実態や販売規制の効果を適

時適切に把握しつつ、より効果的な対策に随

時見直していく必要がある。 

以上の考え方に基づき、以下の措置を講ず

る。 

a 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用実態、

依存性等の調査を定期的に行った上で、薬事

審議会に定期的に報告するとともに、濫用実

態、薬理作用、依存性等を踏まえ、十分な根

拠があると認められる場合には、薬事審議会

a：令和７年結論、

結論を得次第速や

かに措置 

b：令和７年結論、

令和８年上期措置 

c,d：令和６年度検

討開始、令和７年

度上期結論、令和

８年上期措置 

e：（前段）令和７年

度開始、令和９年

度まで継続的に措

置、（後段）令和７

年度検討開始、令

和 10年上期までに

結論、結論を得次

第速やかに措置 

厚生労働省 
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の意見を聴いた上で、指定成分の見直しを行

うことについて検討し、結論を得次第、速や

かに所要の措置を講ずる。 

b 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医

薬品について、適正使用者の医薬品へのアク

セスにも配慮しつつ、以下の措置を検討し、

結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず

る。 

・販売個数・容量の制限、販売時の記録の作

成・保存（販売記録の保管の取扱い等が困

難な場合は除く。）、販売時の記録を参照し

た販売可否の判断基準の明確化、購入者の

手の届かない場所への陳列（当該製品の保

管場所の確保等が困難な場合は除く。）な

ど、薬事監視等において当該義務等の履行

状況が確実に確認でき、頻回購入防止並び

に薬剤師及び登録販売者（以下「有資格者」

という。）に求められる情報提供の実効性

が確保される対策について検討し、結論を

得次第、速やかに法令上の措置を講ずる。

その際、インターネット等を利用した特定

販売（薬局又は店舗におけるその薬局又は

店舗以外の場所にいる者に対する一般用

医薬品等の販売又は授与）については、①

医薬品アクセスが円滑でない地域の住民

など、一般用医薬品へのアクセスについて

誰一人取り残さないようにすることが重

要であること、②政府全体としてデジタル

原則に基づいて対面規制の見直しが横断

的に進められていることを踏まえるもの

とする。また、販売個数・容量の制限につ

いては、成分、薬効群及び製品ごとに科学

的知見（一回の使用期間や添付文書の使用

上の注意等の記載を含む。）及び濫用実態

も踏まえ、個別に検討し、制限するものと

する。 

c 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用を防

止しつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用

を促進する観点から、指定成分を含む一般用

医薬品について、当該医薬品の外箱に注意喚

起等を表示するなど消費者への情報提供を

可能とする方策について検討し、結論を得次

第、速やかに所要の措置を講ずる。 

d 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医

薬品について、有資格者が消費者に提供すべ

き情報について、頻回・大量購入等のデータ

に基づき、濫用リスクの高い者に対する濫用

防止等のための支援に関する情報提供など、

有資格者に求められる濫用リスクの高い者

に対する情報提供及び濫用リスクの高い者

への確認の具体的内容・判断基準等（成分、

製品及び濫用リスクの高い者の特性ごと）に

ついて検討し、結論を得次第、速やかに所要

の措置を講ずる。その際、濫用リスクの高い

者に対する情報提供及び濫用リスクの高い
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者への確認について、その効果検証が可能で

あって、かつ、実際の濫用防止や濫用脱却に

効果的なものとなるよう検討する。 

e 厚生労働省は、指定成分について、①欧米

では一般用医薬品（処方箋不要な医薬品）と

して承認されていないこと、②医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律の改正等による、濫用等のおそれ

のある医薬品販売の新たな制度施行後の濫

用実態、実施状況等を踏まえ、以下の措置を

講ずる。 

・当該製品に着目した対策、濫用の実態が顕

著な地域等に特化した対策等、製造販売事

業者、販売業者、行政等の関係者が連携し

た自主的な取組を促進する。 

・欧米における当該成分に関する制度及びそ

の運用（販売区分の見直しを含む。）の状

況、一般用医薬品等の濫用実態、依存性等

の調査を行った上で、薬事審議会に報告す

るとともに、濫用実態、薬理作用、依存性

等を踏まえ、十分な根拠があると認められ

る場合には、薬事審議会の意見を聴いた上

で、販売区分の変更等（医療用医薬品への

見直しを含む。）を行う。 

7 

要指導医薬品の販売区

分、販売方法及び服薬指

導方法の見直し 

a 厚生労働省は、医療用医薬品については

オンライン服薬指導が既に可能とされてい

ること、政府全体としてデジタル原則に基づ

いて対面規制の見直しが分野横断的に進め

られていること等を踏まえ、全ての要指導医

薬品について、その販売方法が対面によるか

オンラインによるかを問わず、薬剤師の判断

に基づき、オンライン服薬指導を可能とする

ことを検討し、結論を得る。 

その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま

え、所要の措置を講ずる。 

b 厚生労働省は、その調査研究報告及び医

薬品販売制度実態把握調査結果によると要

指導医薬品を取り扱わない薬局・店舗が４割

程度と多い現状に鑑み、消費者の安全確保や

要指導医薬品へのアクセスの円滑化の観点

から、要指導医薬品について、オンライン服

薬指導による必要な情報提供等を行った上

でのオンラインによる販売（以下「オンライ

ン販売」という。）を原則として可能とするこ

とを検討し、結論を得る。その際、現時点で

オンライン販売を不可とする例外に該当し

得ると考えられるのは、スイッチＯＴＣ化後

の転売・不正使用の防止のためには我が国に

おいてオンライン販売を不可とすることが

適切であるとの指摘があり、スイッチＯＴＣ

化が進まない、緊急避妊薬のみであることな

どを踏まえ、当面、当該例外は薬剤師の面前

で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品

（例えば、緊急避妊薬。以下同じ。）に限るこ

ととする。 

a：（前段）措置済

み、（後段）令和８

年上期措置 

b：（前段）措置済

み、（後段）令和８

年上期措置  

c：令和８年上期ま

でに検討・結論、結

論を得次第速やか

に措置 

d：令和 11年上期ま

でに検討開始、最

初の判断の日から

２年以内に結論 

e：（前段）措置済

み、（後段）令和８

年上期措置 

f：令和７年検討開

始、令和 10年上期

までに結論、結論

を得次第速やかに

措置 

g：令和 11年上期ま

でに検討開始、最

初の判断の日から

２年以内に結論 

h：（前段）措置済

み、（後段）令和８

年上期措置 

i：令和８年上期ま

でに検討・結論、結

厚生労働省 
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その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま

え、所要の措置を講ずる。 

c 厚生労働省は、定期的な再検討が行われ

ずにオンライン販売が継続的に不可とされ

ることがないよう、オンライン販売を不可と

する要指導医薬品について、定期的に、適切

なデータを収集し、オンライン販売に当たっ

ての課題整理を行った上で、オンライン販売

の可否を改めて検討し、結論を得て、必要に

応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを

設けることについて検討し、結論を得次第、

速やかに所要の措置を講ずる。 

d 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服

薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生

労働省がオンライン販売を不可とする要指

導医薬品を新たに設ける場合には、その判断

時に具体的な理由を明らかにし、公表すると

ともに、当該要指導医薬品に対する判断を他

の要指導医薬品に共通して合理的に適用可

能となる基準の作成についてその可否を含

め検討を行い、当該最初の判断の日から２年

以内に結論を得る。 

e 厚生労働省は、スイッチＯＴＣ医薬品が

要指導医薬品として３年間取り扱われた後、

例外なく、一般用医薬品に移行しインターネ

ット等を利用した特定販売（薬局又は店舗に

おけるその薬局又は店舗以外の場所にいる

者に対する一般用医薬品等の販売又は授与）

が可能となる現行制度について、スイッチＯ

ＴＣ医薬品の製造販売の承認時などに、要指

導医薬品として３年間を経過した後も一般

用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し

続けることを可能とする制度を新たに設け

ることについて、その要否を含め検討し、結

論を得る。その際、当該新制度は以下の①及

び②を含むものとする方向で検討する。 

① 要指導医薬品として承認する際に一般用

医薬品に移行しないことを判断する場合

には、当面、消費者の安全の適切な確保及

び転売・不正使用の防止の観点から、薬剤

師の面前で当該要指導医薬品の購入者が

直ちに服薬する必要がある医薬品に限定

すること。 

② 医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般

用医薬品に移行しないことを可能とする

場合は、薬剤師によるインターネット等を

用いた情報提供等（オンライン服薬指導に

よる情報提供等を除く。）では当該医薬品

の適正な使用が確保できないとの相当の

懸念が存在し、かつ、薬事審議会の意見を

聴いた上で、要指導医薬品に指定し続ける

べきものとして指定するものに限定する

こと。 

その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま

え、必要に応じ所要の措置を講ずる。 

論を得次第速やか

に措置 
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f 厚生労働省は、定期的な再検討が行われ

ずに要指導医薬品に継続的に指定されるこ

とがないよう、要指導医薬品に指定し続ける

要指導医薬品について、定期的に、適切なデ

ータを収集し、販売区分の変更に当たっての

課題整理を行った上で、指定を継続すること

の要否を改めて検討し、結論を得て、必要に

応じ、販売区分の変更を行う仕組みを設ける

ことについて検討し、結論を得次第、速やか

に所要の措置を講ずる。 

g 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服

薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生

労働省が要指導医薬品に指定し続ける要指

導医薬品を新たに設ける場合には、その判断

時に具体的な理由を明らかにし、公表すると

ともに、当該要指導医薬品に対する判断を他

の要指導医薬品に共通して合理的に適用可

能となる基準の作成についてその可否を含

め検討を行い、当該判断を最初に行った日か

ら２年以内に結論を得る。 

h 厚生労働省は、消費者の安全確保及び医

薬品へのアクセスの円滑化の観点から、個別

の一般用医薬品について、製造販売後調査そ

の他の客観的なデータ等に基づき、随時、適

切なリスク評価を行い、その結果に基づき、

販売区分の変更（一般用医薬品から要指導医

薬品への区分変更を含む。以下同じ。）を可能

とする新たな仕組みを設けることについて、

検討し、結論を得る。 

その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま

え、所要の措置を講ずる。 

i 厚生労働省は、第一類医薬品（第二類医薬

品又は第三類医薬品から第一類医薬品に区

分変更されたものを含む。）について、定期的

な再検討が行われずに第一類医薬品に継続

的に指定されることがないよう、第一類医薬

品への区分指定時から定期的に販売区分の

変更の要否を改めて検討し、結論を得て、必

要に応じ、販売区分の変更を行う等の仕組み

を設けることについて検討し、結論を得次

第、速やかに所要の措置を講ずる。 

8 
一般用検査薬への転用の

促進 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（以下「医薬品医

療機器等法」という。）に基づく医薬品等の承

認審査は、製造販売業者からの承認申請によ

り行われるが、厚生労働省において、一般用

検査薬（一般用医薬品たる体外診断用医薬品

をいう。以下同じ。）については、医療用検査

薬（主に医療従事者が使用することを想定し

た医療用医薬品たる体外診断用医薬品をい

う。）と異なり、一般の生活者が正しく使用で

きるよう、検査項目ごとに使用上の注意、使

用方法や性能等に関して承認審査のための

一定の基準を示しておくことが必要である

と考えられ、一般用検査薬への転用の基準と

a,c：令和７年度措

置 

b：令和８年度検

討・結論・措置 

a,b：厚生労

働省 

c：厚生労働

省 

消費者庁 
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して、「一般用検査薬の導入に関する一般原

則について」（平成 26年 12月 25日厚生労働

省医薬食品局長通知別添１。以下「一般原則」

という。）において、対象となる検査項目の範

囲等が示されている。 

その中で、「採取に際して侵襲のないもの

が検体として適当である」及び「検体の採取

に採血や穿刺等を伴う行為であれば、「侵襲

がある」と考える」とされており、自己穿刺

による穿刺血を検体に用いた自己血糖検査

薬等は、一般用検査薬への転用が認められて

いない。こうした中、厚生労働省は、令和２

年７月の規制改革実施計画等を踏まえ、穿刺

血を検体に用いた検査薬等のＯＴＣ化に向

け、薬事審議会医療機器・体外診断薬部会に

おいて、一般原則の見直しについて４年にわ

たって議論を行い、令和７年３月、「「低侵襲

性の穿刺血など血液検体を用いた検査薬」の

一般用検査薬への転用等に関するとりまと

め」（令和７年３月 14日薬事審議会医療機器・

体外診断薬部会。以下「とりまとめ」という。）

において、「対象となる使用者の範囲」、「使用

者側のリテラシー向上」及び「販売者側の実

態」について「残された課題」があることか

ら、一般原則の見直しは時期尚早との結論を

得た。 

幾年の検討を経てもなお、穿刺血を検体に

用いた生活習慣病や性感染症等の検査薬が

ＯＴＣ化されない中、医療機関への受診や検

査等に時間を割くことが難しい現役世代が

糖尿病など生活習慣病の早期発見が遅れて

いるとの指摘や、医療資源が限られている地

方ほど検査遅れによるエイズ発症者の割合

が大きいとの指摘があり、早期発見、早期受

診及び早期治療の足掛かりにつながるＯＴ

Ｃ化の必要性及び重要性は一層高まってい

る。また、セルフケア・セルフメディケーシ

ョンに関する消費者のニーズを背景に、「研

究用」などと称する医薬品医療機器等法の承

認を受けていない穿刺血を検体に用いた性

感染症等の検査キットが、薬局、ドラッグス

トア、インターネット通販サイトなどで販売

され、消費者がその検査性能が厚生労働省に

より確認されたものではないことを正確に

理解せずとも容易に入手できる現状にある。 

以上を踏まえ、セルフケア・セルフメディ

ケーションを推進する観点から、消費者が質

の担保された一般用検査薬を使用し、生活習

慣病や性感染症等の早期発見、早期受診及び

早期治療を行うことができる環境を整備す

るため、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、穿刺血を検体に用いた検

査薬のうち、まずは、自己血糖測定検査薬の

ＯＴＣ化に向け、とりまとめにおいて「残さ

れた課題」とされた、「対象となる使用者の範
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囲」、「使用者側のリテラシー向上」及び「販

売者側の実態」ごとに、自己血糖測定器の購

入、販売、使用の実態等について、以下の点

を含め、調査を行う。 

・消費者の属性（糖尿病予備群の者、検査を

受けたことがなく自ら様態を把握できて

いない者及び糖尿病治療を行っているが

自宅でも検査を行いたい者。以下同じ。）ご

との自己血糖測定器の購入経験の有無 

・自己血糖測定器の購入経験がある消費者に

ついて、消費者の属性ごとの、商品選択、

使用方法、判定結果の受け止め方及び受診

を含めた行動変容に対するリテラシー 

・消費者の属性ごとの、自己血糖検査薬のＯ

ＴＣ化の賛否並びにＯＴＣ化に当たって

考えられる課題及び当該課題に対する考

え 

・薬剤師等の属性（薬局経営者、薬局勤務者

等）ごとの、自己血糖測定器の販売経験の

有無、自己血糖測定器の販売経験がある場

合の受診勧奨の実態、自己血糖検査薬のＯ

ＴＣ化の賛否並びにＯＴＣ化に当たって

考えられる課題及び当該課題に対する考

え 

・自己血糖検査薬のＯＴＣ化の賛否並びにＯ

ＴＣ化に当たって考えられる課題及び当

該課題に対する医師（かかりつけ医、糖尿

病専門医等）の考え 

・消費者自らが一般用検査薬を使用すること

による糖尿病等の早期発見、早期受診及び

早期治療の状況並びにそれらによる影響

（重症化予防によるものを含む。） 

・薬剤師等の受診勧奨により医療機関への受

診が増加することによる影響 

b 厚生労働省は、aにより明らかとなった実

態等を踏まえ、「対象となる使用者の範囲」、

「使用者側のリテラシー向上」及び「販売者

側の実態」ごとに、以下の点を含め、穿刺血

を検体に用いた検査薬のＯＴＣ化に向けた

検討を行い、結論を得る。当該結論を踏まえ、

穿刺血を検体に用いた生活習慣病や性感染

症等の検査薬のＯＴＣ化を可能とするため、

一般原則の見直し等所要の措置を講ずる。 

・自己穿刺を行ったことがない消費者を含

め、消費者の適切な一般用検査薬の使用を

担保するための添付文書等による情報提

供の在り方 

・適正使用の説明、医療機関の紹介など薬剤

師等による販売時の情報提供の在り方 

・検査後の相談先や医療機関への受診勧奨な

ど薬剤師等による販売後の情報提供の在

り方 

・現行の高度管理医療機器継続研修を参考

に、薬剤師等が販売時及び販売後に適切な

情報提供を行うことを担保するための研
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修及び研修テキストの整備 

c 厚生労働省は、穿刺血を検体に用いた検

査薬のＯＴＣ化の検討と併せて、「研究用」な

どと称する医薬品医療機器等法の承認を受

けていない穿刺血を検体に用いた性感染症

等の検査キットが、薬局、ドラッグストア、

インターネット通販サイトなどで販売され、

消費者がその検査性能が厚生労働省により

確認されたものではないことを正確に理解

せずとも容易に入手できる現状に対して、消

費者が当該検査キットを医薬品医療機器等

法の承認を受けた体外診断用医薬品と誤認

すること、また、検査性能が不確かな検査キ

ットの使用により適切な時期に受診するこ

とができず、重症化し、あるいは、当該疾病

の感染が拡大することを防止するため、体外

診断用医薬品の該当性の判断基準及び判断

事例を明確化するガイドライン等を作成し

た上で、消費者庁、関係団体等の協力を得つ

つ、次の①及び②の措置を講ずる。 

① 事業者等に対し、薬局、ドラッグストア、

インターネット通販サイトなどにおいて

当該ガイドライン等に基づく適切な対応

（当該検査キットの販売自粛を含む。）を

行うよう要請する。 

② 当該ガイドライン等に抵触する不適切な

検査キットについて、無承認無許可医薬品

として医薬品医療機器等法に基づく取締

りを行うなど消費者が質の担保された自

己検査を行うことができる環境を整備す

る実効的な方策を実施する。 

9 
認可保育所における付加

的サービスの円滑化 

規制改革推進に関する第２次答申（平成 29

年 11 月）を踏まえ、平成 29 年 12 月、厚生

労働省の事務連絡（「規制改革推進に関する

第２次答申」を踏まえた具体的な留意事項等

について（平成 29 年 12 月 21 日厚生労働省

子ども家庭局保育課事務連絡））が発出され、

子ども・子育て支援制度上、保育所等が行う、

保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示

第 117号）が示す基本原則を逸脱しない範囲

での付加的保育について、保護者の同意が得

られれば上乗せ徴収により実施することが

可能である旨が明確化された。 

しかしながら、認可保育所において付加的

保育を上乗せ徴収により実施する場合、市町

村（特別区を含む。以下同じ。）との協議を要

し、かつ、体操、体育、スポーツ、ダンス、

音楽、絵画、造形、英語、文字、数等（以下

「体操等」という。）のプログラムが付加的保

育として認められるかや、選択制による実施

が認められるかが上記事務連絡で示されて

おらず、保育所保育指針が示す基本原則を逸

脱しない範囲が不明確であること等の理由

から、現状では、確認する限りにおいて、認

めている市町村は少数であるとの指摘があ

a：措置済み 

b：（前段）措置済

み、（後段）令和６

年度着手、令和７

年度措置 

c：令和７年度措置 

こども家庭庁 
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る。また、現状では、選択制かどうかにかか

わらず、付加的サービスを利用する児童の保

護者と当該付加的サービスを提供する事業

者との直接契約（以下「直接契約」という。）

により実施する場合、当該契約内容を規制す

る保育関係法令上の根拠規定は無いが、確認

する限りにおいて、実施を認める市町村が少

数であるとの指摘がある。 

こうした現状は、保育所利用率が 50％を超

え、かつ、長時間保育が多い中、また、保護

者の仕事と育児の両立が重要な社会的課題

である中、保育所に対するニーズは多様化

し、保育（教育を含む。以下同じ。）の質の確

保・向上が求められ、認可保育所における付

加的サービス（付加的保育を含む。以下同

じ。）に対するニーズが一定程度存在してい

るにもかかわらず、認可保育所のみが良質か

つ多様な保育サービスの選択肢が限定され

ている状況といえる。さらに、認可保育所に

おいて、付加的サービスが平日に実施される

ことにより、休日に児童とその家族が共に過

ごす時間をより確保できるとの指摘や、保護

者の仕事と育児の両立支援につながるとの

指摘がある。 

こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立

ち、認可保育所における多様で良質な保育サ

ービスの円滑化の観点から、認可保育所にお

いて、上乗せ徴収、直接契約にかかわらず、

付加的サービスが真に原則実施可能となる

よう、以下の措置を講ずる。 

a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育

所における付加的サービスの実施に関して、 

・その内容が体操等かどうかにかかわらず、

こどもの健全な心身の発達に資する内容

であれば、それらに要する費用は、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準（平成 26年内閣府令第 39号）

第 13条第３項に規定する「特定教育・保育

の提供に当たって、当該特定教育・保育の

質の向上を図る上で特に必要であると認

められる対価」と認められるものであり、

公定価格で賄えない費用を賄うために徴

収するものであれば、こども家庭庁が公表

している、子ども・子育て支援新制度に関

する「自治体向けＦＡＱ（よくある質問）

（第 19.1版）」において例示される「公定

価格上の基準を超えた教員の配置」や「平

均的な水準を超えた施設整備」といった保

育の環境（保育士等の人的環境及び施設等

の物的環境）に関するものに限定されるも

のではなく、市町村との協議を経て、上乗

せ徴収により認可保育所を運営する保育

事業者の判断で実施可能であること 

・また、実施する際には、次の①から⑤まで
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の事項に留意する必要があること 

①保護者に当該付加的サービスを利用す

るか否かに関する選択の自由があり、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準第 13 条第６項に定

めるとおり、上乗せ徴収に当たっては、

あらかじめ、当該徴収する金銭の使途及

び額並びに支払を求める理由について

保護者に明らかにするとともに、保護者

に対して説明を行い、同意を得なければ

ならないこと 

②児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準（昭和 23年厚生省令第 63号）に定

める配置基準等や保育所保育指針を遵

守すること 

③料金設定に当たっては、保護者の経済的

負担に配慮すること 

④付加的サービスに参加する児童と参加

しない児童のそれぞれに適切に対応す

る必要があること 

⑤事故発生時の責任の所在を含め、児童の

安全管理を徹底すること 

・直接契約による場合については、法令上禁

止されておらず、付加的サービスの内容が

体操等かどうかにかかわらず、保育所保育

指針を踏まえたこどもの健全な心身の発

達に資する内容であれば、認可保育所を運

営する保育事業者の判断で実施すること

は可能であり、かつ、市町村との協議によ

り承認を得ることは不要であること 

・また、実施する際には、児童及びその保護

者に当該付加的サービスを利用するか否

かに関する選択の自由があることや、児童

の安全を確保する必要があること等に留

意する必要があること 

等について明確化し、周知する。 

b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法

（平成 24 年法律第 65 号）第 58 条第１項か

ら第３項までの規定に基づく施設等による

報告から都道府県知事による公表までを全

国一律でインターネット上で実施するＷＥ

Ｂシステムとして、独立行政法人福祉医療機

構が運営する「子ども・子育て支援情報公表

システム（「ここ deサーチ」）」における施設

ごとの付加的サービスの実施状況に関する

公表について、引き続き、保育事業者に対し

て当該情報も含めた入力内容の更新を行う

よう市町村を通じて依頼する。 

あわせて、全国の市町村において付加的サ

ービスを円滑に実施できるよう、全国の市町

村における付加的サービスの実態を把握す

るため、a の周知に併せて、次の①から⑫ま

での事項について整理・明確化することを念

頭に置いた市町村に対する調査に着手し、当



 

35 

該結果（具体的な実施事例を含む。）を市町村

及び保育事業者に対して周知するとともに、

こども家庭庁ホームページで公表する。 

①実施される付加的サービスの内容（体操

等、プログラムの内容を含む。） 

②配置基準を満たした保育体制の確保 

③児童の安全管理（事故発生時の責任の所在

を含む。） 

④保育の指導計画への位置付け 

⑤実施時間（コアタイム内・外） 

⑥保育所職員一人当たりの負担 

⑦料金設定（保護者の経済的負担への配慮を

含む。） 

⑧付加的サービスを利用するか否かに関す

る保護者の選択の自由 

⑨保護者への説明及び同意取得（説明及び同

意取得の範囲及び方法を含む。） 

⑩付加的サービスに参加しない児童への対  

応 

⑪その他不適切な事由（一定期間において、

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の

規定に基づく不利益処分（勧告、改善命令、

事業停止命令又は施設認可の取消し）又は

子ども・子育て支援法の規定に基づく不利

益処分（勧告、命令又は確認の取消し）を

受けていること等）の有無及び内容 

⑫認可保育所における付加的サービスの実

施に当たっての市町村の対応（認めるこ

と、協議、行政指導等）の有無及び内容 

c こども家庭庁は、bの調査の結果も踏まえ

つつ、認可保育所における付加的サービスの

実施の要件等の整理・明確化について、更な

る検討を行い、結論を得た上で、所要の措置

を講ずる。 

 

（４）デジタル・ＡＩ 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

公金収納を行うコンビニ

エンスストア等における

紙の領収控の保管廃止 

a 総務省は、地方公共団体がコンビニエン

スストア等の事業者（以下「コンビニエンス

ストア等」という。）に対し、地方自治法（昭

和22年法律第67号）に基づく公金収納事務を

委託する場合において、収納事務が適正に行

われていることを確認するために行う検査

等のため、その委託契約等において当該コン

ビニエンスストア等に紙の領収控の保管を

求めることによって、その保管に係る業務負

担やコストを生じさせ、生産性向上を阻害し

ていることを踏まえ、当該委託契約等の在り

方について、①領収控の電磁的保存及び②デ

ジタル技術を利用して公金収納事務に関す

る検査の適正性を従来同様に確保する手法

の検討を行い、その結果が盛り込まれた標準

的なコンビニエンスストア等との委託契約

書（以下「標準委託契約書」という。）が地

a：令和７年検

討・措置 

b：令和７年検

討、令和７年以降

aの検討結果を踏

まえて速やかに措

置 

a：総務省 

b：国税庁 
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方公共団体において利用されるよう、所要の

措置を講ずる。 

その際、標準委託契約書の内容とは異なる

地方公共団体ごとの契約内容の差異（ローカ

ルルール）により、広域的な経済活動を行う

コンビニエンスストア等の業務効率化が妨

げられることなく、全国で統一的な対応を確

保できるように、関係業界団体における上記

①、②及び標準委託契約書に関する検討の結

果について、地方公共団体等に意見聴取し、

地方自治法令等の問題がないことを確認す

る。 

b 国税庁は、国税通則法（昭和37年法律第66

号）に基づく国税の納付に係るコンビニエン

スストア等への委託について、コンビニエン

スストア各社、収納代行業者の意見やaの標

準委託契約書を踏まえ、aの検討・措置内容と

の整合性を取るよう当該委託契約の内容を

見直す。 

 

（５）国家戦略特区 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 
パーソナルモビリティの

速度制限の緩和＊ 

スーパーシティ型国家戦略特区において、

パーソナルモビリティ（移動用小型車及び身

体障害者用の車）について、センサー等の技

術を活用して歩行者等の安全を確保するた

めに必要な安全対策を講じるなど、公道実証

実験を通じて歩行者等の安全が確保できる

ことが確認された道路環境や通行方法によ

り、個別の許可なく保安要員なしで最高速度

10km/h での走行を可能とすることを目指し、

スーパーシティであるつくば市において令

和５年度から実施している技術検証や閉鎖

環境実証の結果を踏まえ、令和７年度早期に

道路使用許可を得た上で公道実証を行うと

ともに、その結果等を踏まえて必要な措置を

検討する。 

（公道実証）令和

７年度早期に措

置、（必要な措置の

検討）令和７年度

検討 

内閣府 

警察庁 

2 

大規模小売店舗立地法上

のパーソナルモビリティ

等のポート設置に係る取

扱いの明確化＊ 

大規模小売店舗において、駐輪場又は駐車

場の一部をパーソナルモビリティ（移動用小

型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型

車）等のポートとして設置する場合、これら

が駐車需要の充足その他による大規模小売

店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業そ

の他の業務の利便の確保に資するものであ

れば、大規模小売店舗立地法（平成 10 年法

律第 91号）上、当該ポートについても、駐輪

場又は駐車場の収容台数に含むものとする

ことができることを明確にするために必要

な措置を令和７年中に講ずる。 

令和７年措置 
内閣府 

経済産業省 

3 

道路占用許可の対象物件

としてのパーソナルモビ

リティのポートの位置付

けの明確化＊ 

パーソナルモビリティ（移動用小型車、身

体障害者用の車及び遠隔操作型小型車）のポ

ートに関する道路法（昭和 27 年法律第 180

号）に基づく道路占用許可について、提案主

体でスーパーシティ型国家戦略特区である

令和７年措置 
内閣府 

国土交通省 
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つくば市における当該ポートの設置が占用

許可対象物件となり得ることを明確にする

ために必要な措置を令和７年中に講ずる。 

4 

意欲と能力のある者によ

り酒造りがはじめられる

取組、伝統的な清酒産業・

文化の持続的な発展・継

承＊ 

酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継

いで新たに酒造りを始めている例がみられ

るが、個別の少数の事例に留まっている。こ

うした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承

していくため、令和７年度に実施する予定の

調査事業の結果も踏まえ、関係団体と連携し

て、意欲と能力のある者により酒造りがはじ

められる取組として、まずは新たに酒蔵の事

業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が

進捗をフォローアップしていくことを検討

する。 

（調査事業）令和

７年度措置、（調査

事業の結果も踏ま

え、まずは事業承

継支援の事業を実

施し、進捗をフォ

ロー）調査結果も

踏まえ措置 

内閣府 

国税庁 

5 

弁護士等による各種証明

書の職務上請求の電子化

＊ 

戸籍謄本等の職務上請求については、士業

者の職印が押された統一請求書による請求

が必要であり、申請者及び自治体の負担とな

っている。このため、オンラインによる職務

上請求が可能となるよう、法務省において、

不正な職務上請求を防止するための方策や

社会的コストの削減等のためのデジタル共

通基盤を活用したシステムの構築等につい

て、デジタル庁と連携して具体的内容を検討

し、令和８年末までの早期に結論を得る。ま

た、住民票の写し等の職務上請求について

も、戸籍謄本等に係るデジタル共通基盤を活

用したシステムの構築等の検討結果を踏ま

え、総務省において、デジタル庁と連携して

具体的内容を検討し、可能な限り早期に結論

を得る。 

（前段）令和８年

末までの早期に結

論、（後段）可能な

限り早期に結論 

内閣府 

法務省 

総務省 

デジタル庁 

6 

デジタル版の健康手帳交

付に係る取扱いの明確化

＊ 

市区町村において、健康増進法（平成 14年

法律第 103 号）第 17 条に基づく健康増進事

業の一環としてデジタル版の健康手帳の交

付が可能であることや、健康増進法の趣旨を

踏まえ判断することにより、40歳未満の者に

対しても健康手帳を交付することが可能で

あることについて、令和７年度の可能な限り

早期に明確化する。 

令和７年度可能な

限り早期に措置 

内閣府 

厚生労働省 

7 地域通貨による寄附＊ 

地域通貨を含む前払式支払手段による寄

附については、為替取引に関する規制の潜脱

防止や寄附スキームを悪用したマネー・ロー

ンダリングや詐欺等のリスクにも留意しつ

つ、適切に寄附が行われる具体的な枠組みに

ついて、金融庁「資金決済制度等に関するワ

ーキング・グループ」報告（令和７年１月 22

日）を踏まえ検討を行い、令和７年度中に必

要な措置を講ずる。 

令和７年度措置 
内閣府 

金融庁 

8 

インバウンド向けのデジ

タル地域通貨の取扱いの

明確化について＊ 

インバウンド向けのデジタル地域通貨で

ある前払式支払手段について、出国予定の確

認等により、前払式支払手段に関する内閣府

令（平成 22年内閣府令第３号）第 42条第１

項第３号の「やむを得ない事情」に該当する

と判断された場合は払戻しが可能であるこ

とについて、提案主体による令和７年度中の

デジタル地域通貨のサービス開始に向けて、

令和７年度措置 
内閣府 

金融庁 
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金融庁から提案主体に適切に助言等を行う。 

9 

地方公共団体と成田国際

空港株式会社との間の人

事交流の推進＊ 

成田国際空港においては、滑走路新設など

大幅な機能強化が推進されており、航空物流

機能の高度化や観光の国際競争力強化など

地域と連携した取組が必要となっていると

ころ、成田国際空港株式会社の発行済株式の

総数を国が保有していること等を踏まえ、成

田国際空港株式会社へ、地方公務員と派遣先

団体の身分を併有しての在職派遣を可能と

すること等について検討を進め、令和７年度

中に結論を得る。 

令和７年度結論 
内閣府 

総務省 

10 

認定日本語教育機関の校

地・校舎の自己所有の緩

和＊ 

認定日本語教育機関認定基準（令和５年文

部科学省令第 40号）における「校地・校舎の

自己所有」の在り方に関し、当該要件の緩和

に向けた認定日本語教育機関の安定かつ継

続した運営を担保するための具体的方策を

前提とした提案の状況や、令和６年４月に施

行された日本語教育機関の認定制度の運用

状況等を踏まえ、より質の高い日本語教育の

確保の観点から更に検討を進める。 

令和７年度検討開

始 

内閣府 

文部科学省 

法務省 
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２．賃金向上、人手不足対応 

（１）健康・医療・介護 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

１ 

地域の実情に応じた介護

サービス提供体制等の見

直し 

 我が国では、生産年齢人口の減少が見込ま

れる一方で、2040 年頃には 65 歳以上の高齢

者数がピークを迎えるとともに、介護と医療

の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口が増加

することが見込まれている。しかし、高齢化

や人口減少については、既に高齢者人口のピ

ークを迎えて減少局面に入っている地方部、

高齢者人口が今後急増する都市部など、地域

によってそのスピードに大きな差があり、介

護サービスの需要と供給の変化にも地域差

が生じている。こうした中で、介護職員に加

え介護支援専門員（ケアマネジャー）、看護職

等の専門職等といった介護人材の確保がで

きず介護サービスの提供体制の維持が困難

となる地域や、基準該当居宅サービス（指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号）

で定められる、指定居宅サービスの事業に係

る基準の一部を満たしていないが、所定の基

準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準を

満たすと認められる事業を行う事業所によ

り行われるサービスをいう。以下同じ。）を利

用してもなお必要な介護人材の確保が困難

である地域があるなど、一部の地域では既に

介護サービス提供体制を維持することが困

難となっている実態もある。こうした状況を

踏まえ、「高齢者の自立を支援する」という介

護保険制度の理念を尊重しつつ、介護サービ

スの質の確保に留意しながら、介護サービス

の提供体制を維持する観点から、既存の配置

基準等にとらわれない地域の実情に応じた

柔軟な対応が可能となる制度及び運用の見

直しなどを早急に進めるため、次の措置を講

ずる。  

厚生労働省は、施設・居宅といったサービ

ス種別にかかわらない複数の事業所間での

専門職等の兼務など、異なる介護サービス間

の連携による配置基準の柔軟化・合理化、基

準該当居宅サービス及び離島等相当サービ

スの更なる活用に向けた地域特性等の実態

を踏まえた対応、介護支援専門員の更新研修

の在り方の見直し等を検討すべきとの指摘

があることを踏まえ、介護サービスの一定の

質の維持を前提とした持続可能な介護サー

ビス提供体制を構築するため、既存の配置基

準等にとらわれない地域の実情に応じた柔

軟な対応が可能となる見直し等について、介

護人材不足等により既存の配置基準等への

適合が困難となるなど早急な対策が必要な

地方公共団体や介護現場等からの意見を踏

まえつつ、ＩＣＴやＡＩ等の技術の進展も考

令和７年度検討開

始、令和８年度ま

でに結論を得次

第、令和９年上期

までに速やかに措

置 

厚生労働省 
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慮しながら検討し、令和８年度までに社会保

障審議会介護保険部会等で結論を得た上で、

令和９年上期までに速やかに所要の措置を

講ずる。その際、以下の事項に留意しつつ検

討を行うものとする。 

・「2040 年に向けたサービス提供体制等のあ

り方に関する中間とりまとめ」（令和７年

４月 10 日「2040 年に向けたサービス提供

体制等のあり方」検討会。以下「中間とり

まとめ」という。）において示された、全国

を「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、

「一般市等」の三つの地域に分類し、サー

ビス需要の変化に応じた提供体制の構築

の検討を進める方向性を踏まえ、社会保障

審議会介護保険部会等において具体の制

度の検討を行うに当たっては、一定の介護

サービスの質の維持を前提に、介護サービ

ス利用者数など需要側の状況のみならず、

生産年齢人口の減少に伴う介護人材不足

などの状況にも着目し、双方の状況を踏ま

えた上で検討を行うこと。また、中山間・

人口減少地域を先行事例としつつも、今後

見込まれる人口動態の変化なども踏まえ

つつ、対象となる地域を検討する必要があ

ること。 

・中間とりまとめにおいて、小規模経営をし

ている事業者が安定的に必要な事業を継

続していくため、他事業者との連携・協働

化を進めていくことが有効であるととも

に、サービス維持の観点では、経営の多角

化も含めた大規模化の取組の推進が有効

な施策の一つとして示されている。事業者

が連携・協働化や経営の大規模化等を行い

やすい体制を整備していくためには地方

公共団体や事業者団体等と連携して実施

していく必要があるが、地方公共団体によ

って保有するノウハウや人材等に差があ

り、上記体制の整備を行うことが困難な地

方公共団体もあるとの指摘も踏まえ、連

携・協働化や経営の大規模化等の推進に向

けて、地方公共団体が果たすべき役割を明

確化するとともに、地域における持続的な

対応策についても検討すること。 

・介護サービス施設等の人員・設備・運営に

関する基準、介護報酬制度等の見直しに当

たっては、ＩＣＴやＡＩ等の技術の活用を

含め各事業者の創意工夫による柔軟かつ

効果的かつ効率的なサービス提供が可能

となるよう、現状は、人的配置等の構造（ス

トラクチャー）及びサービスの実施内容

（プロセス）を中心とした評価であるとこ

ろ、サービスによりもたらされた利用者の

ＡＤＬ（Activities of Daily Living：日

常生活動作）の改善、褥瘡の発生等の状態

変化（アウトカム）を重視する評価を拡充
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していくなど、介護サービスの質を評価す

る仕組みの見直しを検討すること。 

2 

障害福祉分野における申

請・届出等に関する手続

負担の軽減 

a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号。以下

「障害者総合支援法」という。）に基づく指

定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支

援事業者及び指定特定相談支援事業者並び

に児童福祉法に基づく指定障害児通所支援

事業者等、指定障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者（以下これらを総称して

「障害福祉サービス等事業者」という。）の

手続負担を軽減し、その生産性向上を図る観

点から、障害福祉サービス等事業者が障害者

総合支援法及び児童福祉法（その政省令、通

知、事務連絡等を含む。）の規定に基づき地

方公共団体に対して行う指定申請及び報酬

請求（加算届出を含む。以下同じ。）の手続

について、こども家庭庁及び厚生労働省が定

めた標準様式及び標準添付書類(以下「標準

様式等」という。)を用いることとするために

必要な法令上の措置を講ずる。 

b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者

総合支援法に基づく障害福祉サービス及び

相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児

通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支

援の指定並びに報酬請求に関連する申請・届

出について、障害福祉サービス等事業者が全

ての地方公共団体に対して所要の申請・届出

を簡易に行い得ることとする観点から、障害

福祉サービス等事業者及び地方公共団体の

意見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共

団体を問わず手続を完結し得ることとする

ため、障害福祉サービス等事業者の選択によ

り、電子的にaの標準様式等を用いて申請・届

出を可能とするためのシステム（以下「電子

申請・届出システム」という。）の整備につ

いて、令和９年度中を目途に実現する方向で

検討し、結論を得る。あわせて、電子申請・

届出システムに加え、事業者台帳管理システ

ムや業務管理体制データ管理システムも併

せて共通化した方が、トータルコストの最小

化や地方公共団体の負担軽減につながる可

能性があるとの国・地方デジタル共通基盤推

進連絡協議会からの指摘を踏まえ、共通化す

ることが適当かを検討するものとする。その

際、特段の事情があり、当該システムの利用

を困難とする地方公共団体については、なお

従前の例によることを可能とする。 

その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置

を講ずる。 

また、地方公共団体ごとの当該システムの

利用の有無については、こども家庭庁及び厚

生労働省において公表する方向で検討する。 

a：措置済み 

b,c：（前段・後

段）措置済み、

（中段）令和９年

度中を目途に措置 

こども家庭庁 

厚生労働省 
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c こども家庭庁及び厚生労働省は、標準様

式等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合

支援法及び児童福祉法の規定に基づく障害

福祉サービス等事業者の届出であって、法人

関係事項その他の事業所固有の事項以外の

事項に関するものについては、届出手続のワ

ンストップ化を令和９年度中を目途に実現

する方向で検討し、結論を得る。あわせて、

電子申請・届出システムに加え、事業者台帳

管理システムや業務管理体制データ管理シ

ステムも併せて共通化した方が、トータルコ

ストの最小化や地方公共団体の負担軽減に

つながる可能性があるとの国・地方デジタル

共通基盤推進連絡協議会からの指摘を踏ま

え、共通化することが適当かを検討するもの

とする。その際、特段の事情があり、bのシス

テムの利用を困難とする地方公共団体につ

いては、なお従前の例によることを可能とす

る。 

その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置

を講ずる。 

また、地方公共団体ごとのシステムの利用

の有無については、こども家庭庁及び厚生労

働省において公表する方向で検討する。 

 

（２）働き方・人への投資 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 
スタートアップの柔軟な

働き方の推進 

a 厚生労働省は、スタートアップ関係団体

等からの意見聴取や、スタートアップが裁量

労働制の活用に当たって直面している課題、

スタートアップで働く労働者の就労実態、業

務内容、スタートアップで働く労働者が希望

する働き方等を把握するための調査を行っ

た上で、その結果を踏まえ、裁量労働制の適

正な活用等、スタートアップにおける柔軟な

働き方に資する検討を開始する。 

b 厚生労働省は、スタートアップで働く役

職者等の労働基準法（昭和 22年法律第 49号）

第 41 条第２号に規定する「監督若しくは管

理の地位にある者」（以下「管理監督者」とい

う。）への該当性の判断の基本的考え方を「ス

タートアップ企業で働く者や新技術・新商品

の研究開発に従事する労働者への労働基準

法の適用に関する解釈について」（令和６年

９月 30 日厚生労働省労働基準局長通達）に

おいて示しているが、スタートアップにおい

ては、分野によっては同一スタートアップ内

に専門家が１名又はごく少数しかいないな

ど、経営や人事等に関する重要な決定権限を

有する一方で部下を持たないケースが多く

存在し、近年はＡＩの活用によって更に増加

しているという実態である中、こうした場合

に管理監督者に該当するか否かが不明確で

あり、スタートアップの現場で判断に悩む場

a,b：令和７年度

検討開始、結論を

得次第速やかに措

置 

厚生労働省 
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合が多いとの声があることも踏まえ、スター

トアップ関係団体等の意見を聴取すること

等を通じて、スタートアップにおける役職者

等の実態や課題等を把握した上で、スタート

アップにおける役職者等（部下を持たない場

合を含む。）の管理監督者への該当性の判断

の考え方の更なる明確化について検討し、結

論を得次第、必要な措置を講ずる。 

2 
副業・兼業の更なる円滑

化に向けた環境整備 

a 厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者の

割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理

の在り方について、労働基準法第 38 条第１

項の解釈及び運用を示した「副業・兼業の場

合における労働時間管理に係る労働基準法

第 38条第１項の解釈等について」（令和２年

９月１日厚生労働省労働基準局長通達）にお

いて、事業主を異にする場合についても労働

時間を通算して割増賃金を支払うこととさ

れているが、制度が複雑で企業側に重い負担

となるために副業・兼業の許可や受入れが難

しいとの指摘があり、令和６年６月の規制改

革実施計画も踏まえて検討がなされた労働

基準関係法制研究会の報告書（令和７年１

月。以下「報告書」という。）において、労働

者の健康確保のための労働時間の通算は維

持しつつ、割増賃金の支払については通算を

要しないよう制度改正に取り組むことが考

えられるとされたことを踏まえつつ、副業・

兼業における割増賃金の支払に係る労働時

間の通算管理の在り方について、労働政策審

議会において検討し、結論を得る。当該結論

を得次第、その結果に基づき、所要の措置を

講ずる。  

b 厚生労働省は、aの検討と併せて、副業・

兼業を行う労働者の健康確保については、こ

れまで以上に万全を尽くす必要があるとの

報告書の提言を踏まえつつ、副業・兼業を行

う労働者に関する健康確保の在り方につい

て、諸外国の状況も参考にしつつ、安全配慮

義務、労働者から使用者への情報提供の方法

等も念頭に、労働政策審議会において検討

し、結論を得次第、「副業・兼業の促進に関す

るガイドライン」（平成 30年１月策定、令和

４年７月改定、厚生労働省）の見直しなど所

要の措置を講ずる。その検討に当たっては、

副業・兼業は一般に使用者の命令ではなく労

働者の自発的な選択・判断により行われるも

のであること及び健康確保のための措置が

企業や労働者にとって過度な負担とならな

いことに留意する。 

c 厚生労働省は、副業・兼業の受入れ企業に

とって、求める人材の具体的な要件を明確に

すること、副業・兼業を希望する者に依頼す

る業務内容を具体的かつ明確に示すこと等

が難しく、できていないこと等が労働者の募

集の際や採用後の定着に際して課題になっ

a,b：令和７年度

検討・結論、結論

を得次第速やかに

措置 

c,d：令和７年度

措置 

e：措置済み 

厚生労働省 
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ているとの声を踏まえ、公共職業安定所（ハ

ローワーク）において、実際に副業・兼業の

効果的なマッチングにつながった事例（副

業・兼業をする者が従事する業務内容の具体

例等を含む。）を幅広く収集・整理し、厚生労

働省ホームページやＳＮＳなど多様な媒体

を用いて周知する。 
d 厚生労働省は、一部のハローワークでは、

副業・兼業に取り組む企業に対し求人の記載

方法を助言する独自のリーフレットを作成

し、ホームページでの公開や企業向け説明会

での配布を行うとともに、地方自治体や商工

会議所と連携した取組を行う事例が見られ

ることや、特に地方での副業・兼業のマッチ

ングにおいてハローワークが重要な役割を

担っているとの指摘を踏まえ、ハローワーク

における副業・兼業の推進に向けた優良事例

を収集し、全国のハローワークに横展開を行

う。さらに、厚生労働省は、内閣府プロフェ

ッショナル人材事業におけるプロフェッシ

ョナル人材戦略拠点や中小企業団体等の副

業・兼業を支援する地域の関係機関とハロー

ワークとの連携など、副業・兼業のマッチン

グ機能を向上させるための枠組みを検討し、

必要な措置を講ずる。 
e 厚生労働省は、副業・兼業の場合の労働時

間管理の在り方について、「副業・兼業の場合

における労働時間管理に係る労働基準法第

38条第１項の解釈等について」において示し

ている簡便な労働時間管理の方法（管理モデ

ル）について、「副業・兼業の促進に関するガ

イドライン」及び「副業・兼業の促進に関す

るガイドラインのわかりやすい解説」（令和

２年 11月策定、厚生労働省）において、管理

モデルを導入するに当たって労働者、本業先

使用者、副業先使用者の三者合意を要するも

のとなっているとの指摘があることを踏ま

え、そのような誤認が生じないよう、以下の

内容について、管理モデルを導入する際の留

意点を明確化し、周知する。 
・副業・兼業における労働時間管理を管理モ

デルによって行うことについて、労働者と

本業先使用者、労働者と副業先使用者の間

で、それぞれ合意すれば足りること。 
・本業先における管理モデルの利用に際し、

副業先が一定条件を遵守することを条件

としないこと。 

3 
時間単位の年次有給休暇

制度の見直し 

 厚生労働省は、労働者の多様な休暇取得ニ

ーズに応える観点から、年次有給休暇の本来

の趣旨である心身の疲労回復等のためにま

とまった日数の休暇を取得する機会を引き

続き確保することを前提としつつ、年次有給

休暇制度の在り方について、時間単位の年次

有給休暇（以下「時間単位年休」という。）制

度の活用実態も踏まえ、時間単位年休の上限

令和７年度結論 厚生労働省 
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を、例えば年次有給休暇の付与日数の 50％程

度に緩和することなどの見直しの要否も含

め、労働政策審議会において検討し、結論を

得る。その際、労働者の希望する日数及びそ

の理由、活用の実態並びに特別休暇の活用の

有無等の実態や、回答者の属性（年齢、性別、

業種、階層、家族構成）ごとの傾向も踏まえ

て検討する。 

4 
職業紹介責任者の専任規

制の見直し 

厚生労働省は、職業安定法（昭和 22年法律

第 141号）第 32条の 14及び職業安定法施行

規則（昭和 22 年労働省令第 12 号）第 24 条

の６第１項に基づき有料職業紹介事業者に

対して課している、事業所ごとかつ専属の職

業紹介責任者を選任する義務について、当該

義務が職業紹介事業者の柔軟な人員配置や

地方を含む新たな事業所の開設等の障壁と

なっているとの指摘を踏まえ、職業紹介サー

ビスの質の確保を前提とした上で、デジタル

技術を徹底活用すること等により、一定の要

件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数

事業所を兼任させることを可能とする方向

で見直しを検討し、労働政策審議会で結論を

得次第、速やかに必要な措置を行う。 

令和７年度検討、

同年度末を目途に

結論、結論を得次

第速やかに措置 

厚生労働省 

5 

有料職業紹介事業におけ

る取扱職種等事項の明示

に関する事務負担軽減 

厚生労働省は、求人者・求職者への確認が

確実に行われることを前提として、求人者・

求職者及び有料職業紹介事業者（職業安定法

第 30 条第１項の許可を受けた者をいう。以

下同じ。）の事務負担軽減の観点から、有料職

業紹介事業者が、職業安定法第 32条の 13及

び職業安定法施行規則第 24 条の５第２項に

基づき、求人の申込み又は求職の申込みを受

理した後に求人者及び求職者に対して取扱

職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の

処理に関する事項その他当該職業紹介事業

の業務の内容に関する所定の事項（以下「取

扱職種等事項」という。）を明示する際に、電

子メール等の方法が一層活用されるよう、関

連する事業者団体へのヒアリング等を行い

実態を把握した上で、取扱職種等事項の明示

手段に係る求人者及び求職者の希望の確認

方法を明確にする観点から、例えば、オンラ

イン（アプリの利用を含む。）で職業紹介サー

ビスの利用の申込みをする求人者及び求職

者に対しては、必ずしも申込み後の確認を要

さず、申込みと併せて説明手段の希望を把握

することが可能である旨等について、具体例

を交えて解釈を明確化した上で、広く周知す

る。 

令和７年度措置 厚生労働省 

6 

職業紹介事業及び労働者

派遣事業の事業報告に係

る事務負担の軽減等 

厚生労働省は、以下①及び②の事業報告書

について、関連する事業者団体等へのヒアリ

ング等により、その提出に際して職業紹介事

業者（職業安定法第 30 条第１項若しくは第

33 条第１項の許可を受けて、又は第 33 条の

２第１項若しくは第 33 条の３第１項の規定

による届出をして職業紹介事業を行う者を

令和７年度検討・

結論、結論を得次

第速やかに措置 

厚生労働省 
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いう。以下同じ。）及び派遣元事業主（労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第

88 号。以下「労働者派遣法」という。）第５

条第１項の許可を受けた者をいう。以下同

じ。）が直面する課題等の実態を把握した上

で、本社等で全事業所に関する情報の集中的

な処理を行って一括提出することを可能と

することや、取扱業務が多岐にわたる職業紹

介事業者であってもｅ―Ｇоｖを利用した

オンライン提出を可能とすること等、職業紹

介事業者及び派遣元事業主が事業報告書を

提出する際の負担軽減策を検討し、結論を得

次第、速やかに必要な措置を講ずる。 

①職業紹介事業者が職業安定法第 32 条の 16

第１項（第 33 条第４項において準用する

場合を含む。）の規定に基づき厚生労働大

臣に提出する事業報告書 

②派遣元事業主が労働者派遣法第 23 条第１

項の規定に基づき厚生労働大臣に提出す

る事業報告書 

7 

行政手続事務負担軽減及

び生産性向上に資する外

国人雇用状況の一括届出 

 厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（昭和 41年法律第 132号）

第 28 条の規定により、外国人を雇用する事

業主に義務付けられている、各事業所を管轄

する公共職業安定所（ハローワーク）に対す

る外国人雇用状況（その者の氏名、在留資格

（出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政

令第 319号）第２条の２第１項に規定する在

留資格をいう。）、在留期間（同条第３項に規

定する在留期間をいう。）その他厚生労働省

令で定める事項をいう。）を届け出ること（以

下「外国人雇用状況届出」という。）について、

事業主の行政手続に係る事務負担軽減及び

生産性向上を図る観点から、事業主が本社等

で各事業所に関する雇用情報の一元的な管

理を行う場合において、オンラインによる一

括した外国人雇用状況届出が可能となるよ

う、外国人雇用状況届出システムの改修等を

検討し、結論を得た上で、令和９年度までに

所要の措置を講ずる。 

令和７年度検討・

結論、令和９年度

までに措置 

厚生労働省 

8 

１号特定技能外国人との

オンラインによる面談の

活用 

 出入国在留管理庁は、特定の産業分野にお

いて一定の専門性・技能を有し即戦力となる

外国人を受け入れるために創設された在留

資格「特定技能」において、出入国管理及び

難民認定法の規定に基づき、該当する外国人

（以下「１号特定技能外国人」という。）と雇

用契約を締結する特定技能所属機関（入管法

第 19条の 18第１項に規定する特定技能雇用

契約の相手方である本邦の公私の機関をい

う。以下同じ。）に対し、職業生活上、日常生

活上又は社会生活上の支援を実施すること

が求められており、その一環として、支援内

容に関する計画（以下「支援計画」という。）

措置済み 
出入国在留管

理庁 
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を作成の上、同計画に基づき当該１号特定技

能外国人と定期的に対面による面談を実施

する必要があるが、支援計画に基づく定期的

な面談に係る特定技能所属機関及び登録支

援機関の負担を軽減し、当該外国人労働者へ

の適切かつ円滑な支援をより一層促進する

観点から、同面談をオンラインにより実施す

ることを可能とすることを検討し、その具体

的な方法や留意事項等を明確化した上で、令

和７年度中に運用を開始する。 

9 
在留資格「特定技能」にお

ける在籍型出向の実現 

a 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省

は、出入国管理及び難民認定法（以下「入管

法」という。）第２条の３第１項の規定に基づ

き定められている基本方針で定める特定技

能外国人の雇用形態について、特定産業分野

（入管法別表第１の２の表の特定技能の項

の下欄第１号に規定する特定産業分野をい

う。以下同じ。）に属する技能の向上のために

親子会社間等相互に密接に関係する特定技

能所属機関（入管法第 19条の 18第１項に規

定する特定技能雇用契約の相手方である本

邦の公私の機関をいう。以下同じ。）の間にお

いて一定期間在籍型出向を行うことが必要

不可欠であり、かつ、特定技能外国人の雇用

の安定や特定技能外国人への支援に与える

影響等に係る懸念を払拭するために必要な

措置を講じたと認められるときに限り、例外

的に複数の特定技能所属機関との雇用に関

する契約を許容することについて検討し、速

やかに必要な措置を講ずる。 

b 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省並

びに特定産業分野所管行政機関は、a の措置

を踏まえ、各特定産業分野において、当該措

置の必要性を検討し、結論を得次第、入管法

第２条の４第１項の規定に基づき定められ

ている「特定技能の在留資格に係る制度の運

用に関する方針」（平成 30年 12月 25日閣議

決定、令和７年３月 11 日一部変更）の見直

しなどにより令和７年度中に必要な措置を

講ずる。 

a：措置済み 

b：令和７年度検

討・結論・措置 

a：法務省 

厚生労働省 

警察庁 

外務省 

b：法務省 

厚生労働省 

警察庁 

外務省 

特定産業分野

所管行政機関 

10 

高卒就職者に対する求人

情報の直接提供・公開時

期の前倒し等 

a 厚生労働省及び文部科学省は、厚生労働

省が運営する高卒就職情報ＷＥＢ提供サー

ビス（以下「高卒ＷＥＢ」という。）において

高等学校卒業見込みの生徒であって、就職し

ようとする者（以下「高卒就職者」という。）

向けの求人情報が教師及び生徒にのみ開示

されている仕組みを変更し、個人情報及び求

人企業情報の適切な保護を前提に、広く一般

に公開することについて、高等学校就職問題

検討会議において検討し、結論を得る。また、

その議事概要を都道府県高等学校就職問題

検討会議に共有し、同会議の検討の参考とな

るよう留意する。 
b 文部科学省及び厚生労働省は、求職する

生徒にとって高卒ＷＥＢが就職先に関する

a：令和７年度検

討・結論 

b：令和７年度措

置 
c：aの結論を得次

第検討開始、遅滞

なく措置 

d：令和７年度検

討・結論、結論を

得次第令和８年度

以降速やかに措置 
e：措置済み 

a：厚生労働

省 

文部科学省 

b：文部科学

省 

厚生労働省 

c：厚生労働

省 

d：厚生労働

省 

文部科学省 

e：文部科学

省 
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情報収集のための重要な手段となっている

ことを踏まえ、各学校において生徒が高卒Ｗ

ＥＢを求人情報の閲覧・検索に積極的に活用

できるよう運用することが望ましい旨を各

教育委員会等を通じて、各学校に周知する。 
c 厚生労働省は、高等学校就職問題検討会

議の結論を踏まえ、求職する生徒又は進路指

導を担当する教員が求人情報を円滑に入手

することを可能とする観点から、求人企業が

公共職業安定所（ハローワーク）に提出する

高卒就職者求人申込みについて、高卒就職者

以外の求人申込みと同様に、民間の職業紹介

事業者（職業安定法第 30 条第１項若しくは

第 33条第１項の許可を受けて、又は第 33条

の３第１項の規定による届出をして職業紹

介事業を行う者をいう。）が求人情報提供サ

ービスに参画できるよう制度及び例えばＡ

ＰＩ連携等の情報システムの構築等につい

て検討し、結論を得た上で所要の措置を講ず

る。 
d 厚生労働省及び文部科学省は、現状では、

毎年７月１日に求人票が公開されることに

よって、求職する生徒が就職先企業を十分に

研究する機会がごく短期間に限定されると

ともに、学期末試験等の業務による学校現場

の繁忙期において教員の業務負担増ともな

っている場合もあることを踏まえつつ、学業

生活への影響を最小限にすることを前提に、

求人票の公開時期を例えば１～２か月前倒

しすることについて、高等学校就職問題検討

会議において検討し、結論を得次第速やかに

必要な措置を講ずる。また、その議事概要を

都道府県高等学校就職問題検討会議に共有

し、同会議の検討の参考となるよう留意す

る。 
e 文部科学省は、一部の高等学校において

慣習として実施されている生徒の就職応募

前に学校内で行う選考（以下「校内選考」と

いう。）について、高卒就職経験者、求人企業

等から、その在り方について、①校内選考に

より希望する企業への応募を行えず職業選

択の自由が妨げられている、②学校において

優秀と評価される人材は必ずしも企業が採

用したい人材と一致するとは限らない、との

指摘があることを踏まえ、求人企業が学校を

指定せずに行う求人について校内選考は必

ずしも行う必要がない旨を通知等により明

確化し、各教育委員会等を通じて各学校へ周

知する。 

11 
外国語指導に従事する外

国人材の更なる活躍促進 

 法務省は、民間事業者に雇用されるＡＬＴ

が現に有している在留資格「教育」に属さな

い語学指導等を行う際に、出入国管理及び難

民認定法施行規則（昭和 56 年法務省令第 54

号。以下「入管法施行規則」という。）第 19

条第５項第３号に基づく資格外活動許可が

令和７年度検討・

結論、結論を得次

第速やかに措置 

法務省 



 

49 

必要であることについて、手続負担が大き

く、入管法施行規則第 19 条第５項第２号に

基づき、週 28 時間以内かつ定められた範囲

の資格外活動であれば包括的に資格外活動

が許可される地方公共団体等に雇用される

ＡＬＴと比べ活動機会が阻害されることの

ないようにすべきとの指摘を踏まえ、民間事

業者に雇用されるＡＬＴが行う資格外活動

に対し、地方公共団体等に雇用されるＡＬＴ

と同様に包括的に資格外活動の許可を与え

ることを含め、在留資格「教育」を有する外

国人に対する資格外活動許可の在り方を見

直すべく検討を行い、結論を得次第、速やか

に必要な措置を講ずる。その際、法務省は、

その他の在留資格を有し、語学指導を行う外

国人についても、在留資格に属さない語学指

導を行う際の資格外活動許可の在り方につ

いて、実態を踏まえた上で、必要に応じて検

討を行う。 

12 

実践的なデジタル人材育

成を実現するための教育

課程等に係る特例制度の

審査基準の明確化 

 文部科学省は、大学設置基準（昭和 31 年

文部省令第 28号）第 57条の規定に基づき文

部科学大臣の認定を受けた先導的な取組を

行う大学が、同基準第 32 条第５項の規定に

基づく遠隔授業の 60 単位上限によらない教

育を行うための教育課程等を定めることを

可能とする制度（以下「特例制度」という。）

について、特例制度の解説資料（「大学設置基

準等における教育課程等に係る特例制度の

申請・審査（令和５年度）について」（令和５

年４月文部科学省高等教育局大学教育・入試

課））において認定に係る審査を簡易に行う

ことができるよう示されたモデルケースで

は、特例制度を活用する場合のメディアを利

用して行う遠隔授業について、同時双方向型

の授業のみが示されていることで、オンデマ

ンド型の授業（事前に収録・編集した動画教

材等を活用する非同時双方向型の授業。以下

同じ。）が特例制度の対象外と捉えられ、結果

として特例制度の活用が進んでいないとの

声を踏まえ、デジタル人材の育成・確保の観

点から、教育水準の向上に資する先導的な取

組であれば、オンデマンド型の授業であって

も、特例制度の対象とすることが可能である

旨を解説資料に明記すること等について、令

和７年度中を目途に所要の措置を講ずる。 

令和７年度検討・

結論、同年度中目

途に措置 

文部科学省 

 
（３）スタートアップ・イノベーション促進 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 
組織再編等における公告

事項への法人番号の追加 

a  内閣府は、組織再編等の公告（株式会社

等の法人の合併、資本金の額の減少、解散そ

の他の会社法（平成 17年法律第 86号）など

の法令により法人に対して官報に公告する

ことが義務付けられるものをいう。）につい

て、事業者における法人照合（事業者の取引

a：措置済み 

b：令和７年度上

期措置 

a：内閣府 

b：法務省 
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先である法人と官報公告に掲載された法人

との照合をいう。以下同じ。）に要する事務負

担の軽減を図る観点から、官報公告の掲載を

行おうとする者（以下「掲載依頼者」という。）

による法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27号）第２条第 16項

に規定する「法人番号」をいう。以下同じ。）

の記載を促進するため、独立行政法人国立印

刷局（以下「国立印刷局」という。）と調整の

上、官報公告の原稿のひな型に法人番号の記

入欄を設け、また、オンラインで官報公告の

掲載申込みを受け付けている取次店（国立印

刷局との官報公告の取次ぎに係る契約に基

づき、掲載依頼者の委託を受け、官報公告等

を掲載するための手続を行う法人をいう。）

において、例えば法人番号を記載して官報公

告を行うための専用ページを開設し、当該ペ

ージで、官報公告に法人番号を記載可能であ

ることを明示するとともに、官報公告の原稿

のひな型を提供することなどにより、オンラ

インでの官報公告の掲載申込みの際にも法

人番号の記載を可能とする環境整備がなさ

れるよう、国立印刷局に協力を求める。あわ

せて、内閣府は、国立印刷局が作成するパン

フレットに、官報公告に法人番号が記載可能

であることを明記することを求める。 

b 法務省は、司法府の自律的判断を尊重し

つつ、令和９年度中を目途に最高裁判所によ

り開発し導入される倒産処理手続（法人の破

産手続、再生手続及び更生手続をいう。以下

同じ。）の電子システムについて、個々の事件

を審理した裁判所が作成する倒産処理手続

の開始決定書や、倒産処理手続の開始決定に

基づく官報公告の原稿等における債務者の

表示に法人番号を記載することができる仕

様となるよう、最高裁判所に協力を求める。 

また、法務省は、司法府の自律的判断を尊

重しつつ、倒産処理手続の電子システムが導

入されるまでの間、倒産処理手続の公告（倒

産処理手続において裁判所その他の機関に

対して官報に公告することが義務付けられ

るものをいう。以下同じ。）への法人番号の記

載を促進するため、多くの取引先を有する事

業者において法人照合に要する作業が負担

となっており、倒産処理手続の公告に法人番

号の追記を求める声があるなどの法人照合

に係る事業者の実情等を最高裁判所に情報

提供し、倒産処理手続の公告に法人番号の記

載を促進するための所要の措置が講じられ

るよう、最高裁判所に協力を求める。 

2 
水道スマートメーターの

導入促進 

a 経済産業省は、計量法施行令（平成５年政

令第 329 号）により一律に８年と定められて

いる水道メーターの検定有効期間について、

近年は従来の羽根車式に加えて電磁式や超

a：令和７年度技

術的検証に着手、

令和９年度末まで

に順次結論、 

a,b:経済産業

省 

c:国土交通省 
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音波式も流通し、軽量化や計量精度向上など

の技術改良も進んでいることを踏まえ、水道

メーターの構造（羽根車式、電磁式及び超音

波式）それぞれの特性に応じて検定有効期間

の見直しに必要な技術的検証を行い、審議会

での結論を得次第、当該結論に応じて速やか

に必要な措置を講ずる。なお、技術的検証に

おいては、海外で認められたデータやストレ

ステスト等の手法を用いることも検討する。 

b 経済産業省は、計量法（平成４年法律第 51

号）により全数検査が義務付けられている特

定計量器（同法第２条第４項に定めるものを

いう。）に係る検定及び再検定について、海外

の事例も調査した上で、サンプリング検査の

導入について検討し、審議会での結論を得次

第、当該結論に応じて速やかに必要な措置を

講ずる。 

c 国土交通省は、今後、デジタル行財政改革

会議において検討されるデータ利活用制度

の在り方についての基本的な方針を踏まえ

つつ、水道スマートメーターにより取得した

水道データについて、その利用目的や効果、

データの仕様（取得方法、項目、更新頻度等）、

データの目的外利用に係る同意取得や個人

情報の取扱い、他分野におけるデータとの連

携等について、水道スマートメーターの導入

を実証的に実施している水道事業者や関係

団体に調査し、データ利活用に関する専門家

も含めた有識者会議において検討し、結論を

得た上で、水道事業者や第三者がデータの利

活用を簡素かつ容易に行えるよう、データの

取扱いに係るガイドラインや事例集の作成

を含め必要な措置を講ずる。その際、水道ス

マートメーターを新たに導入する者にとっ

て参考となるデータ仕様を提示し、異なる水

道事業者により収集されたデータの集約・連

結を容易化することにも留意する。 

結論を得次第速や

かに措置 

b：令和８年度末

までに結論、結論

を得次第速やかに

措置 

c：令和７年度検

討・結論・措置 

 
（４）デジタル・ＡＩ 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

デジタル・ＡＩ技術を活

用した建設機械の安全義

務及び技能要件の在り方

について 

a 厚生労働省は、建設機械を含めデジタル・

ＡＩ技術を活用した機械（以下「デジタル・

ＡＩ機械」という。）の開発が進んでいること

を踏まえ、労働者の安全及び健康を守りつ

つ、デジタル・ＡＩ機械全般の更なる技術的

発展及び利用を図る観点から、関係省庁と連

携しつつ、労働安全衛生法（昭和 47 年法律

第 57号）及び同法関係法令（以下「安衛法関

係法令」という。）が適用される機械で遠隔運

転・自律運転（以下「無人運転」という。）を

行う場合の労働災害防止対策に関する専門

家検討会を設置する。当該検討会において、

機械の使用が想定される具体的な作業ごと

に、作業内容や周辺環境、使用される機械の

a：（前段・専門家

検討会設置）令和

７年措置（前段・

整理）令和８年上

期措置（後段）令

和８年上期以降検

討開始、結論を得

次第速やかに措置 

b：令和７年度措

置 

厚生労働省 
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運転制御方式やその技術水準の実態を把握・

確認した上で、作業ごとに必要となる労働災

害防止のために必要な措置（以下「安全義務」

という。）及び免許・技能講習の要件（以下「技

能要件」という。）、機械の技術水準など検討

すべき項目を整理する。 

また、厚生労働省は、関係省庁と連携しつ

つ、当該専門家検討会による検討・整理の結

果を踏まえ、安衛法関係法令に無人運転を行

う場合の安全義務や技能要件を明記するな

どの具体的な措置を検討し、結論を得次第、

所要の措置を講ずる。 

b 厚生労働省は、aが措置されるまでの間、

現状の安衛法関係法令に基づく機械の無人

運転における労働災害防止のために必要な

措置に関する相談が労働基準監督署にあっ

た際、労働基準監督署ごとに異なる判断（ロ

ーカルルール）が発生しないよう、労働基準

監督署から都道府県労働局を通じ、厚生労働

省本省に照会させるなど、集約し、判断の統

一性を確保する。 

2 
不動産売買仲介における

デジタル・ＡＩ活用促進 

a 総務省及び国土交通省は、宅地建物取引

業者（宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第

176 号）第３条第１項の免許を受けて宅地建

物取引業を営む者をいう。以下同じ。）が、重

要事項説明書を作成するために必要となる

固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取

得の際に電磁的方法で締結された媒介契約

書（以下「電子媒介契約書」という。）を一層

活用することが可能となるよう、地方公共団

体において特別なシステムや新たな体制の

整備を行わずとも簡便に電子媒介契約書を

確認できる具体的な方法について検討した

上で、「宅地建物取引業者による固定資産課

税台帳の閲覧及び評価証明書の取得につい

て」（令和６年８月８日総務省自治税務局固

定資産税課長通知）の見直し又は補足を行

い、これを地方公共団体に周知する。その際、

民間事業者が一般に用いる確認方法（ＰＤＦ

閲覧ソフトウェアによる電子署名・タイムス

タンプ確認等）も参考にしつつ、宅地建物取

引業者、地方公共団体双方の利便性に配慮す

る。 

また、国土交通省は、宅地建物取引業者が

重要事項説明書を作成するために必要とな

る水道引込配管図の取得においても、固定資

産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得と同

様の問題が生じているとの声があることを

踏まえ、宅地建物取引業者へのヒアリング等

により、その取得に係る課題に関する実態を

調査した上で、固定資産課税台帳の閲覧や評

価証明書の取得と同様の対応が必要か検討

し、結論を得次第、対応が必要な場合に所要

の措置を講ずる。 

b 国土交通省は、宅地建物取引業法第 35条

a：令和７年度措

置 

b：（前段）令和７

年度措置（後段）

令和７年度検討開

始、結論を得次第

可能なものから速

やかに措置 

a：総務省 

国土交通省 

b：国土交通

省 
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の規定による重要事項の説明（以下「重要事

項説明」という。）に関する業務において、宅

地建物取引業者がデジタルやＡＩ等の技術

による補助ツールを利用することに躊躇し、

また新たな技術の開発に支障が生じること

がないよう、宅地又は建物の購入者等の利益

の保護が確保されることを前提とした上で、

技術の発展の状況等に応じた適切な補助ツ

ールを活用することで、宅地建物取引士(宅

地建物取引業法第 22 条の２第１項の宅地建

物取引士証の交付を受けた者をいう。)の負

担軽減等が図られることが期待される旨を

周知する。 

また、国土交通省は、デジタルやＡＩに関

する制度や技術の発展、重要事項説明におけ

るデジタルやＡＩ技術を用いたサービスの

活用に対する宅地建物取引業者又は宅地若

しくは建物の購入者等のニーズや意見等を

踏まえた上で、書類作成や読み上げ等、重要

事項説明に必要となる各業務の場面ごとに、

デジタルやＡＩ技術を用いたサービスが活

用され、又は当該サービスの活用が見込まれ

る具体例や活用方法、活用に当たっての前提

や注意すべき留意点等について検討・整理を

行い、可能なものから速やかに明確化し、公

表する。 

3 

建設工事請負契約におけ

る契約手続の簡素化及び

デジタル化 

a 国土交通省は、建設業法（昭和 24年法律

第 100 号）第 19 条第１項に定める契約書面

において、契約当事者に署名又は記名押印を

義務付けている点について、契約手続に係る

負担を軽減し、生産性向上を図る観点から、

「押印についてのＱ＆Ａ」（令和２年６月 19

日内閣府、法務省、経済産業省）も参考にし

つつ、受注者となる建設業者団体からのヒア

リング等も行った上で必要な見直しを検討

し、例えば、契約当事者間で対等なパートナ

ーシップが構築されているほか、長期にわた

り反復継続的な取引実績が蓄積されている

こと、注文書及び請書の交付に先立ち交付さ

れる基本契約書において、契約内容が相当程

度明確化されていることといった要件を満

たす場合については、注文書及び請書の交付

に際し、署名又は記名押印を求めないことと

し、その旨を関係事業者団体に周知すること

などを行う。 

b 国土交通省は、建設工事の請負契約手続

のデジタル化を推進するため、「建設業法施

行規則第 13 条の２第２項に規定する「技術

的基準」に係るガイドライン」（平成 13年３

月 30 日国土交通省）について、現在主流と

されているいわゆる「立会人型」の電子署名

が利用可能であることを明確化するなど、必

要な措置を講ずる。 

a,b：令和７年度

上期措置 
国土交通省 

4 
建設業における営業所技

術者等の兼務について 

国土交通省は、建設業法第７条第２号及び

第 15 条第２号に定める営業所ごとに置くこ

令和７年度検討開

始、令和８年度結
国土交通省 
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ととされている営業所技術者及び特定営業

所技術者について、その必要性や業務の現状

について幅広く関係者への実態調査を行う

とともに、適正な施工の確保が図られること

を前提として、兼務を含む人手不足対策を検

討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。 

論、結論を得次第

可能なものから順

次措置 

5 
地球温暖化対策報告の項

目等に係る統一 

環境省は、地方公共団体が区域内の事業者

に対し、年間の温室効果ガス排出量やその抑

制措置等を記載した報告書等の作成・提出を

求めるに当たり、地方公共団体ごとに報告項

目・基準、様式等が異なることにより、事業

者の負担となっている現状等を踏まえ、地方

公共団体が報告を求める項目等を調査する。 

その上で、環境省は、大規模事業者や電気

事業者等これらの報告を求められる事業者

の態様に応じた標準的な報告の項目等を整

理し、地方公共団体が地域の特性等に照らし

て必要がある場合にはその判断によって独

自の項目を設けることを妨げないよう配慮

しつつ、地方公共団体に対して前記の標準的

な報告の項目等を参照・利用するよう協力を

要請等することにより、事業者の報告の項目

等に係る統一性が保たれるよう措置を講ず

る。 

（前段）措置済み 

（後段）令和７年

度措置 

環境省 

6 
自動車保有関係手続のＤ

Ｘ 

a 国土交通省は、自動車所有者や自動車販

売事業者の自動車売買等における手続負担

の軽減を図るため、同省等が運営する自動車

保有関係手続のワンストップサービス（以下

「自動車ＯＳＳ」という。）を利用した場合に

は、譲渡証明書及び使用者の住所を証するに

足りる書面の運輸支局への提出に代えて、マ

イナンバーカードを用いた公的個人認証等

を活用することにより、手続のデジタル完結

を可能にする。 

b 警察庁及び国土交通省は、自動車所有者

や自動車販売事業者等の自動車売買等にお

ける利便性向上を図るため、①自動車の保管

場所の確保等に関する法律（昭和 37 年法律

第 145号）に基づく自動車の保管場所証明の

交付申請及び②道路運送車両法に基づく自

動車の登録等の手続について、自動車ＯＳＳ

での申請時に②の申請に必要な書類全てが

揃わずとも、①の申請をオンライン上で先行

して行うニーズがあることを踏まえ、自動車

ＯＳＳにおいて同ニーズを実現可能とする

方向で検討し、必要な措置を講ずる。 

c 国土交通省は、自動車所有者の相続人の

手続負担の軽減を図るため、現状では運輸支

局における対面での申請に限られる相続に

よる移転登録について、自動車ＯＳＳの対象

手続に加え、手続のデジタル完結を可能とす

る。あわせて、軽自動車の自動車検査証の変

更記録についても、申請者の手続負担軽減の

観点から、軽自動車保有関係手続のワンスト

ップサービスの対象手続に加える。 

a：令和７年検討

開始、令和９年度

までに措置 

b,d：令和７年検

討開始、結論を得

次第速やかに措置 

c：（前段）令和７

年検討開始、令和

９年度までに措置

（後段）令和７年

検討開始、令和 10

年度までに措置 

e：令和７年措置 

f：（前段）措置済

み（後段）令和７

年検討開始、令和

９年度までに措置 

a,c,f：国土

交通省 

b,d：警察庁 

国土交通省 

e：警察庁 
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d  国土交通省は、自動車所有者や自動車販

売事業者等の負担となっているとの指摘の

ある自動車の封印制度について、警察庁の協

力も得ながら、その費用対効果や、諸外国の

状況も参考に、封印の効果を担保しつつ、デ

ジタル技術を活用した仕組みなど封印制度

を代替する措置も念頭に、見直しを行う。な

お、封印制度見直しの結果を得るまでの間に

おいても、封印の取付けの委託範囲の見直し

など、自動車所有者や自動車販売事業者等の

利便性向上及び負担軽減のための所要の措

置を講ずる。 

e 警察庁は、自動車の保管場所証明に係る

手続について、令和５年６月の規制改革実施

計画の「ローカルルールの見直し」に即して、

申請書の欄外記載事項及びその記載場所を

統一するとともに所在図・配置図等の添付書

面について標準様式を定めた上で、都道府県

警察に通知するなど、都道府県警察ごとに異

なる申請書類を統一する方向で検討し、必要

な措置を講ずる。また、当該申請書類につい

て、申請者等へ周知するために警察庁ウェブ

サイト等で公表する。 

f 国土交通省は、自動車登録に係る手続に

ついて、令和５年６月の規制改革実施計画の

「ローカルルールの見直し」に即して、委任

状などに関して、標準様式を定めた上で、関

係機関に通知するなど、運輸局ごとに異なる

申請書類の様式を統一する方向で検討し、必

要な措置を講ずる。また、マイナンバーカー

ドの活用などによる押印の廃止についても

併せて検討し、必要な措置を講ずる。 

7 

超高齢社会に対応した親

族間での信託の活用によ

る柔軟な財産管理の推進 

a 法務省は、国民が認知症などに備えた財

産管理を行うに当たり、民事信託（親族間で

活用する信託をいう。以下同じ。）が有効であ

るものの、信託制度自体が国民に十分認知さ

れておらず、また、認知されていても信託制

度の内容の理解が十分でないため、活用が進

んでいないとの指摘があることを踏まえ、金

融庁と連携し、国民向けに信託制度や民事信

託の活用方法を分かりやすく解説したパン

フレットを作成し、法務省ウェブサイトに当

該パンフレットを掲載することなどを通じ、

広く周知する。 

その際、弁護士や司法書士などの士業が依

頼者のニーズに合わせて適切に民事信託の

活用を案内することも可能となるよう、民事

信託の活用例（親族間の財産管理、承継への

活用など）や、民事信託が法定後見制度、遺

言など他の財産管理等の手段と併せて活用

可能であること、民事信託の開始から終了ま

での流れ、民事信託を活用する上での注意点

など、民事信託を活用するに当たって参考と

なる情報を盛り込むものとする。 

b 金融庁は、金融機関において民事信託が

a,c:令和７年度措

置 

b:aの措置後、速

やかに措置 

a:法務省 

金融庁 

b:金融庁 

c:法務省 
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十分に認知されておらず、また、認知されて

いても民事信託の活用方法の理解が十分で

ないため、民事信託において利用されている

信託口口座の開設に金融機関が消極的であ

るとの指摘があるほか、信託口口座では受託

者に加え、委託者及び受益者の情報も把握し

ておく必要があるなど他の預金口座に比べ

て口座管理に手間がかかることや、民事信託

終了時の口座解約手続などにおける信託口

口座の取扱いが不明確であるとの声がある

ことも踏まえ、金融機関において信託口口座

の開設を円滑に行うことができるよう、a の

措置によるパンフレットなども活用し、金融

機関に対し、民事信託が認知症などに備えた

財産管理として有効な手段であることを、そ

の制度の趣旨及び内容と併せて周知すると

ともに、信託口口座の開設に積極的な金融機

関の実態を踏まえ、信託口口座の口座名義人

の管理方法や、民事信託終了時の口座解約手

続における留意点など、円滑かつ適切な信託

口口座の管理に資する情報などについて周

知する。 

c 法務省は、民事信託において活用される

公正証書について、その作成に係る一連の手

続のデジタル化に当たり、民事関係手続等に

おける情報通信技術の活用等の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（令和５

年法律第 53 号）の趣旨を踏まえ、関係する

政省令の整備、システムの構築支援など、手

続のデジタル完結を可能とするための環境

整備を行う。 

その際、デジタル化のためのシステム構築

を担う日本公証人連合会に対し、次に掲げる

事項を要請する。 

・利用者がオンラインで円滑に公正証書の作

成に係る手続を行うことができるよう、利

用者の立場に立った分かりやすい利用方

法や利用手順などを広く周知すること。 

・オンライン手続全般に関する利用者からの

相談に対応するための相談窓口を日本公

証人連合会ウェブサイト上に整備するこ

と。 

・公証役場においてオンライン手続のための

環境整備が円滑に行われるよう、公証役場

側で必要となるシステム整備の支援や業

務手順の周知を行うこと。 

・オンライン手続導入後も、公証人に対し、

業務手順や操作方法等に関して継続的に

研修を行うこと。 

8 
法定後見制度の課題と見

直し 

a 法務省は、法定後見制度について、本人

（利用者）の財産管理のみを重視する観点か

ら、①制度を利用する本人の死亡等でしか法

定後見を終了できず、一時的な利用ができな

い、②成年後見人が本人等のニーズを踏まえ

た対応を適切に行わない場合などでも成年

a,b：令和８年度

までに検討・結

論、結論得次第速

やかに措置 

c：令和 10年まで

に措置 

a～d：法務省 

e～h：厚生労

働省 
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後見人の交代ができないなど、結果的に、本

制度の理念の一つである本人の自己決定の

尊重が必ずしも十分に図られず、利用者にと

って使いにくい制度となっているとの指摘

があることを踏まえ、本人の意思に基づく法

定後見の終了、本人にとって必要な範囲に限

定した一時的な利用及び本人の状況の変化

に応じた成年後見人の交代を可能とするこ

とについて検討し、法制審議会での議論を経

た上で、所要の措置を講ずる。なお、制度見

直し後も、ＰＤＣＡサイクルを意識し、現場

のニーズに応じた適時の制度改善に努める。 

b 法務省は、aの検討に当たり、成年後見人

の交代を可能とすることとした場合におい

ては、司法府における自律的判断を尊重しつ

つ、本人にとって適切な成年後見人の選任が

迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所

が、後見制度の利用を検討している者や関係

者等からの権利擁護支援や成年後見制度に

関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検

討や支援を適切に実施するためのコーディ

ネートを行う役割等を担うことを目的とし

て市町村が整備・運営する「中核機関」と更

なる連携を行うことにより、本人の希望を踏

まえた後見人の選任を行うことができるた

めの仕組みの構築について、成年後見制度見

直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸

制度の状況等も踏まえて対応するよう最高

裁判所に協力を求める。 

c 法務省は、現状では、書面又は対面で行わ

れている法定後見制度に係る家事事件手続

について、司法府における自律的判断を尊重

しつつ、利用者の利便性向上を図る観点か

ら、審理の迅速化のための業務改革が図ら

れ、申立書面に記載することが求められてい

る事項をオンラインで入力可能とするほか、

法務省と最高裁判所との間の情報連携によ

って、後見開始申立てなどの際に必要な戸籍

謄本などの証明書提出を省略可能とするな

ど、ユーザーインターフェースに留意したデ

ジタル化が図られるよう環境整備に取り組

む。 

d 法務省は、後見・保佐・補助開始申立ての

審判手続における本人の陳述聴取の方法に

ついて、裁判所のウェブサイトでは、オンラ

インによることが可能であることについて

明確な記載がなく、利用者の心理的負担にな

っているとの指摘を踏まえ、司法府における

自律的判断を尊重しつつ、当該陳述聴取をオ

ンラインによることが可能である旨を裁判

所のウェブサイトに記載するよう最高裁判

所に協力を求める。 

e 厚生労働省は、市区町村長による後見開

始の申立て等（以下「市町村長申立て」とい

う。）について、「市町村長による成年後見制

d：措置済み 

e：令和７年度上

期措置 

f：令和７年度結

論、結論を得次第

速やかに措置 

g：直ちに検討・

結論後速やかに措

置 

h：令和７年度措

置 
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度に基づく後見開始の審判等の請求に係る

基準等の基本的考え方及び手続の例示につ

いて」（令和３年 11月 26日厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・

援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長、

老健局認知症施策・地域介護推進課長連名通

知。以下「令和３年通知」という。）及び「｢市

町村長による成年後見制度に基づく後見開

始の審判等の請求に係る基準等の基本的考

え方及び手続の例示について｣のＱ＆Ａにつ

いて」（令和３年 11月 26日厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・

援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長、

老健局認知症施策・地域介護推進課長連名事

務連絡）において、市町村長申立ての対象者

の住所と居所が異なる地方公共団体である

場合の申立基準やその参考となる情報を示

しているものの、例外的事例である「施設所

在地市町村が本人の状況をよく把握してい

る場合等」の基準が不明確であるため、実際

の市区町村間での具体的案件の調整を円滑

に行うに足りる記載となっていないとの指

摘があることから、令和６年度に同省が実施

した市町村長申立てに係る調査・研究の結果

を踏まえ、これまでに調整を要した事例（都

道府県及び厚生労働省に相談があった事例

を含む。）を、令和３年通知に基づく市町村長

申立ての判断基準となるよう類型化し、市区

町村に周知する。 

f 厚生労働省は、「中核機関」について、そ

の名称が地域ごとに異なっており、一般に認

知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後

見制度の更なる利用促進を図る観点から、令

和６年６月に立ち上げた地域共生社会の在

り方検討会議において、その位置付けや名称

について法改正を含めて検討し、結論を得次

第、所要の措置を講ずる。 

g 厚生労働省は、後見人等から後見制度の

相談を受ける中核機関の職員等のために同

省が設置する相談窓口「Ｋ－ねっと」につい

て、現場の認知が不十分であり、中核機関の

職員等に十分に利用されておらず、また、他

の地方公共団体や中核機関等が対応した事

例や知見が共有されないため、中核機関の職

員等の属人的な知見に頼らざるを得ないと

いった声があることを踏まえ、Ｋ－ねっとの

認知度や利用状況等を把握した上で、認知度

及び利用頻度の向上を図るとともに、あわせ

て、中核機関の職員等の負担軽減及び業務効

率化を図る観点から、Ｋ－ねっとの相談対応

で蓄積されたノウハウを基に「ＦＡＱ」を充

実した上で、見つかりやすく、また、利用さ

れやすいウェブサイトに改善する。 

h 厚生労働省は、各市区町村が成年後見制

度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法
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律第 29 号）第３条第２項を踏まえ、市民の

中から成年後見人等の候補者を育成するた

めに実施する市民後見養成講座（以下「講座」

という。）について、講座を受講した市区町村

と別の市区町村で市民後見人の登録を受け

ようとする際、後見人としての適正性の確認

などのために再度講座の受講を求められる

ことがあるとの声を踏まえ、特に過疎地域で

市民後見人の養成が進むよう、市区町村間で

重複するカリキュラムの受講を免除可能と

している事例及び講座を再度受講せずに市

民後見人の登録を受けられる事例並びに市

民後見人の後見人としての適正性の確認の

方法について調査を行い、市民後見人の候補

者育成に向け市区町村における柔軟かつ効

果的な講座の実施のための判断基準となる

よう類型化した上で、好事例となるものを周

知する。 

9 
戸籍電子証明書提供用識

別符号の利用促進 

a 法務省は、行政手続において戸籍謄本の

添付省略のために用いられる戸籍法第 120条

の３第２項に規定する戸籍電子証明書提供

用識別符号（以下「識別符号」という。）につ

いて、市区町村によっては、取得できるのは

市区町村の窓口のみであるかのような案内

を当該市町村のウェブサイトで行っている

事例もあることから、識別符号が利用可能な

行政手続に関し、①旅券の電子申請など、申

請人等がマイナポータルを経由して申請等

することにより、申請人等が識別符号を別途

取得することなく、自動的に申請先の行政機

関に通知される行政手続が大半であること

や、②申請人等において識別符号の取得が必

要な行政手続についても、マイナポータルを

利用することで、無料かつデジタル完結で識

別符号の取得が可能であることを、法務省ウ

ェブサイトで分かりやすく説明するなど、国

民に対し、マイナポータルの利用を第一に推

奨した上で、書面や対面の手続を希望する利

用者へも配慮し、窓口での手続も併せて周知

する。 

また、法務省は市区町村においても国民に

対し同様の周知がなされるよう、市区町村に

対し必要な情報提供を行う。あわせて、法務

省は、行政手続において識別符号を活用する

関係省庁に対して、利用者に対し同様の周知

を行うよう要請する。 

b 法務省は、識別符号の周知状況及び利用

状況を踏まえ、識別符号の略称や愛称など、

国民にとって分かりやすい呼称を定めて周

知することを含め、国民にとって理解しやす

い案内方策を検討し、措置する。 

a：令和７年措置 

b：令和７年検

討・結論、令和８

年措置 

法務省 

 

（５）国家戦略特区 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 
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1 

医師臨床研修における基

礎研究医プログラムの要

件の明確化＊ 

基礎医学に意欲のある医師を対象に、臨床

研修と基礎医学を両立するための、医師臨床

研修における基礎研究医プログラムにおい

て、所属する基礎医学の教室に、医工連携や

ＡＩ医学、データサイエンス等に関する研究

機関等を含めることを明確化することにつ

いて、令和７年の早期に必要な措置を講ず

る。 

令和７年早期に措

置 

内閣府 

厚生労働省 

2 
航空物流における外国人

材の活用＊ 

航空物流分野の人手不足に加え、成田空港

の「更なる機能強化」により国際航空貨物取

扱量の大幅な増加が見込まれるため、貨物取

扱業務に従事する人材の確保が必要となっ

ていることを踏まえ、国家戦略特区制度を活

用し、特定技能「航空分野（空港グランドハ

ンドリング）」の外国人が、空港敷地外の保税

蔵置場等において、国際航空物流拠点に係る

貨物取扱業務に従事することを可能とする

ことについて、令和７年７月までに必要な措

置を講ずる。 

令和７年７月まで

に措置 

内閣府 

国土交通省 

法務省 

3 
半導体関連産業における

外国人材の就労円滑化＊ 

在留資格「研修」によって入国し職業能力

開発校で訓練する外国人が、修了後に在留資

格「特定技能」に変更して国内での就労を可

能とすることについて、地域における民間の

教育訓練機関等の関係者との合意を図る枠

組みの構築、地域における半導体産業分野の

人材不足に対応した総合的な取組、職業能力

開発校における外国人の受入環境整備、在留

資格の趣旨・目的等に留意しつつ、必要な措

置について検討し、令和７年度中を目途に結

論を得る。 

令和７年度中を目

途に結論 

内閣府 

法務省 

文部科学省 

厚生労働省 

4 
理容師制度における養成

方法の検討＊ 

厚生科学審議会生活衛生適正化分科会理

容師・美容師専門委員会により示された見直

しの方向性を踏まえ、理容師養成施設におけ

る実習としての選択課目に係る校外実習の

単位数・時間数の上限等の在り方の見直しに

ついて、令和８年度から順次施行可能となる

よう、所要の措置を講ずる。 

令和８年度以降順

次措置 

内閣府 

厚生労働省 
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３．投資大国 

（１）健康・医療・介護 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

公的データベース等にお

ける医療等データの利活

用法制等の整備 

我が国において、医療・ケアや医学研究、

創薬・医療機器開発などに医療等データ（電

子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死

亡情報その他の個人の出生から死亡までの

データであって診療や介護等に一般的に有

用と考えられるデータをいう。以下同じ。）を

円滑に利活用することを通じて、国民の健康

増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術

革新（医学研究、医薬品開発等）、医療資源の

最適配分、社会保障制度の持続性確保（医療

費の適正化等）、次の感染症危機への対応力

の強化などにつなげていくことが極めて重

要である。 

このため、令和５年６月の規制改革実施計

画等に基づき、厚生労働省及び個人情報保護

委員会は、医療等データに関する特別法の制

定や、個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57号。以下「個人情報保護法」とい

う。）の制度・運用の見直しの必要性を含め、

今後とも、所要の検討を行っていくことを前

提として、まずは、厚生労働省は、ＥＵ等の

動向を踏まえた本人の同意のみに依存しな

い適切なプライバシー保護を前提としつつ、

一定の仮名化を行った医療・ケアや医学研

究、創薬・医療機器開発などに資する医療等

データを研究者、企業等が二次利用（医療等

データを医学研究その他の当該医療等デー

タによって識別される特定の個人のみを対

象としない目的で利用することをいう。以下

同じ。）に用いること（以下「特定二次利用」

という。）を、必ずしも患者等本人の同意がな

くとも行うことを可能とし、大量の医療等デ

ータを対象とする円滑な特定二次利用を実

現するため、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省（医療分野の研究開発に資す

るための匿名加工医療情報及び仮名加工医

療情報に関する法律（平成 29年法律第 28号。

以下「次世代医療基盤法」という。）に関する

ものは、内閣府、文部科学省、厚生労働省及

び経済産業省）は、以下に掲げる厚生労働大

臣等が保有する医療・介護関係のデータベー

ス（以下「公的ＤＢ」という。）及びそれらに

格納される原データ（以下「公的データ」と

いう。）、そして、次世代医療基盤法に基づく

認定作成事業者が保有するデータベース（以

下「認定ＤＢ」という。）について、以下の事

項を含め、仮名化情報の利用・提供並びに他

の公的ＤＢの仮名化情報及び認定ＤＢとの

連結解析を可能とするため、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号。

以下「高齢者医療確保法」という。）を始めと

a～d：令和７年結

論、結論を得次第

速やかに措置 

e：（①）措置済

み、（②）令和７

年結論、結論を得

次第速やかに措置 

a,c：内閣府 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

b,d,e：厚生

労働省 
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する公的ＤＢ及び認定ＤＢの根拠法の改正

法案の令和７年通常国会への提出等につい

て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措

置を講ずる。 

・公的データについて、その仮名化情報の利

用・提供に当たってその必要性等に関して

適切な審査を行うとともに、b により厚生

労働大臣、利用者等が遵守すべき保護措置

等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供

を可能とすること。 

・b により、公的データの仮名化情報と、そ

の他の公的ＤＢ等の仮名化情報（後述の電

子カルテ情報ＤＢ及び自治体検診ＤＢの

仮名化情報並びに認定ＤＢの仮名加工医

療情報を含む。）との連結解析を可能とす

ること。 

＜公的ＤＢ＞ 

・高齢者医療確保法に基づく匿名医療保険等

関連情報データベース（ＮＤＢ） 

・介護保険法（平成９年法律第 123号）に基

づく匿名介護保険等関連情報データベー

ス（介護ＤＢ） 

・健康保険法（大正 11年法律第 70号）に基

づく匿名診療等関連情報データベース（Ｄ

ＰＣＤＢ） 

・予防接種法（昭和 23年法律第 68号）に基

づく予防接種等関連情報データベース（予

防接種ＤＢ） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律及び児童福祉法に基

づく障害福祉サービスデータベース（障害

福祉ＤＢ） 

・がん登録等の推進に関する法律（平成 25年

法律第 111号。以下「がん登録推進法」と

いう。）に基づく全国がん登録データベー

ス（全国がん登録ＤＢ） 

・難病の患者に対する医療等に関する法律

（平成 26年法律第 50号）に基づく指定難

病患者データベース（難病ＤＢ） 

・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童

等データベース（小慢ＤＢ） 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成 10年法律第 114 号）

に基づく匿名感染症関連情報データベー

ス（ｉＤＢ） 

・今後構築予定の電子カルテ情報共有サービ

スのデータベース（電子カルテ情報ＤＢ） 

・今後構築予定の自治体検診情報データベー

ス（自治体検診ＤＢ） 

＜認定ＤＢ＞ 

・次世代医療基盤法の認定事業者のデータベ

ース 

b 厚生労働省は、以下の事項を含め、公的Ｄ

Ｂの仮名化情報の利用・提供及び連結解析を

可能とする際の適切な保護措置及び各公的
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ＤＢの管理・運用方法を定める。 

・仮名化情報の利用・提供を行う公的ＤＢへ

のデータ格納時（顕名でデータを格納する

こととされているデータベースにおいて

は、申請に対する仮名化情報の提供時）に、

それだけで本人の特定が可能となる氏名

等の情報を削除するなどの措置を講じ、当

該公的ＤＢについては、個人情報保護法

上、個人情報の保有主体である行政機関の

長等に求められる水準と同等の安全管理、

不適正利用の禁止、職員の義務等の措置を

講ずること。 

・現在の匿名化情報について定めている基準

と同等の「相当の公益性がある場合」（令和

５年６月の規制改革実施計画を受け見直

されたＮＤＢデータの利用の要件と同様

に、製薬企業等による医薬品や医療機器の

創出又は改善に資する調査、研究又は開発

（製薬企業を含む民間事業者等による医

薬品安全性調査、市販後の有害事象のエビ

デンス収集等の研究を含む。）に利用する

場合を含む。）に利用・提供を認めることと

し、「特定の商品又は役務の広告又は宣伝

に利用するために行う」場合は利用・提供

を行わないこととするとともに、情報の加

工基準や審査基準を定めたガイドライン

を整備した上で、仮名化情報の利用・提供

に際しては、仮名化情報の利用目的・内容

に応じて利用の必要性・リスクに関する審

査を行うこと。 

・クラウド環境（今後構築するクラウド型の

情報連携基盤を活用した Visiting 解析環

境を含む。以下同じ。）での利用を基本と

し、差別など本人の不利益となるような不

適切利用を防止するため、ログの活用等に

より利用者のデータの利用状況を日常的

に監視・監督を行うこと。また、仮名化情

報の記憶媒体を介した提供を可能とする

かどうかについては、その必要性や要件を

検討し、明確化すること。匿名化情報と同

様、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、

不正利用の際の罰則等を求めることに加

え、匿名化情報より厳格な管理を担保する

ため、厚生労働大臣による利用者に対する

措置要求の義務や、利用者に対する従業者

の監督の義務、罰則等を上乗せで設けるこ

と。 

c 厚生労働省は、公的ＤＢ等に研究者、企業

等がリモートアクセス（国が指定する特定の

施設に限定せず、研究者等の自宅や研究室等

からセキュリティレベルを保ったまま仮名

化情報等を格納するシステムにアクセスし、

分析・集計を行うことができるアクセス方式

をいう。）し、一元的で安全であるのみならず

迅速かつ円滑に利用・解析を行うことができ
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るクラウド環境の情報連携基盤を構築し、内

閣府、文部科学省、経済産業省等と連携しな

がら、その利用を推進する。その構築の際、

当該情報連携基盤に求められる機能・要件や

その設計等については、医療・介護データ等

解析基盤（ＨＩＣ:Healthcare Intelligence 

Cloud）との関係性を整理しつつ、以下の事項

を実現する方向で検討する。 

・情報連携基盤上で操作可能な情報の範囲に

解析を補助するデータ（利用者が持ち込む

ものを含む。）を含むこと。 

・適切な情報セキュリティを確保しつつ、解

析ソフトウェアの持込みを可能とするこ

と。 

・円滑な利用・提供が可能となるよう、デー

タ及び利用者の規模に応じたクラウド環

境（高性能計算向け汎用ベクトル・行列演

算プロセッサー（ＧＰＵ： Graphics 

Processing Unit）、ストレージ等）の整備

を行うこと。 

d 厚生労働省は、審査の適正性及び利用者

の利便性の観点を考慮しつつ、利用申請・審

査の手順、様式、書類、基準等の統一を行う

ことを含め、公的ＤＢの仮名化情報の利用申

請の受付、利用目的等の審査等を一元的に行

う体制等を整備する。その際、当該審査体制

等の整備等については、令和５年６月の規制

改革実施計画等に基づくＮＤＢデータの利

用申請・審査体制等と原則同様に、以下の事

項を実現する方向で検討する。 

・公的ＤＢの仮名化情報の利用・提供に関す

る審査基準を含む、ガイドラインを策定す

ること。その際、公的ＤＢの根拠法令の規

定の適用に当たって、公的ＤＢごとに、当

該審査並びに利用・提供する仮名化情報の

内容及び程度を同等の水準とすること。加

えて、研究者、企業等が公的ＤＢの仮名化

情報を利用する場合を含め研究等を行う

に当たっては、探索・試行的なデータ解析

を行うことが通常であることに留意する

こと。また、公的ＤＢの仮名化情報の利用

による研究等を基礎とする場合であって

も、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生

を害するおそれがない限り、特許を受ける

ことが可能であることを明確化すること。 

・人を対象とする生命科学・医学系研究に関

する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生

労働省・経済産業省告示第１号。以下「医

学系倫理指針」という。）の適用関係につい

て必要な整理を行った上で、審査委員会の

構成を、医学系倫理指針の倫理審査委員会

の構成要件を満たすもの等とした上で審

査を行い、各研究機関での倫理審査委員会

の審査は不要とすること。 

・利用申請から利用者が実際に公的ＤＢの仮
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名化情報の利用を開始し得るまでに要す

る期間について、研究者、企業等のニーズ

を踏まえた上で、その研究目的に応じ、デ

ータ連携・加工等が必要な場合は、原則数

か月程度（利用者側の都合に要した期間は

除く。）とすることとし、解析用に事前処理

したデータセットが必要な場合は、データ

連携・加工等が必要な場合よりも可能な限

り短期間での提供を可能とすること。 

・一つの研究等に対する個別限定的な契約だ

けではなく、同一目的（例えば、ある領域

の治療薬開発）上の複数の研究（その実施

時期が異なるもの）に利用することが同一

契約で実施できる包括的な利用契約形態

を導入すること。 

・提供申出（変更申出を含む。以下同じ。）に

係る手数料（基本利用料（審議や実地監査

等に係る費用）、調整業務料（提供するデー

タの内容の調整事務に係る費用）、データ

料（データベースの運用及びデータ抽出に

係る費用）及びクラウド環境利用料（クラ

ウド環境の構築及び提供に係る費用））に

ついては、提供申出ごとに積算される実費

制のほか、事前に手数料の概算を把握でき

る制度（一定期間ごとに定額で積算される

定額制等）を導入すること。 

・審査の透明性の確保の観点から、審査委員

会による審査の結果は定期的に公表する

こと。 

e 厚生労働省は、特にがん研究の分野にお

ける予後情報に関しては、患者に実施された

治療効果の評価等のために患者の生存期間

及び死因を把握することが重要であること

を踏まえ、効果的ながん予防、がん医療及び

がんとの共生に関する検討並びに政策を促

進する観点から、がん登録推進法第 20 条の

規定により提供される情報（生存確認情報）

につき、その提供を受けた病院等からの第三

者提供を認めるに当たって求める一定の加

工について、以下の事項を実現する方向で検

討する。 

①診断日等から最終生存確認日又は死亡日

までの日数については、提供先においても

把握可能とすること。 

②死因情報について、がんによる死亡である

場合はその旨を、また、がんによる死亡以

外の場合はその機微性を十分考慮した上

で、その情報を、提供先においても把握可

能とすること。 

2 

医療等データの包括的か

つ横断的な利活用法制等

の整備 

我が国において、医療・ケアや医学研究、

創薬・医療機器開発などに医療等データ（電

子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死

亡情報その他の個人の出生から死亡までの

データであって診療や介護等に一般的に有

用と考えられるデータをいう。以下同じ。）を

a：（前段）令和７

年度上期検討着

手、令和７年末目

途に中間的に取り

まとめ、令和８年

夏結論、（中段）：

a：内閣府 

デジタル庁 

厚生労働省 

個人情報保護

委員会 

b:個人情報保
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円滑に利活用することを通じて、国民の健康

増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術

革新（医学研究、医薬品開発等）、医療資源の

最適配分、社会保障制度の持続性確保（医療

費の適正化等）、次の感染症危機への対応力

の強化などにつなげていくことが極めて重

要である。 

令和５年６月の規制改革実施計画等に基

づき、厚生労働省は、公的データ（厚生労働

大臣等が保有する医療・介護関係のデータベ

ース（以下「公的ＤＢ」という。）に格納され

る原データをいう。以下同じ。）等について

は、ＥＵ等の動向を踏まえた本人の同意のみ

に依存しない適切なプライバシー保護を前

提としつつ、一定の仮名化を行った医療・ケ

アや医学研究、創薬・医療機器開発などに資

する医療等データを研究者、企業等が二次利

用（医療等データを医学研究その他の当該医

療等データによって識別される特定の個人

のみを対象としない目的で利用することを

いう。以下同じ。）に用いること（以下「特定

二次利用」という。）を、必ずしも患者等本人

の同意がなくとも行うことを可能とし、大量

の医療等データを対象とする円滑な特定二

次利用を実現するため、令和７年通常国会へ

所要の法案を提出するなど一定程度検討・取

組等が進んでいる。 

他方、令和５年６月の規制改革実施計画等

に基づく、医療等データに関する特別法の制

定や、個人情報の保護に関する法律（以下「個

人情報保護法」という。）の制度・運用の見直

しを含め、公的データのみならず民間事業

者、医療機関、学会、独立行政法人等（以下

「民間事業者等」という。）の様々な主体が保

有するデータを含む医療等データの一次利

用（医療等データを当該医療等データに関連

する自然人の治療及びケア等のために利用

することをいう。以下同じ。）及び二次利用に

関する包括的かつ横断的な法制度及び運用

の整備、情報連携基盤の構築等に向けた検討

は必ずしも進んでいるとは言えない状況で

ある。 

我が国においては、令和 22 年（2040 年）

頃に向けて、85歳以上の高齢者の増加や人口

減少が更に進む見通しである中、全ての地

域・世代の患者等が適切に医療、介護等のサ

ービスを受けながら自立して日常生活を営

めるよう、地域の実情に応じた効果的かつ効

率的な医療提供体制・介護サービス提供体制

等を確保することが一層重要であること、ま

た、患者等本人からの同意取得原則という入

口規制が医療等データの利活用の大きな制

約になっているとの指摘があること、医療等

データの利活用の議論においては、本来実現

させるべき姿と制度等の設計とを整合させ、

前段の結論を踏ま

え、必要に応じて

令和９年通常国会

への法案提出を目

指すことを含め、

速やかに法令上の

措置、（後段）：令

和８年夏結論、結

論を得次第速やか

に措置 

b:引き続き検討を

進め、結論を得次

第速やかに措置 

c,d:令和７年度上

期検討着手、令和

７年末目途に中間

的に取りまとめ、

令和８年夏結論、

結論を得次第速や

かに措置 

護委員会 

c：内閣府 

デジタル庁 

厚生労働省 

d: 内閣府 

厚生労働省 
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個々の医療等データの最終的な提供主体た

る国民の理解を得ることにもつなげること

が重要であるとの指摘があること、医療等デ

ータの利活用法制等の整備等の検討に当た

っては基本理念及び制度枠組みを示すこと

が重要であるとの指摘があること、ＥＵにお

いては令和７年３月に European Health 

Data Space規則（以下「ＥＨＤＳ」という。）

が発効され、今後数年間かけて戦略的かつ計

画的かつ段階的に所要の制度整備、システム

整備等が進む見通しであることなども踏ま

え、患者等本人からの同意取得原則という入

口規制を、プライバシー等の個人の権利利益

の適切な保護を前提としつつ医療等データ

の利用者の利活用の段階で対応するという

出口規制の考え方に転換することを含め、医

療等データの包括的かつ横断的な利活用に

関する制度及び運用の整備、情報連携基盤の

構築等の具体化に向けた検討を速やかに進

めていく必要があるため、以下の措置を講ず

る。 

a 内閣府は、令和５年６月の規制改革実施

計画等に基づき、医療等データの利活用に関

する所要の制度及び運用の整備について、関

係府省庁と連携し、医療等データの利活用

（一次利用及び二次利用）に関する基本理念

や包括的・体系的な制度枠組み及びそれと整

合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像

（グランドデザイン）を明らかにするととも

に、利活用に対する適切な監督及びガバナン

スの確保を前提に、本人同意を不要とするデ

ータ及び利用主体の範囲、利用目的、医療等

データを保有する民間事業者等の様々な主

体に対して一定の強制力や強いインセンテ

ィブを持って当該データを収集し利活用で

きる仕組みの在り方等の具体的な措置内容

並びに関係府省庁間の役割分担について速

やかに検討に着手し、令和７年末を目途に中

間的に取りまとめを行った上で、令和８年夏

を目途に結論を得る。なお、検討に当たって

は、デジタル庁及び厚生労働省は、情報連携

基盤の在り方及び医療等関連政策との整合

性を図る観点から主体的に関与するものと

する。 

その上で、内閣府、デジタル庁及び厚生労

働省は、関係省庁と連携しつつ、当該結論を

踏まえ、必要に応じて令和９年通常国会への

法案の提出を目指すことを含め、速やかに必

要な法令上の措置を講ずる。また、個人情報

保護委員会は、上記検討について個人の権利

利益の保護の観点から助言等を行う。 

内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、こ

れらの検討に当たっては、個人の権利利益の

保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必

要があることのほか、以下の事項に留意する
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ものとする。 

・本人同意を不要とする利活用を可能とすべ

きデータに関しては、ＥＨＤＳの内容及び

状況も参考にしつつ、例えば、①公的ＤＢ

に格納されるデータ、②医療分野の研究開

発に資するための匿名加工医療情報及び

仮名加工医療情報に関する法律に基づく

認定作成事業者が保有するデータベース

に格納されるデータ、③電子カルテデー

タ、④健康に影響を与える要因に関するデ

ータ（所得、就労、介護、家族情報、公費

負担医療、福祉等）、⑤人間の健康に影響を

与える病原体に関するデータ、⑥疾患別等

のレジストリからのデータ、⑦健康に関す

る研究対象の集団やその質問調査からの

データ、⑧バイオバンク及び関連データベ

ースからのヘルスデータ、⑨臨床試験、臨

床研究及び臨床調査のデータ、⑩治療に関

与する医師に関するデータ（経験年数、性

別、専門など）、⑪医療機器等を通じて得ら

れた電子ヘルスデータ、⑫ウェルネスアプ

リケーションからのデータ、⑬介護関連デ

ータなどといった範囲が考えられるが、国

民の健康増進、より質の高い医療・ケア、

医療の技術革新（医学研究、医薬品開発

等）、医療資源の最適配分、社会保障制度の

持続性確保（医療費の適正化等）、次の感染

症危機への対応力の強化などといった具

体的なニーズ及び重要性を踏まえ、その具

体的範囲を検討する必要があること。これ

らデータの利用者の範囲に関しては、患者

等の権利利益を適切に保護することを前

提として、その利用目的に応じて、医療機

関、薬局、訪問看護ステーション、介護事

業所（介護支援専門員等）等の医療従事者・

介護従事者、行政、研究者、製薬会社、医

療機器メーカーなどといった範囲が考え

られるが、具体的なニーズ及び重要性を踏

まえ、その具体的範囲を検討する必要があ

ること。 

・二次利用の目的に関しては、個人情報保護

法に係る今後の整備の状況を踏まえる必

要があることを前提として、公益性がある

と判断されたデータの提供等が認められ

る目的の具体例として、①健康に対する国

境を越えた深刻な脅威から国民を保護す

る活動、公衆衛生監視活動、患者安全を含

むヘルスケアの高い質と安全性及び医薬

品や医療機器の安全性を確保する活動な

ど、公衆衛生や労働衛生の分野における公

共の利益に資する活動、②医療・介護分野

の行政機関等公的機関が行う政策立案、③

統計（医療・介護分野に関連する公的統計

など）、④医療・介護分野における教育又は

指導、⑤患者等、医療従事者・介護従事者
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などのエンドユーザーに利益をもたらす

ことを目的として、公衆衛生や医療技術評

価に貢献する、あるいは医療、医薬品、医

療機器等の高い品質と安全性を評価する、

医療・介護分野に関連する科学的研究、⑥

製品やサービスの開発・イノベーションに

つながる医療機器、ＡＩシステム、デジタ

ルヘルスアプリを含むアルゴリズムのト

レーニング、テスト、評価などといった範

囲が考えられるが、具体的なニーズ及び重

要性を踏まえ検討する必要があること。 

・民間事業者等の様々な主体が保有する医療

等データの提供に関しては、ＥＨＤＳ等を

参考にしつつ、一定の強制力や強いインセ

ンティブを持って収集し、利活用できる仕

組みの在り方、そのデータを研究者や製薬

会社等が円滑に利活用するための公的な

情報連携基盤の在り方を検討する必要が

あること。また、医療等データを保有する

主体に対して、適切な保存及び保有情報

（メタデータ）のデータアクセス機関への

登録等の義務付けも含めた実効性確保の

措置を検討する必要があること。なお、民

間事業者等からのデータ提供に当たって

は、契約上の取決めを含む、法的、組織的、

技術的安全管理措置を条件とすることや、

知的財産権及び営業秘密の保護の観点で、

一定の配慮が必要であること。 

b 個人情報保護委員会は、個人情報保護法

が、いわゆる「一般法」として、医療等デー

タを含めた個人情報の適正な取扱いを通じ

個人の権利利益の保護を図ってきたが、情報

通信技術の進展、国際動向、利活用の実態等

を踏まえて、同法を不断に見直す必要がある

ことを踏まえ、以下の事項を検討し、結論を

得次第、速やかに同法の改正法案を国会に提

出する。 

・同法における、①統計作成等、特定の個人

との対応関係が排斥された一般的・汎用的

な分析結果の獲得と利用のみを目的とし

た取扱いを実施する場合の本人同意の在

り方、②公衆衛生の向上等のために個人情

報を取り扱う場合における同意取得困難

性要件の在り方、③病院等による学術研究

目的での個人情報の取扱いに関する規律

の在り方を含む、本人からの同意取得規制

の在り方と必要なガバナンスの在り方。 

・同法の確実な遵守を担保するため、必要と

される事後的な規律を一体的に整備し、全

体としてバランスの取れた法制度とする

こと。 

c 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、医

療等データの情報連携基盤の構築に関し、利

活用の個別システムの部分最適を図るので

はなく、一次利用及び二次利用の全体最適の
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観点から、データガバナンス及び医療等デー

タの情報連携基盤を一体的かつ体系的に構

築する必要があるとの指摘がなされている

ことを踏まえ、今後、民間事業者等の様々な

主体が保有するデータベースなども対象に

含めることも想定しつつ、a の医療等データ

の包括的かつ横断的な利活用に関する所要

の制度及び運用の整備に関する検討・結論と

整合的な医療等データの情報連携基盤の在

り方について速やかに検討に着手し、令和７

年末を目途に中間的に取りまとめを行った

上で、令和８年夏を目途に結論を得次第、aの

検討・措置の状況を踏まえつつ、速やかに必

要な措置を講ずる。その検討に当たっては、

公的ＤＢの仮名化情報の利用・提供及び連結

解析を可能とする際の適切な保護措置及び

各公的ＤＢの管理・運用方法も参考にしつ

つ、以下の事項に留意するものとする。 

・システムの全体構成について、連結分析可

能化が進む公的ＤＢ等も含めた今後の更

なる利活用に向けては、民間事業者等の

様々な主体が保有するデータベース（患者

等本人の健康に影響を与える要因に関す

るデータ（例えば、所得、就労、介護、家

族情報、公費負担医療、福祉等）を格納す

るデータベースを含む。）等との連結解析

が有益であることから、具体的なニーズ及

び重要性を踏まえ、正確で効率的なデータ

連結を可能とする仕組みや、クラウド環境

（クラウド型の情報連携基盤を活用した

Visiting 解析環境を含む。以下同じ。）の

整備、ＡＰＩ（Application Programming 

Interface の略称。他システムの情報や機

能等を利用することで、アプリケーション

の開発やデータの共有・利活用を容易にす

るための仕組みをいう。）の利用なども含

めたシステム構築の検討が必要であるこ

と。 

・医療等データの利用・提供を行うに当たっ

ては、それだけで本人の特定が可能となる

氏名等の情報を削除するなど、情報の加工

基準等を定めたガイドラインの整備を検

討する必要があること。 

・クラウド環境での利用を基本とし、差別な

ど本人の不利益となるような不適切利用

を防止するため、ログの活用等により利用

者のデータの利用状況の監視・監督を行う

こと。また、利用する医療等データの記憶

媒体を介した提供を可能とするかどうか

については、その必要性や要件を検討し、

明確化すること。照合禁止やデータ消去、

安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求

めることに加え、利用者に対する措置要求

の義務や、利用者に対する従業者の監督の

義務、罰則等を上乗せで設けることを検討
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する必要があること。 

・データベースに研究者、企業等がリモート

アクセス（国が指定する特定の施設に限定

せず、研究者等の自宅や研究室等からセキ

ュリティレベルを保ったまま医療等デー

タを格納するシステムにアクセスし、分

析・集計を行うことができるアクセス方式

をいう。）し、一元的で安全であるのみなら

ず迅速かつ円滑に利用・解析を行うことが

できるクラウド環境の情報連携基盤の構

築を検討する必要があること。その際、当

該情報連携基盤に求められる機能・要件や

その設計等については、医療・介護データ

等 解 析 基 盤 （ Ｈ Ｉ Ｃ :Healthcare 

Intelligence Cloud）との関係性を整理す

る必要があること。また、情報連携基盤上

で操作可能な情報の範囲に解析を補助す

るデータ（利用者が持ち込むものを含む。）

を含むこと、適切な情報セキュリティを確

保しつつ解析ソフトウェアの持込みを可

能とすること、円滑な利用・提供が可能と

なるようデータ及び利用者の規模に応じ

たクラウド環境（高性能計算向け汎用ベク

トル・行列演算プロセッサー（ＧＰＵ：

Graphics Processing Unit）、ストレージ

等）の整備を行うこと等についても検討す

る必要があること。 

・データベース間連携の際の医療等データ間

の突合手段の整備について、医療等データ

の分散構造を前提とすると、被保険者等記

号・番号等やマイナンバーの活用をも含め

たデータ連携のためのＩＤ整備を検討す

る必要があること。なお、この場合、二次

利用を行う者において、特定の個人が識別

される可能性の増大の有無を踏まえて、個

人の権利利益の保護の観点から必要な措

置を検討する必要があること。 

・医療等データの利活用に当たっては、現在

の電子カルテ情報共有サービスの対象情

報（３文書６情報（①キー画像等を含む診

療情報提供書、②キー画像等を含む退院時

サマリー及び③健康診断結果報告書の文

書情報並びに①傷病名情報、②薬剤アレル

ギー等情報、③その他アレルギー等情報、

④感染症情報、⑤検査情報（救急時に有用

な検査、生活習慣病関連の検査）及び⑥処

方情報の医療情報））よりも、より広い範囲

の情報の標準化が求められていること。特

にニーズのある情報は、電子カルテ内で医

師がテキストで入力している情報である

と指摘されているが、そのままでは利活用

ができず何らかの処理を行う必要もあり、

構造化等の取組が必要になること。加え

て、利活用の現場ニーズと、データ整備に

要する社会コストを踏まえると、例えば、
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①診察時のバイタルサイン、②画像診断情

報、③診療録のテキストにある臨床情報、

④画像・病理レポート、手術記録、⑤注射

剤・外用剤の投与指示用法・用量、⑥ワク

チン接種情報（任意接種を含む。）、⑦確定

診断された病名、⑧妊娠・出産関連情報、

⑨家族情報（既往歴等）といった項目を利

用可能とすることについて、医療現場の手

間・負担と、システム改修に伴う費用を勘

案しつつ適切に検討を行うことが必要で

あること。 

・電子カルテ情報共有サービスにおいては、

標準交換規格として、諸外国でも活用され

るＨＬ７ＦＨＩＲ（ Fast Healthcare 

Interoperability Resources）に準拠する

動きがあるなど、国際整合性が確保された

標準化が進められているところ、現在の創

薬や医療機器開発についても国際連携が

不可欠であることを踏まえると、国際整合

性の確保や国際連携を見越した標準化を

進めていく必要があること。 

d 内閣府及び厚生労働省は、公的ＤＢのほ

か民間事業者等の様々な主体が保有するデ

ータベースをも包含する医療等データの利

用申請に対する審査及びデータ利活用の監

督体制について、その審査の適正性及び利用

者の利便性の観点を考慮しつつ、ＥＨＤＳ等

を参考に、個々のデータ提供の審査及びその

提供方法の整合性を担保する効果的なガバ

ナンスの構築に関して速やかに検討に着手

し、令和７年末を目途に中間的に取りまとめ

を行った上で、令和８年夏を目途に結論を得

次第、a の検討・措置の状況を踏まえつつ、

速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当

たっては、以下に留意するものとする。 

・人を対象とする生命科学・医学系研究に関

する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生

労働省・経済産業省告示第１号）の適用関

係について必要な整理を行った上で、公的

ＤＢ等の利用申請に対する、その利用目的

の公益性の判断、分析手法などの利用方

法・手段及び利用する医療等データの範囲

の審査については、公平性を担保しつつ、

利用者の利便性に配慮する必要があるこ

と。また、データ提供の審査においては倫

理的な観点の審査を行うことを前提に、研

究実施機関等における倫理審査を必ずし

も求めないことについても検討すること。 

・医療等データの利用・提供に関する審査基

準を含む、ガイドラインの整備を検討する

必要があること。その際、研究者、企業等

が研究等を行うに当たっては、探索・試行

的なデータ解析を行うことが通常である

ことに留意すること。また、医療等データ

の利用による研究等を基礎とする場合で
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あっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆

の衛生を害するおそれがない限り、特許を

受けることを可能とすることについて検

討する必要があること。 

・利用申請から利用者が実際にデータの利用

を開始し得るまでに要する期間について、

研究者、企業等のニーズを踏まえた上で、

公的ＤＢにおけるデータ利用申請からデ

ータ利用開始までに要する期間も踏まえ

つつ、可能な限り短期間での提供が可能と

なるよう検討する必要があること。 

・一つの研究等に対する個別限定的な契約だ

けではなく、同一目的（例えば、ある領域

の治療薬開発）上の複数の研究（その実施

時期が異なるもの）に利用することが同一

契約で実施できる包括的な利用契約形態

の導入を検討する必要があること。 

・提供申出（変更申出を含む。以下同じ。）に

係る手数料（基本利用料（審議や実地監査

等に係る費用）、調整業務料（提供するデー

タの内容の調整事務に係る費用）、データ

料（データベースの運用及びデータ抽出に

係る費用）及びクラウド環境利用料（クラ

ウド環境の構築及び提供に係る費用））に

ついては、提供申出ごとに積算される実費

制のほか、事前に手数料の概算を把握でき

る制度（一定期間ごとに定額で積算される

定額制等）の導入を検討する必要があるこ

と。 

・審査委員会による審査の結果は定期的に公

表するなど、審査の透明性を確保する必要

があること。 

3 
治験に係る広告規制の見

直し 

承認前の医薬品等に係る広告については、

医薬品等の不適正な使用とそれによる危害

の発生を防止するため、医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律第 68 条により、一律に禁止されている

が、製薬企業等が行う治験に係る情報の提供

については、ｊＲＣＴ（Japan Registry of 

Clinical Trials：臨床研究等提出・公開シス

テム）に登録・掲載されている範囲内である

限りにおいて、「治験に係る情報提供の取扱

いについて」（令和５年１月 24日厚生労働省

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通

知。以下「課長通知」という。）により、「治

験に係る情報を求める者のみに対して情報

提供」を行う場合には「広告」には該当しな

いこととされており、製薬企業等は患者等に

対して治験に係る情報の提供を行い、被験者

募集等を行っている。 

一方で、 

・「治験に係る情報を求める者」の該当性につ

いて具体的な基準等が示されていないこ

とから、製薬企業等は広告規制に抵触する

ことを避けるため過度に情報発信を控え

a：令和７年度検

討・結論・措置 

b：令和７年度中

を目途に措置 

c：令和７年度上

期検討開始、令和

８年上期結論、結

論を得次第速やか

に措置 

厚生労働省 
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ており、結果として治験に係る情報を求め

るがん患者等が当該情報を得にくい状況

につながっている 

・患者等が治験に係る情報を得にくい環境に

あることが、ドラッグ・ラグ（欧米では承

認されているが日本では承認されていな

い医薬品が発生している事象のことをい

う。）／ドラッグ・ロス（欧米では承認され

ているが日本では承認されていない医薬

品が発生している事象のうち、特に日本で

の開発に着手されていないものをいう。）

の背景にある 

・治験に係る情報提供可能な対象者を「治験

に係る情報を求める者」に限定しているこ

とは、我が国独自の規制であり、国際共同

治験を推進する観点からも、本規制を国際

整合のとれた規制に見直す必要がある 

との指摘がある。 

以上を踏まえ、患者等の治験に係る情報へ

のアクセス向上及び国際整合のとれた薬事

規制を実現するため、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、患者等が、ｊＲＣＴにおい

て掲載されているなど信頼性の高い治験の

情報について、治験広告に掲載された二次元

コード等から治験薬の名称等を含むウェブ

サイトにアクセスし治験に係る情報を得る

こと、動画投稿サイトにおいて治験薬の名称

等を含む日本語での動画から治験に係る情

報を得ることなど信頼性の高い治験に係る

情報に円滑にアクセスすることを可能とす

る方策について、患者団体、製薬団体及び有

識者の意見を踏まえて検討し、結論を得次

第、速やかに所要の措置を講ずる。なお、検

討に当たっては、課長通知における「治験に

係る情報を求める者のみに対して情報提供」

を行うとの制限について、当該制限の撤廃及

び当該情報提供の該当性の明確な基準、Ｑ＆

Ａ等を周知することを含めて検討する。 

b 厚生労働省は、患者等が、ｊＲＣＴにおい

て、患者の疾患に即した治験に係る情報を容

易に検索し、及び閲覧することを可能とする

ため、ｊＲＣＴについて、以下の点を含め、

所要のシステム改修を行う。 

・患者等の閲覧ニーズが高い情報（実施医療

機関、同意説明文書、レイサマリー（治験

の内容や結果を患者等が読んで理解でき

るように作成されたものをいう。）等）が掲

載できる箇所等の新設 

・検索システムの見直しによる検索精度の向 

上 

・患者等が閲覧しやすいウェブサイトとなる

よう、患者等の閲覧ニーズの高い情報から

順に掲載するなどユーザーインターフェ

ースの改善 

・掲載されている治験に係る情報に関する相
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談窓口の明確化 

c 厚生労働省は、疾病名、疾病部位など一定

の患者情報に基づき、患者が被験者となり得

る治験に係る情報について、プッシュ型で患

者等に情報提供を可能とする方策について、

患者団体、製薬企業及び有識者の意見を踏ま

えて検討し、結論を得次第、速やかに所要の

措置を講ずる。 

 

（２）スタートアップ・イノベーション促進 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

スタートアップの成長促

進に向けたのれんの会計

処理の在り方の検討 

a 内閣府及び経済産業省は、我が国会計基

準におけるのれんの会計処理の在り方に関

し、企業会計基準委員会（以下「ＡＳＢＪ」

という。）において、スタートアップに係るＭ

＆Ａを促進する観点から検討が行われるよ

うスタートアップ関係者から公益財団法人

財務会計基準機構に対して提案がなされる

ことについて、フォローする。 

b 金融庁は、我が国会計基準におけるのれ

んの会計処理の在り方に関する提案がなさ

れた場合には、ＡＳＢＪにおける議論におい

て、こうした提案を行っているスタートアッ

プ関係者の問題意識が十分くみ取られ、適切

な議論が行われるよう、検討プロセスも含め

フォローする。 

a：措置済み 

b：継続的に措置 

a：内閣府 

経済産業省 

b：金融庁 

2 
スタートアップへの資

金供給手段の拡大 

a 法務省及び金融庁は、融資と新株予約権

の付与を組み合わせた資金調達方法である

新株予約権付融資について、融資を実行する

銀行等の金融機関において、スタートアップ

から交付される新株予約権が、上限金利を定

める利息制限法（昭和 29 年法律第 100 号）

及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締

りに関する法律（昭和 29 年法律第 195 号。

以下「出資法」という。）における利息に該

当するかどうかが不明確であること、また、

新株予約権が利息に該当する場合において、

新株予約権の標準的な価格算定方法が定ま

っていないことが、金融機関が新たに新株予

約権付融資を行う上での障害となっている

との指摘があることを踏まえ、スタートアッ

プに対する新株予約権付融資の法的安定性

を向上させ、その活用促進を図る観点から、

民間事業者団体が設置予定の新株予約権付

融資の普及における課題に関する検討会に

参加し、以下を含む論点の明確化に資するよ

う、法令解釈に係る意見、助言、情報提供そ

の他の協力を行う。 

①利息制限法第１条及び出資法第５条第２

項に定める利息の意義及び新株予約権付

融資における新株予約権が利息制限法及

び出資法において定める利息に該当する

か否か（以下「利息該当性」という。）の

判断基準。特に（ⅰ）融資が予定どおりに

a：令和７年度措

置 

b：令和７年調

査・検討開始、

結論を得次第可

能なものから速

やかに措置 

a：法務省 

金融庁 

b：金融庁 
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返済された際に貸手が新株予約権を放棄

することをあらかじめ新株予約権交付契

約において定めている場合（新株予約権交

付契約において、新株予約権が融資に対す

る保全の性質を有する場合）の利息該当

性、（ⅱ）新株予約権の交付時点で換価性

が極めて低く、かつ、権利行使を借手の上

場時やＭ＆Ａ完了時などに限定している

場合の利息該当性、（ⅲ）融資契約と新株

予約権交付契約が別契約であり、かつ、新

株予約権の交付が融資に連動しない場合

の利息該当性。 

②①において新株予約権が利息に該当する

場合における、新株予約権付融資全体の貸

出金利が利息制限法第１条及び出資法第

５条第２項に掲げる上限金利内であるこ

との疎明方法。具体的には、金利計算時に

おける新株予約権の価格算定の在り方。 

③借手が融資契約に定める期限に先立ち融

資を弁済した場合における、貸手における

金利の再計算の必要性。その必要がある場

合における、実務的に実施可能な再計算の

方法。当該再計算の結果、上限金利を超過

した場合における、貸手利益の保護の方

策。 

b  金融庁は、ＡＩも活用した新たな審査手

法を用いて融資を行うフィンテック事業者

等を含め、預金等を受け入れないで与信業務

を営む企業（以下「ノンバンク」という。）

が行うスタートアップ等への融資において、

当該融資を行うノンバンクが社債による資

金調達を行う場合には、金融業者の貸付業務

のための社債の発行等に関する法律（平成

11年法律第 32号。以下「ノンバンク社債法」

という。）第６条第１項第２号及び金融業者

の貸付業務のための社債の発行等に関する

法律施行令（平成 11 年政令第 156 号）第４

条により、資本金又は出資の額が 10 億円以

上との要件（以下「資本金・出資額要件」と

いう。）を満たす必要があるが、融資を行う

ノンバンク自身がスタートアップである場

合には当該資本金・出資額要件を満たすこと

が困難であり、このため資金調達を十分に行

うことができず、融資を求めるスタートアッ

プへの資金供給を断念する場合があるとの

指摘や、金融庁「資金決済制度等に関するワ

ーキング・グループ」報告（令和７年１月 22

日）において、貸金業法（昭和 58 年法律第

32 号）により、貸金業者が行う貸付に対し

て、借手の属性や貸付の態様等にかかわら

ず、基本的に各種の規制を一律に課している

ことについて、「リスクに応じた適切な規制

が課されるよう、貸金業法の柔構造化につい

ても、今後中長期的に検討を深めていくこと

が望ましい」とされていること等を踏まえ、
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スタートアップを含め貸手企業と借手企業

が直面する融資等に係る貸金業法、ノンバン

ク社債法その他関係法令に関する課題につ

いて調査を行うとともに、借手の適切な保護

を前提とした上で、スタートアップへの資金

供給の拡大を図る観点から、調査結果を踏ま

えて明らかになった課題に対する対応策を

検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。

その際、資本金・出資額要件の見直しの要否

についても検討を行う。 

3 

スタートアップを生み

育てるエコシステムの

健全な発展に向けたハ

ラスメント防止及び救

済のための環境整備 

a 経済産業省は、金融庁、法務省及び厚生

労働省と連携して、起業家に対するハラス

メントを防止し、また、被害にあった起業

家が迅速かつ適切な救済を受けることがで

きる環境を整えるため、起業家や投資家・

ベンチャーキャピタル、顧客・取引先、メ

ンター・アドバイザー等の様々な関係者（以

下「スタートアップ関係者」という。）を対

象に、ハラスメントの経験の有無やその内

容を含む起業家の抱える課題やスタートア

ップ向け相談窓口を含む対策へのニーズな

どに関する必要な調査を行う。 

また、経済産業省は、金融庁、法務省及

び厚生労働省と連携して、当該調査結果を

踏まえ、速やかにハラスメントの防止及び

救済のために必要な措置について検討し、

結論を得る。 

b 法務省は、起業家、スタートアップ関係

者等に対し、ハラスメントなどの人権侵害

に直面した場合に、「人権相談」が利用可能

であることを、例えば、ホームページへの

情報掲載やイベント等を通じて周知する。

周知に当たっては、その内容として、①匿

名での相談やハラスメントを受けた本人以

外でも相談が可能であること、②必要に応

じて、法務局職員又は人権擁護委員が人権

侵犯事件の調査・措置を行うこと、③相談

内容等を踏まえて、警察など様々な関係機

関の紹介を実施していることなどを含める

ものとする。 

c 厚生労働省は、特定受託事業者に係る取

引の適正化等に関する法律（令和５年法律

第 25号）第２条第２項に規定する特定受託

業務従事者に該当する起業家が存在し得る

ことに鑑み、①当該起業家と特定業務委託

事業者に該当する取引先との間の業務委託

については同法の適用があり、当該取引先

が業務委託におけるハラスメントについて

の相談対応のための体制整備義務等を負う

こと、②フリーランス・トラブル 110番（厚

生労働省が外部委託して運営する、フリー

ランスや個人事業主が契約上・仕事上のト

ラブルについて弁護士に無料で相談できる

相談窓口。和解あっせん手続も可能。）の利

用が可能であること等を、特定業務委託事

a：（前段）令和

７年度措置、（後

段）速やかに結

論 

b～d：令和７年

度措置 

a：経済産業

省 

金融庁 

法務省 

厚生労働省 

b：法務省 

c：厚生労働

省 

d：金融庁 

経済産業省 
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業者や当該起業家等に対し、例えば、厚生

労働省ホームページへの情報掲載、イベン

ト等を通じて周知する。 

d 金融庁及び経済産業省は、「ベンチャー

キャピタルにおいて推奨・期待される事項」

（令和６年 10 月 17 日ベンチャーキャピタ

ルに関する有識者会議）の周知・普及に際

しては、ベンチャーキャピタルに推奨され

るコンプライアンス管理の体制確保には、

投資先企業との関係においても、ハラスメ

ント防止を含め、コンプライアンス管理の

体制整備を行うことが含まれる旨を明確に

する。 

4 

株式対価Ｍ＆Ａの活性

化に向けた会社法の見

直し 

法務省は、以下の内容等の株式対価Ｍ＆

Ａの活性化に向けた会社法の改正を検討

し、法制審議会への諮問を行う。法務省は、

法制審議会（同審議会から調査審議を付託

された会社法制（株式・株主総会等関係）

部会を含む。）において、以下の内容等の会

社法の改正を検討し、令和８年度内を目途

にできるだけ早期に結論を得て、結論を得

次第速やかに必要な法案を国会に提出す

る。 

①株式交付を外国会社の買収にも利用可能

とするに当たっては、外国会社を日本の

株式会社に相当する会社のみとすると対

象となる会社が限定され、会社法改正の

意義が減殺されるとの指摘を踏まえ、外

国会社の定義について、株式会社に加え、

米国のＬＬＣなどの持分会社やこれに類

似する会社も含まれるものとする。あわ

せて、日本においても、株式の譲渡に当

たり会社の承諾を必要とする株式会社で

あっても株式交付の対象とされており、

持分の譲渡に当たり他の社員の承諾を必

要とする持分会社を対象としても支障は

生じないとの指摘を踏まえ、合同会社を

株式交付の対象とすること。 

②株式交付が、会社法第５編に規定する合

併、株式交換等（以下「組織法上の行為」

という。）の一類型として一度の制度利用

で買収会社が買収対象会社を子会社化す

る場合のみの利用に限られている点につ

いて、（ⅰ）単に親子会社関係を新たに創

設する場合のみを組織法上の行為と位置

付けるのではなく、組織法上の行為に位

置付けられる行為が有する性質に着目し

てその対象となる範囲を決すべきである

こと、（ⅱ）株式交付が会社法上、組織法

上の行為に位置付けられる理由は、株式

交付における買収対象会社に関する情報

を開示して、株式交付をする株式会社の

株主総会決議を経ている点にあるとの指

摘を踏まえ、当該決議を経る子会社株式

の追加取得も株式交付の対象とするこ

（前段）措置済

み、（後段）令和

６年度検討開

始、令和８年度

内を目途にでき

るだけ早期に結

論、結論を得次

第速やかに措置 

法務省 
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と。 

③株式交付の承認のための買収会社におけ

る株主総会決議に関して、買収対象会社

の株主に交付する株式と現金の合計が買

収会社の純資産額の５分の１を超えない

ときに株主総会を不要とする会社法の規

定について、株式と現金を組み合わせた

混合対価によるＭ＆Ａの活性化のため手

続の簡素化を求める意見を踏まえ、買収

会社における株主総会決議の要否は、買

収対象会社の株主に交付する株式のみに

よって判定を行うものとすること。 

5 
非上場株式の発行・流

通の活性化 

金融庁は、投資家保護の要請を踏まえつ

つ、スタートアップへの資金供給の拡大の

観点から、令和６年６月の規制改革実施計

画に基づく、非上場株式の発行市場及び流

通市場の活性化に係る以下の事項について

検討の加速化を行い、令和７年度中に結論

を得る。当該結論を得次第、速やかに必要

な措置を講ずる。 

① 事業者において株式による資金調達を行

う際に過大な手続コストがかかるという

指摘を踏まえ、令和７年度中に実施する

当該資金調達時にかかる手続コストなど

事業者負担に関する実態調査の結果も踏

まえた上で、金融商品取引法（昭和 23年

法律第 25 号。以下「金商法」という。）

第４条第１項第５号に基づく有価証券届

出書の届出免除基準について、当該基準

の引上げを含めた制度の在り方及び同法

第５条第２項に基づく少額募集における

段階的かつ合理的な開示制度の在り方

（例えば、少額募集の上限を 20億円程度

まで引き上げ、１億円から５億円未満、

５億円から 10 億円未満、10 億円から 20

億円未満の金額帯で開示を簡素化する案

等）。 

② スタートアップ等が株式による資金調達

を行いやすくする観点から、金商法第２

条第３項第１号及び金融商品取引法施行

令（昭和 40年政令第 321号）第１条の５

に基づく少人数私募における人数要件

（49名以下）の緩和並びに人数計算を勧

誘者基準から取得者基準に変更する等の

私募の在り方。 

③ スタートアップ・エコシステムを進化さ

せ、特定投資家の裾野拡大を通じて資金

調達環境を整備する観点から、金商法第

34 条の４に基づき特定投資家以外の顧

客である個人がその投資判断能力・リス

ク許容度に応じて特定投資家とみなされ

る場合の要件の在り方。 

令和７年度結

論、結論を得次

第速やかに措置 

金融庁 

6 

バーチャルオンリー株

主総会の活用に向けた

環境整備 

a 法務省は、産業競争力強化法（平成 25

年法律第 98号）において同法の確認を受け

た株式会社に対して会社法の特例として認

a：（前段）措置

済み、（後段）令

和６年度検討開

a：法務省 

b：法務省 

経済産業省 
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められている、場所の定めのない株主総会

(以下「バーチャルオンリー株主総会」とい

う。)について、当該確認の有無にかかわら

ず、その開催を容易にし、デジタル技術を

活用して、地方など遠隔の居住者を含む株

主が出席しやすい株主総会を実現するた

め、以下の各事項を含む会社法の改正を検

討し、法制審議会への諮問を行う。法務省

は、法制審議会（同審議会から調査審議を

付託された会社法制（株式・株主総会等関

係）部会を含む。）において、以下の各事項

を含む会社法の改正を検討し、令和８年度

内を目途にできるだけ早期に結論を得て、

速やかに必要な法案を国会に提出する。 

①バーチャルオンリー株主総会が株式会社

との対話の機会を充実させる制度である

こと、また、株主総会の招集に必要な事

項の決定は会社法において取締役（会）

の権限とされていることを踏まえ、バー

チャルオンリー株主総会の開催に際し産

業競争力強化法で必須とされる経済産業

大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定

めを不要とすること。 

②株主総会の開催時間中に通信障害が発生

した際における株主総会決議の有効性を

懸念する意見があることを踏まえ、通信

回線やオンライン会議に関するソフトウ

ェアの障害などの当該株主総会を開催し

た株式会社の責めに帰すことが適切では

ない通信障害により、株主が議事を十分

に視聴できなかったり、議決権を適時に

行使できなかった場合であっても、当該

株主総会の決議の効力が影響を受けない

よう、セーフハーバールール（例えば、

株式会社の故意又は重大な過失によって

通信障害が生じた場合に限り、株主総会

決議の取消事由とすることなど）の規定

を設けること。 

③バーチャルオンリー株主総会は議事進行

に支障を生じさせようとする者にとって

も複数の株主総会への同時出席を可能と

するため、より多くの株主総会において

議事進行の妨害が発生することが危惧さ

れるという意見があることを踏まえ、例

えば、株主による濫用的な質問権の行使

や動議の提出による議事進行の妨害を防

止するため、株主総会当日の、株主によ

る議案の提出を制限したり、株主からの

質問に対する取締役の説明義務を免除す

ることができるなどの規定を設けるこ

と。 

b 法務省は、上記 a②及び③の検討に際

し、株式会社が講ずべき通信障害対策、議

事進行を妨害する株主に対して議長が執り

得る措置等、バーチャルオンリー株主総会

始、令和８年度

内を目途にでき

るだけ早期に結

論、結論を得次

第速やかに措置 

b：令和６年度検

討開始、令和８

年度内を目途に

できるだけ早期

に結論、結論を

得次第速やかに

措置 



 

81 

の実施に当たり論点となる事項についての

解釈を明確化するため、会社法の改正と併

せて、必要に応じて産業競争力強化法に基

づくバーチャルオンリー株主総会を所管す

る経済産業省と連携しつつ、所要の措置を

講ずる。 

7 
バーチャルオンリー社

債権者集会の実現 

法務省は、会社法では開催が認められて

いない、場所の定めのない社債権者集会（以

下「バーチャルオンリー社債権者集会」と

いう。）について、その実施が可能となるよ

う、以下の各事項を含む会社法等の改正を

検討し、法制審議会への諮問を行う。法務

省は、法制審議会（同審議会から調査審議

を付託された会社法制（株式・株主総会等

関係）部会を含む。）において、以下の各事

項を含む会社法等の改正を検討し、令和８

年度内を目途にできるだけ早期に結論を得

て、速やかに必要な法案を国会に提出する。 

①会社法改正前に募集された社債について

も、会社法改正後に募集された社債との

間でバーチャルオンリー社債権者集会の

開催のしやすさに差異が生じないよう、

会社法改正後に求められるバーチャルオ

ンリー社債権者集会の実施を可能とする

ための要件（例：社債の募集事項への記

載）を満たしたものと扱うための規定又

は経過措置を設けること。 

②通信回線やソフトウェアの障害などの会

社の責めに帰すことが適切ではない通信

障害により、社債権者が議事を十分に視

聴できなかったり、議決権を適時に行使

できなかった場合であっても社債権者集

会の決議に係る裁判所の認可が得られる

よう、場所の定めのない株主総会におけ

るセーフハーバールール（通信回線やオ

ンライン会議に関するソフトウェアの障

害などの当該株主総会を開催した株式会

社の責めに帰すことが適切ではない通信

障害により、株主が議事を十分に視聴で

きなかったり、議決権を適時に行使でき

なかった場合であっても、当該株主総会

の決議の効力が影響を受けないよう、例

えば、株式会社の故意又は重大な過失に

よって通信障害が生じた場合に限り、株

主総会決議の取消事由とすることなどの

規定）を参考として必要な規定を設ける

こと。 

③社債権者であることの証明を書面で行う

こととしている、社債、株式等の振替に

関する法律（平成 13 年法律第 75 号）に

ついて、社債権者集会において議決権を

行使するための証明に書面が要求される

ため、社債権者集会の電子化及び効率化

の妨げとなっているとの意見があること

を踏まえ、金融庁とも連携し、同法の改

（前段）措置済

み、（後段）令和

６年度検討開

始、令和８年度

内を目途にでき

るだけ早期に結

論、結論を得次

第速やかに措置 

法務省 

金融庁 
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正により、電磁的方法による証明など簡

易かつ迅速な方法で社債権者であること

の証明を可能とすること。 

8 

持続的な成長及び中長

期的な企業価値向上に

向けた株式会社と株主

との建設的かつ実効的

な対話の促進 

a 法務省は、持続的な成長及び中長期の企

業価値向上に向けた株式会社と株主との建

設的かつ実効的な対話を促進するため、法

制審議会（同審議会から調査審議を付託さ

れた会社法制（株式・株主総会等関係）部

会を含む。以下同じ。）において、以下の各

事項を含む会社法の改正を検討し、令和８

年度内を目途にできるだけ早期に結論を得

て、速やかに必要な法案を国会に提出する。 

①実質株主（株式の議決権の指図権限等を

有する者をいう。以下同じ。）を正確に把

握するため、株式会社が名義株主（株主

名簿上の株主をいう。以下同じ。）等に実

質株主の情報の提供を請求することがで

きる制度（以下「実質株主確認制度」と

いう。）を導入すること。その際、株式会

社が適切な対話の相手方をより正確かつ

確実に把握するため、例えば、株式会社

が実質株主であると考える者その他の対

話の必要があると考える者に対して、情

報の提供を直接請求することを可能とす

る制度など、実質株主確認制度を補完す

る制度の要否についても検討する。 

②実質株主確認制度の実効性を担保する観

点から、名義株主が実質株主の氏名・名

称、住所、連絡先、議決権を有する株式

数などの基本的な情報について、単に事

務処理の誤り等の場合を除き、情報の提

供をせず、又は虚偽の情報を提供した場

合には、当該実質株主に係る株式につい

て議決権の停止を可能とすること。その

際、議決権停止の対象となる名義株主及

び議決権数について、株主総会までに株

式会社が適切に判断することが可能な制

度となるよう留意する。 

③近年の投資単位の引下げ等の動向も踏ま

えつつ、株主総会における株式会社と株

主との建設的かつ実効的な対話の機会を

充実させるため、株主提案権の行使要件

のうち、300 個以上の議決権を有する株

主が株主提案権を行使できるとする議決

権数を基準とする行使要件について、当

該行使要件の廃止の要否を含めて検討す

ること。その際、議決権数を基準とする

行使要件の単純な廃止のみならず、株主

提案権の行使に必要な議決権数の引上

げ、株式会社が定款で株主提案に必要な

議決権数を定められるものとすること、

議決権数を基準とする行使要件に代替す

る行使要件など、様々な株主提案権の行

使要件の在り方を検討するほか、株主提

案に代替する株式会社と株主の対話を充

a：令和８年度内

を目途にできる

だけ早期に結

論、結論を得次

第速やかに措置 

b：令和７年開

始、改正会社法

施行まで継続的

に措置 

a:法務省 

b:法務省 

 金融庁 
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実させる方策についても検討を行う。 

b 法務省は、導入後の実質株主確認制度が

円滑に機能するよう、効率的な運用及び運

用スキームを検討するための名義株主とな

る金融機関を始めとした民間事業者団体の

取組に対し、金融庁と連携しつつ、法制審

議会における議論状況の適時の共有その他

の協力を行う。 

9 

従業員等に対する株式

報酬の無償交付を可能

とする会社法の見直し 

法務省は、従業員及び子会社役職員（以

下「従業員等」という。）に対する株式の無

償交付が可能となるよう、以下の各事項を

含む会社法の改正を検討し、法制審議会へ

の諮問を行う。法務省は、法制審議会（同

審議会から調査審議を付託された会社法制

（株式・株主総会等関係）部会を含む。）に

おいて、以下の各事項を含む会社法の改正

を検討し、令和８年度内を目途にできるだ

け早期に結論を得て、速やかに必要な法案

を国会に提出する。 

①従業員等に株式の無償交付を可能とする

際の既存株主への配慮に関して、（ⅰ）当

該交付は経営判断の範疇と整理し得ると

の指摘に加え、（ⅱ）特に公開会社におい

ては募集株式の発行は取締役会の決議で

可能とされていること、（ⅲ）従業員等の

労働意欲の向上その他の効果が得られる

と考えられるのであれば、会社側が適正

な便益を受領しているものと評価するこ

とができ有利発行とはならないとの指摘

を踏まえ、株主総会決議を不要とするこ

と。 

②子会社役職員を株式の無償交付の対象と

するに当たっては、子会社役職員であっ

ても当該子会社の企業価値向上を通じて

親会社の企業価値向上に貢献しており、

親会社に対して便益を提供している一方

で、完全子会社の役職員のみを制度の対

象とした場合、子会社において他社の出

資を受け入れて新規事業を行うときや、

外国法人が現地法人を完全子会社化する

ことができない法制度を採用している国

において制度を利用できなくなるため、

法改正の意義が失われるとの指摘を踏ま

え、完全子会社以外の子会社役職員に対

しても株式の無償交付を可能とするこ

と。 

（前段）措置済

み、（後段）令和

６年度検討開

始、令和８年度

内を目途にでき

るだけ早期に結

論、結論を得次

第速やかに措置 

法務省 

10 

賃金のデジタル払いの

社会実装促進によるキ

ャッシュレス決済の拡

大 

a 厚生労働省は、賃金のデジタル払いにつ

いて、令和６年 11月末日時点で申請中の資

金移動業者に対して同年度内に速やかに指

定を行うことができるよう適切な助言等を

行う。 

b  厚生労働省は、今後の指定審査を迅速に

行う観点から、例えば、賃金デジタル払い

の口座の上限超過時又は資金移動業者の破

綻時に上限超過額又は保証機関による弁済

a,b：措置済み 

c：令和７年上期

に検討開始、結

論を得次第速や

かに措置 

a,b：厚生労

働省 

c：厚生労働

省 

金融庁 
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額を受け入れるための口座（以下「指定代

替口座」という。）の有効性を事業者が確認

する頻度について、事業者のシステムやサ

ービス内容も踏まえつつ半年から１年程度

の合理的な期間ごとであれば指定要件を満

たすこと等を明確化する。また、標準処理

期間（２か月程度）に含まれない相談によ

る時間も含めて合理的に事業者が手続に要

する時間を予見できるよう、指定プロセス

全体を明確化する。 

c  厚生労働省は、令和５年６月の規制改革

実施計画で「制度施行から２年経過後を目

途に、制度利用状況を基に、必要十分な要

件の在り方を含めた課題の有無の検証を開

始する」とされていることを踏まえ、金融

庁と連携し、労働者の賃金の安全性・確実

性を担保しつつ賃金のデジタル払いの社会

実装を実効的に促進する観点から、以下の

各事項の見直しの要否を含め検討し、結論

を得次第、速やかに必要な措置を行う。 

① 資金移動業者の破綻時の資産保全要件 

金融審議会資金決済制度等に関するワー

キング・グループにて議論されている、

資金移動業者の破綻時における利用者資

金の返還方法の多様化が実現した場合、

資金決済に関する法律（平成 21年法律第

59号）上の資産保全方法において保証会

社等による労働者に対する直接返還が可

能となり、資金移動業者の破綻時に労働

者への迅速な資金返還が担保されること

を踏まえ、資産保全要件の廃止又は大幅

な緩和を行うこと。その際、破綻時に６

営業日以内に労働者に弁済するとの要件

についても、併せて見直しを行うこと。 

② 指定代替口座の必置要件 

外国人を含む銀行口座を持たない労働者

であっても賃金デジタル払いの対象とす

るため、当該労働者の利益を適切に代弁

する者の意見を十分に踏まえ、指定代替

口座については預貯金口座等に限定する

との要件を見直し、例えば当該外国人が

本国に有する銀行口座への送金、ＡＴＭ

による返還等の代替的手法を認めるこ

と。 

③ その他の要件 

労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省令

第 23号）が定める資金移動業者が技術的

能力・社会的信用を有しているか否かの

判断において、個人情報の取扱いに係る

第三者機関による認証（プライバシーマ

ーク）を求めないこと、また、賃金デジ

タル払いの口座からの現金での払出方法

においては１円単位での払出要件を廃止

し、例えば紙幣単位での払い出しを認め

ること。 
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11 

無人航空機（ドローン）

の更なる活用・普及に

向けた環境整備 

a 国土交通省は、無人航空機（以下「ドロ

ーン」という。）による物資輸送（災害時を

含む。）を効率化し、社会実装を加速する観

点から、昨今のＡＩその他の技術進歩を踏

まえ、一人の操縦者による複数のドローン

の同時運航（以下「多数機同時運航」とい

う。）を航空法（昭和 27 年法律第 231 号）

の体系下で実現するための具体的な要件

（飛行可能な機体数、機体の機能及び性能、

運航事業者に求められる体制、操縦者に求

められる技能等）について、安全運航の確

保と幅広い事業者の参入による社会実装の

推進とのバランスに考慮しつつ、新技術の

導入状況を加味した検討を行い、所要のガ

イドライン等を策定する。 

b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシス

テムでの常時監視を前提とした本格的な多

数機同時運航のルール（a で掲げる事項の

更新のほか、事故時の責任制度、運航時に

おけるＡＩによる人・障害物等の自動検知

の推進を含む。）の整備、②小型無人機に係

る環境整備に向けた官民協議会で示された

「空の産業革命に向けたロードマップ」に

規定される多種の機体が混在する飛行場所

の空域を指定し飛行前から飛行後まで一貫

した交通管理を行うＵＴＭステップ３の早

期導入について、今後のドローンの社会実

装や技術開発等の状況も踏まえつつ、関係

者とスケジュールを検討し、当該内容に沿

って所要の措置を講ずる。 

a：措置済み 

b：令和７年度以

降継続的に措置 

国土交通省 

12 

特定小型原動機付自転

車（電動キックボード

等）の安全性確保 

a 警察庁は、電動キックボード等が交通ル

ールを遵守された上で安全に活用されるよ

う、電動キックボード等の販売やシェアリ

ングサービスを提供する民間事業者等と連

携して必要なデータを収集した上で、利用

実態や違反及び事故の状況・原因等を踏ま

え重点的な取組が必要と考えられる者や地

域に対して交通ルールの周知・広報、取締

りの強化を行うとともに、関係省庁及び民

間事業者で構成されるパーソナルモビリテ

ィ安全利用官民協議会（以下「協議会」と

いう。）における議論を踏まえ、更なる交通

ルールの遵守、事故防止等に必要な取組を

行う。 

また、警察庁は、関係省庁の協力を得て、

これらの取組の効果について、ＥＢＰＭ

（Evidence Based Policy Making）を実践

する観点から、客観的データ等に基づきモ

ニタリング・評価・検証を行い、その結果

を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じ

る。 
b 国土交通省は、特定小型原動機付自転

車等の性能等確認制度に関する告示（令和

４年国土交通省告示第 1294号）に基づく

性能等確認制度（国土交通大臣の認定を受

a：（前段）令和

７年以降令和８

年度まで継続的

に措置、（後段）

令和８年度措置 

b：令和７年以降

令和８年度まで

継続的に措置 

a：警察庁 
b：国土交通

省 
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けた者が、電動キックボード等について道

路運送車両の保安基準（以下「保安基準」

という。）への適合性及び品質管理に関す

る体制の確認を行う仕組み）の活用を徹底

するとともに、インターネット等で流通し

ている電動キックボード等の抜取りによる

調査等により必要な情報を収集し、分析す

ること及びこれに基づく販売事業者等への

指導、関係省庁への情報共有等の適切な措

置を講じることを通じ、引き続き保安基準

不適合品の流通防止を行う。また、協議会

における議論を踏まえ、電動キックボード

等の更なる安全性確保に必要な取組を行

う。 
 

（３）ＧＸ・サステナビリティ 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 
大容量の水素ガス運搬ト

レーラの国内導入 

経済産業省は、水素ガスを効率的に運搬で

きる環境の整備に向けて、安全の確保を前提

に、大容量の水素ガスを運搬できるトレーラ

を導入するため、ＭＥＧＣ（Multiple Element 

Gas Container。多数の水素ガス容器が高密

度でコンテナ内に収納され、かつ、コンテナ

内の一定数の水素ガス容器が連結されて一

つの元弁を共有しているものをいう。）の利

用の実現に向けて、高圧ガス保安法（昭和 26

年法律第 204号）における取扱い（容器の使

用期限・再検査期間、遮断弁及び安全弁の在

り方等）について、事業者が実施する安全性

に関する技術的検証及び欧州等の海外動向・

規格の情報の整理を踏まえ、容器保安規則

（昭和 41年通商産業省令第 50号）において

規定されている既存の容器区分に係る例示

基準の追加や新たな容器区分の整備も含め

て検討し、結論を得次第、所要の措置を講ず

る。 

引き続き検討を進

め、事業者による

技術的検証につい

ては令和８年度着

手し、結論を得次

第速やかに措置 

経済産業省 

2 

可搬式水素ガス容器へ

の圧縮水素の充填に係

るルール整備 

経済産業省は、安全の確保を前提に、船

舶における燃料用の容器としての利用な

ど、可搬式水素ガス容器を利用する事業が

国内で適切に展開できる環境の整備に向け

て、一般高圧ガス保安規則（昭和 41年通商

産業省令第 53号）第６条又は第７条の３に

基づく技術基準を満たす水素出荷設備や圧

縮水素スタンドにおいて、可搬式水素ガス

容器に圧縮水素を充填する場合に必要な設

備構成、充填方法、保安管理体制等の要件

について検討し、所要のルール整備を行う。

その際、許認可取得についての事業者の予

見可能性を高める観点から、令和６年６月

の規制改革実施計画の「地方公共団体に対

する申請等に関するローカルルールの縮

減」（Ⅱ１．（４）５）を踏まえ、高圧ガス保

安法の解釈や取扱いに係る地方公共団体間

における運用の整合化を図る観点にも留意

令和７年度検討

開始、結論を得

次第速やかに措

置 

経済産業省 
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する。 

3 

造船所岸壁等に設置さ

れる船舶用水素スタン

ドに関する技術基準の

策定 

経済産業省は、安全の確保を前提に、船

舶における水素利用の普及に資するべく、

船舶に搭載された燃料用水素ガス容器（燃

料用として船舶に固定されたものをいう。）

への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸

に設置される船舶用水素スタンド（船舶を

岸壁に着岸させ、陸側からホース等を用い

て水素を充填する設備をいう。）について、

引き続き情報収集を進め、安全確保に必要

な技術基準に関する検討を行った上で、そ

の結論を踏まえて必要な技術基準を示す。

その際、ＦＣＶ（Fuel Cell Vehicle：燃料

電池自動車）向けの圧縮水素スタンド（一

般高圧ガス保安規則第７条の３に基づく技

術基準を満たす圧縮水素スタンドをいう。）

に係る技術基準との整合性に留意するとと

もに、実証目的で沿岸等に既に設置されて

きた水素スタンド（同規則第６条に基づく

技術水準を満たす水素出荷設備をいう。）の

安全確保の実績を広く踏まえるものとす

る。なお、船舶用水素スタンドは、一般的

に、①公道に面しておらず、関係者以外が

無断で立ち入ることはできないこと、②公

道や住宅から十分に離れていること、③遠

隔監視型のセルフ充填は想定されていない

こと、という特徴を考慮する。 

引き続き情報収

集を進め、令和

８年度検討に着

手し、結論を得

次第速やかに措

置 

経済産業省 

4 

艀（はしけ）における船

舶用水素スタンドに関

する技術基準の策定 

a 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の

商用化を図る観点から、洋上に設置される

船舶用水素スタンド（艀（はしけ）の上に

設置され、当該艀上で燃料用水素ガス容器

に水素を充填し、又は艀から他の船舶にホ

ース等を用いて水素を充填する設備をい

う。）を利用できるよう、危険物船舶運送及

び貯蔵規則（昭和 32 年運輸省令第 30 号）

に規定される損傷範囲において一定の水素

スタンドの設備を配置することが禁止され

るか否かなど細部の禁止事項が明確化され

ていないとの指摘を踏まえ、最新の科学的

知見にも基づき、艀の上における水素ガス

の充填・輸送・貯蔵に係る安全基準策定等

のための調査を実施する。その上で、国土

交通省は、新たな安全基準の策定を含め所

要の措置を講ずる。 

b 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の

商用化を図る観点から、洋上に設置される

船舶用水素スタンドを利用できるよう、船

舶内においては高圧ガスの充填が原則禁止

され、地方運輸局長の許可を得た場合に限

り禁止が解除されるが、艀の上で燃料用水

素ガス容器に水素を充填する行為が当該許

可の対象か否かが明確ではないとの指摘を

踏まえ、艀の上における水素ガスの充填に

係る安全基準策定等のための調査を実施す

る。その上で、国土交通省は、艀の上で燃

a,b：（前段）令

和７年度措置、

（後段）令和８

年度措置 

国土交通省 
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料用水素ガス容器に水素を充填する行為を

地方運輸局長が許可する際の審査項目を整

理・明確化する。その際、許可を得た者は、

必ずしも一度の充填のみに限られず、継続

的な充填が可能であることを明確化すると

ともに、水素充填方法については燃料用水

素ガス容器の交換方式と艀から船舶へのホ

ース充填方式が併用できる場合についても

併せて明確化する。 

5 

船舶の燃料用水素ガス

容器に関する技術基準

の策定 

a 国土交通省は、現状では、「水素燃料電

池船の安全ガイドライン」（令和３年８月国

土交通省海事局）において、船舶の燃料用

水素ガス容器について容器表面温度 40℃

以下に維持することを求めているが、水素

ガス容器を船舶の燃料用として利用する場

合には、高圧ガス保安法における一般複合

容器や圧縮水素自動車燃料装置用容器など

に係る規定及びその運用を参考に、船舶で

使用する場合の状況を考慮して同様の扱い

とすることが可能であるか検証を行った上

で、関連基準等の所要の見直しを行う。 

b 経済産業省及び国土交通省は、水素ガス

容器が船舶の燃料用として利用される場合

について、国内における具体的なニーズを

把握しつつ、安全の確保を前提に、国際的

な規格に基づく製品の利用の円滑化のため

に、所要の措置を講ずる。 

a：令和７年度措

置、 

b：引き続き検討

を進め、令和９

年度結論、結論

を得次第速やか

に措置 

a:国土交通

省 

b:経済産業

省 

国土交通省 

6 
船舶の燃料用水素ガス

容器の検査 

国土交通省は、複数の法令の適用に係る

関連当局との都度の協議コストの低減や定

期検査に伴う不要なコスト抑制を通じて、

水素船舶の商用化を加速する観点から、船

舶の燃料用水素ガス容器（燃料用として船

舶に固定されたものをいう。）の定期検査に

ついて、船舶安全法（昭和８年法律第 11号）

に基づく船舶の定期検査において容器の検

査を行うことで足りることを明確化する。 

措置済み 国土交通省 

7 

水素を燃料とする可搬

式発電機等に係る保安

体制等の合理化 

a 経済産業省は、電気事業法（昭和 39 年

法律第 170 号）第 43 条第１項の規定によ

り、内燃力を原動力とする火力発電設備で

あって、水素を燃料として利用するもの（以

下「水素利用内燃力発電設備」という。）を

設置するに当たり、主任技術者免状の交付

を受けている者のうちからボイラー・ター

ビン主任技術者（以下「ＢＴ主任技術者」

という。）を選任しなければならないとされ

ているが、ＢＴ主任技術者は実務経験が一

定年数以上必要な資格であることから、小

型の水素利用内燃力発電設備の運用現場に

おいて新たな人材を確保することが困難で

あるとの指摘も踏まえ、安全確保を前提に、

ＢＴ主任技術者の選任を不要とすることや

ＢＴ主任技術者の免状取得を円滑化するこ

とも含めて制度の見直しを検討し、結論を

得次第、速やかに必要な措置を講ずる。 

b 経済産業省は、電気事業法第 48 条の規

a～e:令和７年度

検討・結論、結

論を得次第速や

かに措置 

経済産業省 
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定により、内燃力を原動力とする火力発電

設備であって、水素を燃料として利用する

可搬形のもの（以下「水素利用可搬形内燃

力発電設備」という。）の設置又は変更の工

事を行うに当たり、工事計画を主務大臣に

届け出なければならないとされているが、

当該設備が設備構造の変更を行うことな

く、移動して使用されるものであるとの指

摘があることを踏まえ、安全確保を前提に、

工事計画の届出を不要とすることや工事計

画手続の簡素化及び迅速化も含めて、水素

利用可搬形内燃力発電設備の工事計画の届

出手続の在り方について検討し、結論を得

次第、速やかに必要な措置を講ずる。 

c 経済産業省は、水素利用可搬形内燃力発

電設備について、その特性上、建設工事現

場やイベント会場等の使用場所に搬入して

一時的な電源の確保のために使用する場合

が多いが、電気事業法第 51条の規定に基づ

く使用前自主検査及び使用前安全管理審査

の対象となっているため、異なる建設工事

現場やイベント会場等の使用場所に搬入し

て設置するごとに、原則として使用前自主

検査及び使用前安全管理審査を行わなけれ

ばならず、このことが設置者の効率的な作

業の実施の支障となっているとの指摘があ

ることや、製造者による工場検査時から、

電気工作物の設置者が発電を行う現地にお

いて使用前自主検査を行うまでの間に設備

構造の変更が行われないという指摘がある

ことも考慮した上で、安全確保を前提に、

使用前自主検査及び使用前安全管理審査の

要否やその方法の在り方も含めて、水素利

用可搬形内燃力発電設備の検査制度の在り

方について検討し、結論を得次第、速やか

に必要な措置を講ずる。 

d 経済産業省は、水素利用内燃力発電設備

について、高圧ガスである水素を１MPa か

ら５MPa 程度の範囲の高圧ガスである水素

に減圧する場合、この減圧処理が高圧ガス

保安法上の「高圧ガスの製造」行為に該当

するため、有資格者の保安係員の選任を求

める同法第 27 条の２第４項の規定につい

て、事業者からは発電設備の稼働時間中は

有資格者を工事現場等に常駐させる必要が

あり、要員の確保及び運用が困難との声が

あることを踏まえて、専ら消費のための処

理設備である減圧弁のみを有する水素利用

内燃力発電設備においては、その構造や仕

組み、事業者における安全確保措置の実施

状況等を踏まえ、安全の確保を前提に、そ

の保安管理体制の在り方について検討し、

結論を得次第、速やかに必要な措置を講ず

る。 

e 経済産業省は、高圧ガスの製造施設に対
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し、製造のための施設の区分ごとに保安係

員の選任を求める高圧ガス保安法第 27 条

の２第４項の規定について、複数の製造施

設を有する事業所では、常時多数の保安係

員を勤務させる必要があり、要員の確保及

び運用が困難であることから、同一事業所

内の複数の製造施設において保安係員を兼

任させたいとの声があることを踏まえ、同

一事業所内に複数の製造施設がある場合に

おいて、事業者が実施している設備の配置

や制御方法、一般高圧ガス保安規則第 66条

第５項の適用の状況等を踏まえて、安全の

確保を前提に、保安管理体制の在り方につ

いて検討し、結論を得次第、速やかに必要

な措置を講ずる。 

8 

ＦＩＴ・ＦＩＰ制度に

よらない太陽光発電設

備の導入量の正確な捕

捉 

経済産業省は、一般送配電事業者から報

告された情報やその他の取組を通じて、Ｆ

ＩＴ・ＦＩＰ制度によらない太陽光発電の

導入状況を含め、太陽光発電設備の導入状

況及び発電量のより効果的かつ効率的な捕

捉方法を検討し、必要な措置を講ずる。 

令和７年度検

討・結論、結論

を得次第速やか

に措置 

経済産業省 

9 

ＦＩＴ制度からＦＩＰ

制度に移行した太陽光

発電設備の事後的な蓄

電池併設時の価格算定

ルールの見直し 

経済産業省は、再生可能エネルギー電気

の利用の促進に関する特別措置法の規定に

基づき基準価格等、調達価格等及び解体等

積立基準額を定める件（平成 29年経済産業

省告示第 35号）により規定されているＦＩ

Ｐ制度に移行した太陽光発電設備の事後的

な蓄電池併設時の価格変更について、発電

設備の出力により基準価格が変更されるこ

とにより、実際のピークカット電力量（蓄

電池設置前に実際にピークカットされてい

た発電電力量をいう。）を踏まえた場合より

も過小に価格算定が行われることから、Ｆ

ＩＴ制度からの移行を含め、ＦＩＰ制度の

更なる活用を進める観点から、実態よりも

国民負担が増大しないようにするとの原則

は維持しつつ、ＦＩＰ制度に移行した太陽

光発電設備の事後的な蓄電池の設置を更に

後押ししていくため、実態に即して変更後

の基準価格が決定されるよう算定方法の見

直しを検討し、結論を得次第、必要な措置

を講ずる。 

措置済み 経済産業省 

10 

新築戸建住宅への太陽

光発電設備設置の普及

促進 

a 国土交通省は、2030年目標（「エネルギ

ー基本計画」（令和７年２月 18日閣議決定）

において、「2050 年において設置が合理的

な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置

されていることが一般的となることを目指

し、これに至る 2030年において新築戸建住

宅の６割に太陽光発電設備が設置されるこ

とを目指す」ことをいう。）に至る中間目標

として、建売戸建及び注文戸建住宅に係る

住宅トップランナー基準において、2027年

度（令和９年度）に一定割合の太陽光発電

設備の設置を求める目標を設定し、省令等

の改正等必要な措置を講ずる。その上で、

a：（前段）措置

済み、（後段）令

和７年度以降令

和 10年度まで継

続的に措置、 

b：措置済み 

a：国土交通

省 

b：国土交通

省 

環境省 
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国土交通省は、新築戸建住宅への太陽光発

電設備設置率を毎年調査・公表し、当該目

標の達成に向けた進捗状況を確認する。 

b 国土交通省は、環境省と連携し、一部の

地方公共団体において、条例により、戸建

住宅を含む建築物を年間一定量以上新たに

建築するハウスメーカーなどの建築事業者

に対し、当該建築物への太陽光パネルの設

置を原則義務付ける制度を導入するなど先

行的な取組の横展開を図るため、他の地方

公共団体に対して周知する。 

11 

駐車場等の上部空間を

活用した太陽光発電設

備の建築基準法上の取

扱いの明確化 

国土交通省は、2050年カーボンニュート

ラル実現に向け、太陽光発電設備の導入を

促進する観点から、駐車場等の上部空間を

活用して土地に自立して設置される太陽光

発電設備の建築基準法（昭和 25 年法律第

201号）上の取扱いを明確化し、その内容を

地方公共団体や関係団体等に対して周知す

る。 

措置済み 国土交通省 

12 

洋上風力発電における

物価高騰等に対する価

格調整スキームの導入 

経済産業省は、資材価格の高騰等により

洋上風力発電に係る電源投資における収

入・費用の変動リスクが高まっていること

等を踏まえ、国土交通省と連携し、海洋再

生可能エネルギー発電設備の整備に係る海

域の利用の促進に関する法律（平成 30年法

律第 89 号）第 13 条第１項に基づき海洋再

生可能エネルギー発電設備整備促進区域に

指定された海域ごとに定める公募占用指針

において、過度な国民負担が生じないこと

を前提として、資材価格などの原材料費や

人件費等の変動に連動してＦＩＰ制度にお

ける基準価格を調整する価格調整スキーム

の導入を検討し、必要な措置を講ずる。 

令和７年度上期

措置 

経済産業省 

国土交通省 

13 

地熱開発に伴う試掘調

査に当たっての保安林

関連手続の明確化・簡

素化等 

農林水産省は、森林法（昭和 26年法律第

249 号）第 25 条又は第 25 条の２の規定に

より指定された保安林において地熱発電の

開発を行う場合に必要となる試掘調査に当

たっての保安林関連手続（同法の規定に基

づく保安林の解除及び保安林内の作業許可

に関する手続をいう。以下同じ。）を明確化・

簡素化するため、業界団体等が農林水産省

と連携して令和７年度の試掘調査に当たっ

ての保安林関連手続の事例等を踏まえて作

成・公表するガイドブックの内容及び当該

事例等において確認された保安林関連手続

に関する課題を踏まえ、「保安林の指定解除

事務等マニュアル（地熱編）（令和７年４月

改訂版）」（令和３年９月林野庁治山課）の

改訂等を検討し、結論を得る。当該結論を

踏まえ、速やかに所要の措置を講ずる。 

令和７年度検討

開始、令和８年

度上期結論、結

論を得次第速や

かに措置 

農林水産省 

14 

公共部門の再生可能エ

ネルギー導入目標達成

に向けた進捗点検 

a 環境省は、「政府がその事務及び事業に

関し温室効果ガスの排出の削減等のため実

行すべき措置について定める計画」（令和７

年２月 18日閣議決定。以下「政府実行計画」

という。）で定めている太陽光発電の導入目

a：措置済み、

b：令和７年度以

降令和９年度ま

で継続的に措置 

環境省 
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標の達成に向けた取組を着実に進めるた

め、まずは、政府保有施設への太陽光発電

の 2030 年度の導入目標（太陽光発電設備が

設置された建築物（敷地を含む。以下同じ。）

の件数ベース：2,261 件、設備容量（ｋＷ）

ベース：57,671ｋＷ）の達成に向けて、各

府省庁において太陽光発電を計画的に導入

すべく府省庁ごとに策定された政府保有施

設の太陽光発電の導入目標（太陽光発電設

備が設置された建築物の件数ベース、設備

容量（ｋＷ）ベース）について、その進捗

状況を点検・確認し、公表する。 

b 環境省は、政府実行計画において、各府

省庁は所管する独立行政法人、特殊法人、

国立大学法人及び大学共同利用機関法人

（以下「独立行政法人等」という。）に対し、

政府実行計画に準じた計画策定及びそれに

基づく取組を促すこととされている一方、

独立行政法人等において政府実行計画に整

合的な太陽光発電の導入目標（以下「導入

目標」という。）が策定されているのは２割

程度に過ぎないことを踏まえ、各府省庁を

通じて独立行政法人等に導入目標の策定を

促すとともに、導入目標の策定状況及び達

成に向けた取組の進捗状況を点検・確認し、

公表する。 

15 
金属ケーブル窃盗の防

止に係る立法措置 

警察庁は、太陽光発電施設からの金属ケ

ーブル窃盗を始めとする金属盗が増加して

いることを踏まえ、特に被害実態の多い金

属（銅等）を使用して製造された物品の窃

盗を防止するため、一定の金属くずの買受

けを行う業者に対する届出義務、買受け時

の相手方の本人確認及び氏名や内容等に関

する記録の作成・保存義務、盗品に由来す

るものである疑義が生じた場合の警察官へ

の申告義務等の当該金属くず買受業に係る

措置のほか、金属盗に用いられる犯行用具

の規制等を内容とする法律案を国会に提出

する。 

措置済み 警察庁 

16 

排出量取引制度の実効

性向上のための法制度

整備 

内閣官房及び経済産業省は、令和８年度

から本格稼働予定の排出量取引制度を具体

化し、その実効性を向上させるため、エネ

ルギー起源・非エネルギー起源の二酸化炭

素の年間直接排出量が一定規模（10 万ト

ン）以上の事業者に対する排出量取引への

参加義務化等について検討し、結論を得次

第、速やかに必要な法案を国会に提出する。 

措置済み 
内閣官房 

経済産業省 

17 

市場の価格メカニズム

の更なる活用による需

給調整の高度化 

a 経済産業省は、卸電力市場におけるマイ

ナス価格（ネガティブプライス）の導入の

要否について、引き続き検討する。検討に

当たっては、当該制度の導入による電力需

給への影響や、インバランス料金制度、Ｆ

ＩＴ・ＦＩＰ制度、各種市場等を含む関連

諸制度との整合性等を踏まえるものとす

る。 

a,b：引き続き検

討 
経済産業省 
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b 経済産業省は、需給調整市場における下

げ調整力（需要に対し供給が過剰となった

場合に、供給を抑制し、又は需要を増加す

るための調整力をいう。）の供出の要否につ

いて、変動性再生可能エネルギーの調整力

としての活用ニーズや、系統整備や調整力

の確保に伴う社会全体での統合コストの抑

制や安定供給の観点を踏まえつつ、引き続

き検討する。 

18 
バーチャルＰＰＡの会

計上の取扱いの明確化 

内閣府及び経済産業省は、企業の脱炭素

経営や再生可能エネルギー導入の促進の観

点から、電力需要者である企業（以下「需

要家」という。）におけるバーチャルＰＰＡ

（Power Purchase Agreement：電力購入契

約）の利用が円滑に進むよう、企業会計基

準委員会（以下「ＡＳＢＪ」という。）にお

ける、バーチャルＰＰＡにおいて取引され

る非化石価値（エネルギー供給事業者によ

るエネルギー源の環境適合利用及び化石エ

ネルギー原料の有効な利用の促進に関する

法律施行規則（平成 22年経済産業省令第 43

号）第４条第１項第２号に規定するエネル

ギー源の環境適合利用に由来する電気の非

化石電源としての価値をいう。）に係る需要

家の会計処理に関する当面の取扱いについ

ての検討結果を踏まえ、バーチャルＰＰＡ

に関する会計上の取扱いに関する課題を把

握した上で、ＡＳＢＪに対する要請の要否

を含めて検討し、結論を得る。その上で、

内閣府及び経済産業省は、必要に応じて、

所要の措置を講ずる。 

令和７年度結

論、結論を得次

第速やかに必要

に応じて措置 

内閣府 

経済産業省 

19 
電力先物取引による電

力ヘッジの会計処理 

経済産業省は、電力先物取引において、

ヘッジ会計の適用に係る会計基準上の取扱

いが明確でないことが課題となっていると

の指摘を踏まえ、電気事業者が電力先物取

引を通じた電力ヘッジ（電力の価格変動に

伴うリスクを回避することをいう。）を円滑

に導入することができるよう、電力先物取

引の会計処理においてヘッジ会計を適用す

るに当たり満たすべき要件について、取引

所や市場参加者の意見も聴きながら整理

し、公表する。その際、一般的にヘッジ会

計が適用されている金融商品やコモディテ

ィと異なる電力の特性を踏まえて整理する

こと。 

措置済み 経済産業省 

20 

再生可能エネルギーの

立地地域等を踏まえた

電力需要家の立地誘導 

a 経済産業省は、電力需要家の系統整備の

観点での適地への立地誘導を進めていくた

め、全ての一般送配電事業者において「ウ

ェルカムゾーンマップ」（電源の立地や電力

系統の空き容量等の状況から、大規模送電

線の建設が不要であり、早期に電力供給を

開始できる場所を示したものをいう。）の公

開や充実化が行われるよう促す。 

b 経済産業省は、一般送配電事業者が地方

公共団体等の関係機関と連携し、適地にお

a:措置済み、 

b:令和７年度検

討・結論、結論

を得次第速やか

に措置 

経済産業省 
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ける先行的・計画的な系統整備を行う仕組

み等を検討し、必要な措置を講ずる。 

21 

送配電用施設の設置等

に係る農地転用の取扱

いの明確化 

a 農林水産省は、電気事業者（電気事業法

第２条第１項第 17 号に規定する電気事業

者（同項第３号に規定する小売電気事業者

を除く。）をいう。以下同じ。）が送配電用

施設を設置する場合、農地法第４条第１項

第８号及び農地法施行規則（昭和 27年農林

省令第 79 号）第 29 条第 14 号の規定によ

り、農地転用の制限の例外として農地転用

許可を要さないとされている一方で、送配

電用施設の設置に係る工事用施設等（送配

電用施設の設置及びそれらに係る工事に必

要となる装置（作業機械等）、道路・索道（搬

入路、工事用モノレール等）、施設（資材置

場、休憩所、仮設トイレ等）等をいう。以

下同じ。）の敷地に供する場合については、

地方公共団体によってそれらの取扱いに差

異が生じており、結果的に送配電用施設の

設置に係る工事用施設等を設置する電気事

業者に農地の一時転用許可の取得が求めら

れているケースがあるとの指摘を踏まえ、

電気事業者の行政手続に関する予見可能性

を高めるとともに、地方公共団体及び電気

事業者の行政手続負担を軽減する観点か

ら、農地転用許可を要さない送配電用施設

の設置に係る工事用施設等について、事務

連絡等によって明確化し、各地方農政局及

び各都道府県に周知する。 

b 経済産業省は、aの措置を踏まえ、電気

事業者に対し、農地転用の取扱いに係る必

要な通知を発出する。 

措置済み 

a:農林水産

省 

b:経済産業

省 

22 

建築物の省エネルギー

化に資する自然排煙口

の不燃化要件の合理化 

a 国土交通省は、建築基準法施行令（昭和

25年政令第 338号）第 126条の２により、

排煙設備の設置が義務付けられている一定

の規模以上の学校、病院、ホテル、旅館、

共同住宅、劇場、映画館、公会堂、百貨店、

展示場等において、火災時の避難安全性の

ため、自然排煙口（排煙窓）の構造要件の

一つとして、同令第 126 条の３第１項第２

号により、不燃材料で造ることとされてい

る自然排煙口の窓枠について、火災時にお

いても排煙に必要となる開放性が損なわれ

ないか等の安全性の確認等の検討を行った

上で、安全性を確保しつつ、住宅や建築物

の省エネルギー性能の向上が見込まれる樹

脂等の断熱性の高い材質を用いることがで

きる条件を整理し、結論を得る。 

b 国土交通省は、aの結論を踏まえ、速や

かに所要の措置を講じた上で、自然排煙口

の窓枠に樹脂等の断熱性の高い材質を用い

ることについて、安全性の確保に必要な留

意事項と併せて、火災時において必要な排

煙性能を有した上で断熱性能を高める効果

が期待されること等を事業者団体等に周知

a：措置済み、

b：令和７年度以

降速やかに措置 

国土交通省 
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する。 

23 

循環経済への移行に向

けた食品残さ等のリサ

イクル促進 

a 環境省は、資源循環の促進のための再資

源化事業等の高度化に関する法律（令和６

年法律第 41 号。以下「再資源化事業等高度

化法」という。）第 11 条第１項の規定に基

づき、需要に応じた資源循環のために実施

する再資源化のための廃棄物の収集、運搬

及び処分の事業（以下「高度再資源化事業」

という。）を行おうとする者が、高度再資源

化事業の実施に関する計画（以下「高度再

資源化事業計画」という。）を作成し環境大

臣の認定を受けた場合、当該認定を受けた

者（以下「認定高度再資源化事業者」とい

う。）から委託を受けて廃棄物の収集、運搬

又は処分を業として実施する者（ただし、

高度再資源化事業計画において、あらかじ

め委託先として記載された者に限る。）は、

同法第 13条第３項に基づき、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第

137号。以下「廃棄物処理法」という。）の

規定にかかわらず、廃棄物処理法による許

可を受けないで、認定された高度再資源化

事業計画に従って行う廃棄物の収集、運搬

及び処分を業として実施することができる

とされているが、人手不足が深刻化する中

で事業の遅延を防ぐためには状況に応じて

委託事業者の追加や変更がなされることが

必要であるとの指摘を踏まえ、例えば委託

先の変更等が生じてから遅滞なく事後届出

を行うことを認めるなど、認定高度再資源

化事業者が廃棄物の収集、運搬又は処分を

委託する先を柔軟に調整可能とすることに

ついて検討し、結論を得次第、所要の措置

を講ずる。 

b 環境省は、再資源化事業等高度化法第

11条第２項第４号の規定により、高度再資

源化事業計画には「再資源化により得られ

る再生部品又は再生資源の供給を受ける

者」を記載しなければならないが、再資源

化により得られる製品の特性によっては、

最終的な使用者をあらかじめ特定して事業

計画を作成することが困難な業種や業態が

あるとの指摘を踏まえ、供給先として認め

られる者の合理的な要件や基準について検

討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。 

c 環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35

号）第１条の７の２に定める熱分解設備の

構造において、廃棄物の熱分解処理に伴っ

て生じたガス（以下「排ガス」という。）を

生活環境の保全上支障が生じないように処

理する方法として、薬液洗浄や活性炭吸収

等、燃焼を伴わない方法のみを認めている

一方、熱分解によって食品残さ等（コーヒ

ーかす等の食品残さ、もみ殻等の農業残さ、

a,b:令和７年度

検討・結論、結

論を得次第速や

かに措置、 

c：令和７年度検

討開始、結論を

得次第速やかに

措置 

環境省 
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家畜の糞尿等の家畜排せつ物をいう。）を再

資源化処理する施設であって、その処理に

伴って排ガスを燃焼によって無害化させる

場合には焼却に該当するため、廃棄物処理

法第 15 条第１項に規定する産業廃棄物処

理施設として扱われるところ、排ガスのみ

を燃焼する場合と廃棄物そのものを燃焼す

る場合との生活環境への影響の違いの有無

について検証を行い、その結果に応じて排

ガスのみを燃焼する場合の取扱いについて

検討する。 

24 
バイオ化学品製造に係

る糖価調整制度 

a 農林水産省は、砂糖及びでん粉の価格調

整に関する法律（昭和 40年法律第 109号）

に基づく糖価調整制度における、従来には

ない新素材であるバイオ化学品の原料とす

る糖類（以下「バイオ化学品原料用糖類」

という。）の扱いについて、事業者の具体的

な課題及びニーズを調査する。 

b 農林水産省は、aの結果を踏まえ、バイ

オ化学品原料用糖類が食品等の既存の用途

には供されず、糖価調整制度における既存

の調整金収入や甘味資源作物生産者等に影

響を生じさせないことを前提とした上で、

糖価調整制度におけるバイオ化学品原料用

糖類の扱いについて見直しの要否を検討

し、結論を得る。 

a：令和７年度目

途措置、 

b：aの措置後速

やかに検討・結

論 

農林水産省 

 

（４）デジタル・ＡＩ 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

政府が調達するクラウド

サービスにおけるスター

トアップ等の参入促進

（セキュリティ評価制度

（ＩＳＭＡＰ）等の見直

し） 

a 内閣官房（内閣サイバーセキュリティセ

ンター）、デジタル庁、総務省及び経済産業省

は、政府が求めるセキュリティ要求を満たし

ているクラウドサービスを予め評価・登録す

ることにより、政府が調達するクラウドサー

ビスにおけるセキュリティ水準の確保を図

り、政府機関等におけるクラウドサービスの

円滑な導入を目的とする、政府情報システム

のためのセキュリティ評価制度（以下「ＩＳ

ＭＡＰ」という。）について、ＩＳＭＡＰ監査

機関リストに登録されている監査機関（以下

「監査機関」という。）が実施する監査に係る

項目が約 1,200項目と多数に上ることによっ

て、クラウドサービス事業者（以下「事業者」

という。）によるＩＳＭＡＰ登録・更新申請に

係る監査費用（以下「監査費用」という。）が

高額となり、登録までの期間も長期化してい

るとの指摘を踏まえ、必要なサイバーセキュ

リティ水準の確保を前提に、スタートアップ

等の事業者の監査負担を軽減し、参入促進等

を図る観点から、政府機関等にとって特に必

要な管理基準を明確化するとともに、国際標

準化機構（ＩＳＯ）/国際電気標準会議（ＩＥ

Ｃ）27000 シリーズ等、他の認証制度を取得

している場合には、該当の認証制度を活用

a～d,g：令和７年

度措置 

e,f：措置済み 

a,c,d,f：内

閣官房 

デジタル庁 

総務省 

経済産業省 

b：経済産業

省 

内閣官房 

デジタル庁 

総務省 

e：デジタル

庁 

内閣官房 

総務省 

経済産業省 

g：デジタル

庁 
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し、監査項目を削減するなど、監査負担を軽

減する方向で、「ＩＳＭＡＰ管理基準」（令和

２年６月３日ＩＳＭＡＰ運営委員会）等を改

定する。 

b 経済産業省は、内閣官房、デジタル庁及び

総務省と連携し、クラウドサービスに対する

監査を行う監査機関が少ない（令和６年 11月

末現在で５法人）結果、監査費用が高額とな

っているなどの指摘があることを踏まえ、ス

タートアップ等の事業者の負担軽減を図る

ため、監査機関への登録要件を検証し、監査

法人の新規参入を促すとともに、登録に必要

な監査機関の資格要件を見直し、監査法人以

外の法人も参入可能とする方向で、「ＩＳＭ

ＡＰ監査機関登録規則」（令和２年６月３日

ＩＳＭＡＰ運営委員会）を改定する。あわせ

て、監査機関への新規参入が進むことで監査

の品質が低下しないよう、監査を実施する際

の標準的な手続を定めた「ＩＳＭＡＰ標準監

査手続」（令和２年６月３日ＩＳＭＡＰ運営

委員会）の理解促進のための監査機関向けマ

ニュアルを作成するなど、必要な措置を講ず

る。 

c 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済

産業省と連携し、クラウドサービスの登録審

査を行うＩＳＭＡＰ運営委員会について、そ

の委員名が非公表であり、また、議事録が要

旨のみの公表である結果、事業者が当該委員

会の意思決定プロセスや審査における具体

的な指摘事項を必ずしも明確に把握できず、

新規申請時の効率的で適切な申請方法など

のノウハウが蓄積されにくいとの指摘を踏

まえ、事業者が円滑にＩＳＭＡＰを取得でき

るよう、次の措置を講ずる。 

・「ＩＳＭＡＰ運営委員会に関する基本方針」

（令和２年５月 25 日内閣官房内閣サイバ

ーセキュリティセンター・デジタル庁・総

務省・経済産業省）を改定し、ＩＳＭＡＰ

運営委員会の委員名及び議事録を内閣サ

イバーセキュリティセンターのウェブサ

イトにおいて公開する。なお、議事録の公

開に当たっては、審査を受ける事業者に不

利益が生じないよう、当該事業者のプライ

バシーに配慮する。 

・事業者向けの既存の「ＩＳＭＡＰ管理基準

ガイドブック」（令和６年５月 13日ＩＳＭ

ＡＰ運用支援機関ＩＳＭＡＰ制度所管省

庁）の改定やＩＳＭＡＰポータルの「ＦＡ

Ｑ」を充実させる。 

d 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済

産業省と連携し、ＩＳＭＡＰ制度を所管する

各省庁の役割が対外的に不明確であり、新規

参入を検討する事業者から適切な相談先が

分からないとの声を踏まえ、相談事項ごとに

適正な相談先が分かり易くなるよう、各省庁
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の役割をＩＳＭＡＰポータルや総合窓口サ

イトなどのウェブサイトで公表する。 

e デジタル庁は、内閣官房、総務省及び経済

産業省と連携し、ＩＳＭＡＰの枠組みのう

ち、低リスクの業務・情報の処理に用いるＳ

ａａＳ（Software as a Service）サービス

を対象とする仕組みであるＩＳＭＡＰ-ＬＩ

Ｕ（以下「ＬＩＵ」という。）が事業者に対し、

ＬＩＵへの登録申請前に、新たにＳａａＳサ

ービス導入を計画する政府機関等から業務・

情報の影響度評価（ＳａａＳサービス上で取

り扱う業務や情報に対する、セキュリティ上

の影響評価）結果の入手を求めていることに

ついて、当該手続は、セキュリティリスクが

低い情報を取り扱うサービスを対象とする

ＬＩＵのみで求められるものであり、ＩＳＭ

ＡＰより登録までの工程が多く、結果とし

て、事業者にとって負担になっているとの指

摘を踏まえ、スタートアップ等の事業者の負

担軽減を図るため、政府機関等からの業務・

情報の影響度評価結果の登録申請時の入手

を不要とする方向で、「ＩＳＭＡＰ-ＬＩＵク

ラウドサービス登録規則」（令和４年 11月１

日ＩＳＭＡＰ運営委員会）を改定する。あわ

せて、スタートアップ等の事業者からＩＳＭ

ＡＰとＬＩＵの双方がＳａａＳサービスを

対象としており、ＬＩＵに登録するメリット

が不明確であるとの指摘があることを踏ま

え、ＳａａＳサービスを提供する事業者がＩ

ＳＭＡＰを取得する場合とＬＩＵを取得す

る場合のメリットを明確にし、デジタル庁の

ウェブサイトに公開するとともに、スタート

アップ等の事業者の参入が進むよう、ＬＩＵ

の対象業務を拡大する方向で、「ＩＳＭＡＰ-

ＬＩＵにおける業務・情報の影響度評価ガイ

ダンス」（令和４年 11月１日ＮＩＳＣ・デジ

タル庁・総務省・経済産業省）を改定する。 

f 内閣官房、デジタル庁、総務省及び経済産

業省は、ＩＳＭＡＰ等の新規申請事業者が登

録に当たって、計画的にＩＳＭＡＰ等の申請

を行えるよう、a～eを含め、ＩＳＭＡＰ制度

改善に向けた取組の工程表を速やかに作成

する。なお、改善の状況を見ながら継続的に

制度及びその運用の改善を行う。 

g デジタル庁は、ＩａａＳ（Infrastructure 

as a Service）、ＰａａＳ（Platform as a 

Service）などのクラウドサービスを組み合

わせて構築したマルチクラウド構成は、ベン

ダーロックイン（ソフトウェアの機能改修

等、情報システムを使い続けるために必要な

作業を、それを導入した事業者以外が実施す

ることができないために、特定のシステムベ

ンダーを利用し続けなくてはならない状態

をいう。）対策が期待できるとされているが、

「政府情報システムにおけるクラウドサー
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ビスの適切な利用に係る基本方針」（令和４

年 12月 28日デジタル社会推進会議幹事会）

において、実質的に禁止されていると誤認し

うる不明瞭な記載があるため、マルチクラウ

ド構成が優位であっても提案を躊躇すると

の声を踏まえ、事業者の意見、諸外国の状況

及び最新技術の動向を参考にしつつ、Ｉａａ

ＳやＰａａＳなどにおいてマルチクラウド

構成の使用が可能であることを同方針に明

記する。 

2 

ＡＩの開発・提供・利用の

促進に伴う法的リスク及

び関係者の責任の在り方

等について 

経済産業省は、関係省庁と連携し、ＡＩの

開発、提供及び利用の促進を図りつつ安全を

確保するため、ＡＩの誤作動による人身損害

事案や、財産的権利が侵害された事案を想定

し、ＡＩの類型（①人による判断を支援する

ＡＩ、②画像の生成を行うＡＩ、③情報収集

から目標達成までを自律的に実現するＡＩ、

④現実世界における直接的な動作を実現す

るためのＡＩなど）ごとの事例研究を通じ

て、以下の事項等について整理した上で、民

法（明治 29年法律第 89号）の不法行為責任

の規定を中心とした民事上の責任に関する

考え方を示した文書を取りまとめ、ウェブサ

イトに公表するとともに、関係者・関係団体

に対して周知する。 

・ＡＩが、学習した結果に基づいて自ら判断

をするため、その判断過程を外部から明ら

かにすることが困難であるという性質（ブ

ラックボックス性）を有することを踏まえ

た立証の在り方などの法的論点 

・「ＡＩ事業者ガイドライン（第 1.1版）」（令

和７年３月 28日総務省・経済産業省）に即

してＡＩの開発、提供又は利用を行った場

合に、各関係者が負う法的な責任の評価 

・ＡＩに元来期待されている継続的なアップ

デートに欠陥があり、それに起因して損害

が発生した場合の関係者間の責任の在り

方 

令和７年度措置 経済産業省 

3 
地方公共団体の調達関連

手続のデジタル化 

a 総務省は、デジタル庁と協力し、地方公共

団体における入札参加資格審査業務の共通

化、デジタル完結及びワンスオンリー化を実

現するため、「地方公共団体の調達関連手続

の共通化・デジタル化に係る実務検討会報告

書」（令和７年３月。以下「総務省検討会報告

書」という。）を踏まえ、物品・役務等の入札

参加資格審査業務のみならず、建設工事等の

入札参加資格審査業務も合わせた全国共通

システムを整備する方向で検討することと

し、地方公共団体の建設工事等に係る入札参

加資格審査業務及びその業務を処理するた

めに整備されている個別システムの状況（現

状並びに今後の開発・改修の内容及びスケジ

ュールを含む。）を把握するとともに、地方公

共団体や事業者から意見を聴取した上で、デ

ジタル・ガバメント推進標準ガイドライン

a：令和７年検討

開始、令和８年度

措置 

b：令和７年度措

置 

a:総務省 

デジタル庁 

b:総務省 
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（令和６年５月 31 日デジタル社会推進会議

幹事会決定）が定める要件定義、設計・開発

といった工程などを含め全国共通システム

の導入までの工程表を作成する。なお、シス

テム仕様の検討や設計に当たって、総務省

は、①利用者の利便性向上（特に複数の地方

公共団体への入札参加資格の取得を希望す

る事業者がシステムを円滑に利用できるよ

うにすること）、②シンプルなシステム設計

（開発・保守費用も考慮し、各地方公共団体

で の Ｂ Ｐ Ｒ （ Business Process Re-

engineering：業務改革）を行うこと）、③業

務・システムの標準化（システムに関する統

一された運用ルール・基準を整備すること）、

④システムの機能・データの再利用（システ

ム管理者側で管理すべきものを除き、可能な

限りデータを再利用することや、既存システ

ムの拡張も検討すること）に留意するものと

する。 

b 総務省は、総務省検討会報告書において

設定された申請項目等、申請種別及び申請方

法の共通化として設定されたもののうち、全

国共通システムが導入されるまでの間、地方

公共団体における入札参加資格業務の共通

化を後押しするため、地方公共団体における

入札参加審査申請業務の運用を見直すこと

で対応できるものなど、地方公共団体におい

て新たなシステムの導入をせずとも共通化

の対応が可能な取組について検討し、結論を

得次第、必要な措置を講ずる。 

 

（５）国家戦略特区 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

ドローンのエリア単位で

のレベル４飛行によるオ

ンデマンド配送の実現＊ 

レベル４飛行（有人地帯における目視外飛

行をいう。以下同じ。）でのオンデマンド配送

の実現に向け、レベル４飛行の許可・承認申

請において線形ではなくエリア単位での飛

行経路の申請も可能となるよう、令和６年度

に提案自治体において実施した飛行実証等

を踏まえ、令和７年４月にエリア単位飛行に

当たっての留意事項等を整理・公表する措置

を講じた。当該留意事項等も踏まえ、引き続

き国土交通省から丁寧な助言等を行いつつ、

提案自治体において令和７年度可能な限り

早期にエリア単位でのレベル４飛行を実現

するとともに、更なるエリア単位飛行の普及

拡大に向けて、その結果等も踏まえながら引

き続き提案自治体とも連携しつつ、より広範

な飛行エリア・環境等でのエリア単位でのレ

ベル４飛行を可能とするために必要な措置

について検討を進める。 

（提案自治体にお

けるエリア単位で

のレベル４飛行の

実現に向けた助言

等）引き続き措置、

（より広範な飛行

エリア等でのレベ

ル４飛行の可能

化）令和７年度以

降検討 

内閣府 

国土交通省 

2 
ドローンの多数機同時運

航の普及拡大＊ 

ドローンの多数機同時運航について、安全

を確保した上で、より一層の普及拡大を図る

ため、令和６年度に作成した「無人航空機の

令和７年度以降継

続的に措置 

内閣府 

国土交通省 
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多数機同時運航を安全に行うためのガイド

ライン第一版」（令和７年３月国土交通省航

空局安全部無人航空機安全課）の運用実績、

ＡＩ等による人・障害物等の自動検知を始め

とする新技術の開発状況等も踏まえて、より

高度な運航形態や自動化等への対応を図る

べく、関係者とスケジュールを検討し、当該

ガイドラインの見直し等所要の措置を講ず

る。 

3 
人口集中地区におけるド

ローン飛行の規制緩和＊ 

人口集中地区内のドローンの飛行は、飛行

許可手続等が必要となるところ、ドローンの

産業利用拡大のため、人口集中地区内の工業

専用地域における飛行許可手続等を不要と

するための要件を検討し、令和７年度中に関

係告示を制定する。 

令和７年度措置 
内閣府 

国土交通省 

4 
圧縮水素の貯蔵量上限の

緩和＊ 

建築基準法の用途制限における圧縮水素

貯蔵量の上限規制について、特区提案に基づ

く先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施

設の整備を進めるため、経済産業省及び国土

交通省が提案自治体と連携して、特例許可を

受けるために必要な保安基準等の方針につ

いて、令和７年３月に結論を得た。引き続き、

特例許可の取得に向けて、両省から提案自治

体に対し丁寧な助言等を行う。その結論を踏

まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が

連携して上限規制の適用を除外するために

満たすべき高圧ガス保安法等の保安基準及

びこれを前提とした建築基準法における措

置について検討を進め、令和７年度中を目途

に結論を得て、当該結論に基づき速やかに措

置を講ずる。 

（助言等）継続的

に措置、（高圧ガス

保安法等の保安基

準及びこれを前提

とした建築基準法

における措置）令

和７年度中を目途

に結論、結論を得

次第速やかに措置 

内閣府 

経済産業省 

国土交通省 

5 

ＦＩＰ移行及び蓄電池設

置の促進に向けた手続効

率化＊ 

ＦＩＰ制度への移行と蓄電池の設置を同

時に行う場合の再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年

法律第 108号）上の手続について、要する期

間の短縮化を図るために必要な措置を令和

７年度の早期に講ずる。 

令和７年度早期に

措置 

内閣府 

経済産業省 

6 
海外のエンジェル投資家

の呼び込み＊ 

スタートアップ企業への海外からの投資

を呼び込むため、国家戦略特区について、一

定額を日本国内のスタートアップに投資す

るとともに、特区内のスタートアップエコシ

ステムの形成・発展に寄与する活動を行うこ

と等を要件として、投資家（エンジェル投資

家を含む。）向けビザを創設することについ

て、提案自治体と関係省庁が連携して投資家

の活動実態やニーズを把握するために必要

な調査を行った上で、具体的な要件等につい

て検討し、令和７年度中を目途に結論を得た

上で、速やかに必要な措置を講ずる。 

令和７年度中を目

途に結論、結論を

得次第速やかに措

置 

内閣府 

法務省 

経済産業省 

7 

宇宙との 920MHz 帯通信

に関する実験試験局の免

許取得に係る規制改革＊ 

遠隔測定等の用途で利用される 920MHz 帯

の免許を要しない無線局について、当該無線

局から発射された電波の人工衛星等での受

信が可能となるよう、情報通信審議会等にお

いて技術的な検討を進め、令和７年度中に所

要の措置を講ずる。 

令和７年度措置 
内閣府 

総務省 
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8 
地方公共団体によるデジ

タル証券の発行＊ 

地方公共団体によるデジタル証券発行の

仕組みに関し、地方公共団体や市場関係者等

の意見を踏まえ、制度整備について検討し、

令和７年度中に結論を得る。 

令和７年度結論 
内閣府 

総務省 
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４．防災・減災 

（１）地域活性化・人手不足対応 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 
未登記建物の解消（がれ

き撤去等の迅速化） 

法務省は、不動産登記法（平成 16 年法律

第 123 号）第 47 条によって建築時の建物表

題登記が義務付けられているにもかかわら

ず当該登記が存在しない未登記建物につい

て、登記されていれば、災害発生時の初動対

応等に求められる家屋所有者等の確認等が

より円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定

資産課税台帳の提供について地方公共団体

の協力が得られる地域を対象として未登記

建物の実態調査を行った上で、その結果に基

づき、建物の職権表題登記（不動産登記法第

２条第 20 号に規定する表題登記のうち同法

第 28 条に基づき登記官が職権でするものを

いう。）を行うことの困難性、モラルハザード

の発生や未登記建物の存在による地域への

社会的・経済的悪影響にも配慮しながら、事

案に応じて必要な場合は、過料を賦課する手

続を行いつつ、氏名・住所などを把握した範

囲で登記簿上にその旨を明記するなど未登

記建物の解消に資する方策について制度の

見直しも含めて検討し、結論を得次第、速や

かに所要の措置を講ずる。なお、災害時の復

旧・復興対応により必要がある場合には、公

費解体・撤去を迅速に実施できるよう、被災

地の未登記建物の状況を実態調査結果と併

せて速やかに当該地方公共団体に提供する

こととする。 

令和７年度検討開

始、結論を得次第

速やかに措置 

法務省 

2 

迅速な復旧に向けた損壊

家屋等の公費解体・撤去

の促進 

a 環境省は、被災市町村において建物性（不

動産登記規則（平成 17年法務省令第 18号）

第 111条に規定する建物である状態をいう。

以下同じ。）の判断について専門的な知見を

有する登記官への依頼や土地家屋調査士へ

の委託が可能であることや、当該委託に関す

る費用が災害等廃棄物処理事業費補助金の

対象であることを認識していない市町村も

見受けられることから、法務省と連携し、公

費解体（家屋等の所有者からの申請に基づき

市町村が所有者に代わって行う損壊家屋等

の解体・撤去をいう。以下同じ。）の実施主体

である市町村の視点に立ち、より分かりやす

く明確な表現内容となるよう、「公費解体・撤

去マニュアル」（環境省環境再生・資源循環局

災害廃棄物対策室）を改定する。その際、公

費解体申請書類の審査に関する被災市町村

から行政書士への委託に要する費用や、所有

者不明建物管理制度（民法第 264条の８第１

項に規定する、所有者不明建物を対象として

裁判所選任の管理人による当該所有者不明

建物の管理を求める制度をいう。）に関する

事務手続等に関する被災市町村から司法書

士への委託に要する費用も同補助金の対象

a,b：（前段）令和

７年度措置、（後

段）令和８年度措

置 

c：令和７年度検

討開始、令和８年

度結論・措置 

a,b：環境省 

法務省 

c：環境省 
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である旨を明確化する。 

また、環境省は、建物性の判断において、

土地家屋調査士を積極的かつ効果的に活用

可能とするために、土地家屋調査士法（昭和

25年法律第 228号）を所管する法務省と連携

し、被災市町村の要請を待たずに関係団体等

の協力を得て被災状況に応じて土地家屋調

査士を活用できる仕組みを構築する。その

際、登記官による滅失登記との連携を想定し

た仕組みとする。その上で、環境省は、市町

村が平時からこれらの仕組みに基づく対策

を検討できるよう、これら仕組みの周知や技

術的助言などを行う。 

b 環境省は、法務省と連携し、専門的な知識

を有さない市町村の職員でも建物性の判断

を行うことができる範囲が広がるよう、土地

家屋調査士等から建物性の判断に関する知

見や手法をヒアリングするとともに、円滑な

建物性の判断に資するべく、令和６年能登半

島地震での判断事例を収集・公表すること

で、判断基準に基づく運用をより明確化す

る。 

また、環境省は、法務省と連携し、特に被

害が広範かつ膨大になり、多くの建物性の判

断が必要となることが想定される南海トラ

フ巨大地震等に備え、より効率的な判断が可

能となるよう、デジタル技術を始めとする新

たな技術・手法を整理するとともに、それら

の積極活用によって建物性の判断を効率化・

迅速化するための方策について検討を行い、

その結果を取りまとめ、必要な措置を講ず

る。 

c 環境省は、今後の大規模災害において、適

正、迅速かつ円滑な公費解体・撤去を推進す

る観点から、これまでの被災地方公共団体の

対応状況についての調査等を行い、公費解体

が自治事務であることに留意しつつ、公費解

体・撤去の申請手続等の円滑化・効率化、被

災者及び被災市町村の負担軽減につながる

よう、申請書類の簡素化・標準化及び記載内

容等の標準化を検討し、公費解体申請手続か

ら解体工事完了までの標準的なフローや、申

請書類等の標準様式及び標準添付書類を定

め、地方公共団体に周知する。その際、申請

書類の簡素化等については、必要最小限の本

人確認方法及び書類で受付が可能となるよ

う検討を行い、結論を得次第、速やかに公費

解体・撤去マニュアルに明記する。あわせて、

市町村が地域の特性に照らして特に必要が

ある場合に、独自の規律及び運用を設けるこ

とや、当該市町村が当該独自の規律等に係る

申請書を含む必要書類について独自の記載

事項等を使用することを妨げない旨を公費

解体・撤去マニュアルに明記する。 

3 膨大な所有者不明土地等 a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消 a：措置済み 法務省 
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の有効活用（農地集約、工

場建設等）（再掲） 

事業（所有者不明土地の利用の円滑化等に関

する特別措置法第 44 条に基づくもの。以下

「解消事業」という。）について、その要件で

ある「起業者その他の公共の利益となる事

業」には、国・地方公共団体や独立行政法人・

地方独立行政法人等が実施する事業以外で

あっても、法律上の根拠がある事業、すなわ

ち法律にその事業が直接に規定されていな

くても、条例、補助金交付要綱等を含む公的

な根拠がある事業であり、公共性の高いもの

が該当することから、民間事業者からの要望

をより受け入れやすくするよう、例えば、①

国や地方公共団体の補助金・助成金等を受け

て民間事業者が実施する一定の事業（半導体

その他の国や地方公共団体等が支援を行う

工場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、

都市施設等の建設・拡張等）、②公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律又

は特定非営利活動促進法に基づいて法人が

実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しよ

うとする事業、農林水産業のための事業又は

地域の農地を集約し農業の生産性を向上さ

せようとする事業等が、条例、補助金交付要

綱等を含む公的な根拠があり、公共性が認め

られる事業であれば、「起業者その他の公共

の利益となる事業」に該当し得ることを明確

化し、周知する。あわせて、解消事業に選定

されるための法務局に対する所有者探索の

申出に当たっては、国又は地方公共団体から

の申出による方法のみではなく、①～③それ

ぞれの実施主体から補助金交付決定その他

公益性を確認できる事実を証する資料提出

等とともに、直接申し出ることでも足りるこ

ととする。 

b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登

記名義人（不動産登記簿上の所有者をいう。）

の死亡後 10 年以上経過している場合に限定

されていることを踏まえ、国・地方公共団体

や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施

する事業及び a①～③に該当するものに関

し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地で

あっても公共の利益となる事業の実施を円

滑化する方策について、限られた予算・人員

を効率的・効果的に活用する観点にも留意し

つつ、制度の見直しも含めて検討し、結論を

得次第、速やかに所要の措置を講ずる。 

c 法務省は、戸籍法第 10条の２第３項の士

業者が顧客から依頼を受けて、職務として、

不動産の所有者やその所在地の探索を行う

場合において、必要な戸籍証明書等を当該地

方公共団体に対して、当該地方公共団体窓口

に赴くことなくオンラインでの請求を可能

とすることにより、交付を迅速に受けること

が可能となるため、他の行政手続における対

応も参考に不正請求の防止策を含めて新た

b：令和７年度検

討開始、結論を得

次第速やかに措置 

c,e：令和７年度

結論、結論を得次

第速やかに措置 

d：令和７年度以

降令和９年度まで

継続的に措置 
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なシステム構築の支援等、具体的検討を行

い、結論を得次第、市区町村及び士業者団体

と連携して、速やかに所要の措置を講ずる。 

d 法務省は、所有者不明土地（現所有者の氏

名又は名称やそれらの所在が直ちに確認で

きない土地をいう。）を早期に解消する観点

から、相続登記の義務化や手続の簡素化・合

理化等所管する制度の効果分析・評価を行

う。また、効果分析・評価の結果を踏まえ、

必要に応じて、所管する制度の見直しを行

う。 

e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やそ

の所在が直ちに確認できない所有者不明建

物について、建物は土地と異なり、一般的に

取壊しや老朽化により滅失するものとされ

ている一方で、構造によっては長寿命化して

おり、現に、国内の住宅総数に占める空き家

数が上昇している、との指摘を踏まえ、解消

事業や c,dの対象として、限られた予算・人

員を効率的・効果的に活用する観点にも留意

しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家

状態が続いている建物で、優先度の高い所有

者不明建物についても適用することを検討

し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講

ずる。 

 

（２）健康・医療・介護 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

地域におけるオンライン

診療の更なる普及及び円

滑化（再掲） 

我が国におけるオンライン診療は、医師、

患者双方にとって、対面診療（外来診療、入

院診療及び在宅診療。以下同じ。）とは異なる

新たな診療形態の選択肢として、医事法制の

解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施

が図られてきた。他方、例えば、人口減少、

高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の

維持に苦慮している地域や、働く人々の受診

可能な時間と医療機関の開院時間のミスマ

ッチが生じている地域、災害の発生した地域

等、多種多様な現場がある中においては、現

行の医事法制の解釈運用では限界があるこ

となどを踏まえ、医事法制にオンライン診療

を位置付け、その運用基準等を明確化するこ

となどが必要である。その際、オンライン診

療が現場の医師、患者双方の合意の下で医療

の安全性を確保しつつ実施されることを前

提として、現行の解釈運用に至った経緯や現

場の運用実態を十分踏まえつつ、実際に現場

のオンライン診療の取組が普及及び円滑化

し、患者に恩恵がもたらされるよう、課題解

決を図ることが重要である。上記を踏まえ、

地域におけるオンライン診療の更なる普及

及び円滑化のため、患者・利用者本位の立場

から、以下の措置を講ずる。 

a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専

a：令和６年度検討

開始、法令上の措

置施行までに結

論、結論を得次第

速やかに措置 

b：令和６年度検討

開始、aの法令上の

措置施行までに結

論、結論を得次第

速やかに措置 

c：令和７年度検

討・結論・措置 

d：令和７年度開

始、令和９年度ま

で継続的に措置 

厚生労働省 
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用車両等（オンライン診療専用ブースを含

む。以下同じ。）の活用において、現行の医事

法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制

限や事前届出等の手続負担があるなどの指

摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活

用を円滑化し、適切な活用の推進を図るた

め、以下の事項を含め、医事法制上の位置付

けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化

及び見直しについて検討し、所要の措置を講

ずる。 

・「オンライン診療の適切な実施に関する指

針」（平成 30年３月厚生労働省。以下「オ

ンライン診療指針」という。）等、現行の解

釈運用のうちオンライン診療の更なる普

及のために必要なものを制度化すること。

具体的には、医療法にオンライン診療の総

体的な規定（オンライン診療の定義、オン

ライン診療を行う医療機関の届出義務、オ

ンライン診療の適切な実施に関する基準

（以下「オンライン診療基準」という。）、

医療機関の管理者が講ずべき措置に関す

る実施基準、オンライン診療受診施設の定

義、オンライン診療受診施設の設置者の届

出義務、オンライン診療を行う医療機関の

管理者のオンライン診療受診施設の設置

者に対するオンライン診療基準への適合

性の確認等に関する規定）を設けること。 

・現行のオンライン診療指針におけるオンラ

イン診療の提供及び提供体制に関する事

項については、既存法制との整合性を図り

つつ、同内容を医療法令に規定するととも

に、オンライン診療指針の在り方について

整理し、明確化等を行うこと。その際、①

現行のオンライン診療指針上、患者が看護

師等といる場合のオンライン診療（以下「D 

to P with N」という。）において診療の補

助行為を行うことは可能とされているこ

と、②オンライン診療専用車両を活用する

際に D to P with Nの形でも行われるこ

と、③特に離島や山間地などの医療アクセ

スが限られた地域等の患者に必要な医療

を提供する観点から、オンライン診療受診

施設において、看護師等による診療の補助

行為を可能とするべきとの指摘があるこ

と等を踏まえ、オンライン診療受診施設に

おける看護師等による診療の補助行為の

実施可否の検討（実施可能な診療の補助行

為の内容についての検討を含む。）を行う

こと。また、急変時の体制確保において事

前に関係医療機関との合意を行うことに

ついては、少なくとも現行のオンライン診

療指針と同様に、離島など、急変時の対応

を速やかに行うことが困難となると想定

される場合とすること。 

・オンライン診療受診施設について、保険医
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療機関及び保険医療養担当規則及び保険

薬局及び保険薬剤師療養担当規則との関

係について整理し、明確にすること。 

・オンライン診療受診施設の届出事項につい

て、例えば、診療する医師名、診療時間な

どの過度な届出事項はオンライン診療専

用車両等の機動的な活用の制約となると

の指摘があることを踏まえ、連携する医療

機関名などの必要最低限のものとするこ

と。 

・オンライン診療受診施設の届出様式及び必

要書類について、不適切なローカルルール

を防止し、事務手続の負担軽減を図る観点

から、合理的な標準様式及び必要書類（以

下「標準様式等」という。）を作成し、全国

一律で当該標準様式等を用いて手続等を

行うこととするための所要の措置を講ず

ること。 

・オンライン診療受診施設においては、オン

ライン診療の実施の責任はオンライン診

療を行う医療機関の医師が負うものであ

り、オンライン診療受診施設の設置者は、

いわばオンライン診療を受診する場所を

提供する又は管理する立場に過ぎないこ

とから、医療機関又は医療従事者であるこ

と等の要件を設定しないこと。 

・オンライン診療受診施設の設置者について

は、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔

での運営・管理を可能とする必要があり、

当該業務に専任する必要はなく、複数の当

該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能

とする必要があるなどの指摘があること

を踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施

設における常駐の要否、遠隔での運営・管

理の可否、当該業務の専任の要否、兼務の

可否等について明確にすること。 

・オンライン診療受診施設の構造基準等につ

いて、現行のオンライン診療指針も踏ま

え、プライバシー保護、衛生管理、情報セ

キュリティを含む良好な通信環境の確保

等の必要最低限の要件とすること。 

・オンライン診療受診施設の設置者に対する

設置届出先の都道府県等からの指導監督

の具体的な基準及び内容について、患者の

安全確保やオンライン診療及びオンライ

ン診療受診の円滑化といった趣旨を踏ま

え、明確にすること。 

・オンライン診療受診施設に対する広告規制

について、オンライン診療受診施設の設置

者の広告は、医療を受ける者による医療に

関する適切な選択を阻害されるおそれが

少ない場合に可能とすること。具体的に

は、オンライン診療受診施設である旨、当

該施設の名称、当該施設の所在の場所に関

する事項、当該施設でオンライン診療を患
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者が受けることが可能な日時に関する事

項及び当該施設で提供される医療の内容

（当該施設においてオンライン診療を行

う医療機関が当該広告に関し必要な情報

を提供し確認する場合に限る。）に関する

取扱いについて検討し、明確にすること。 

b 厚生労働省は、オンライン診療のための

医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の

医療法の運用（「特例的に医師が常駐しない

オンライン診療のための診療所の開設につ

いて」（令和６年１月 16日厚生労働省医政局

総務課長通知））における診療所の開設基準

及び医療法（その政省令、通知、事務連絡等

を含む。）における「居宅等」の解釈について

不明確な場合があるとの指摘があることを

踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を

円滑にするため、以下の事項を含め、解釈運

用の更なる明確化及び見直しについて検討

し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講

ずる。 

・オンライン診療のための医師非常駐の診療

所の開設基準について、面積基準は不要で

あることを明らかにした上で、その開設の

届出様式及び必要書類について、不適切な

ローカルルールを防止し、事務手続の負担

軽減を図る観点から、合理的な標準様式等

を示すこと。 

c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診

療報酬上の評価について、以下の指摘がある

ことを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討

し、必要に応じて所要の措置を講ずる。 

・現行のオンライン診療指針上、D to P with 

N において医師の指示による点滴、注射、

血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看

護師等が行うことは可能とされているが、

当該補助行為に係る診療報酬の算定方法

に不明確な部分がある。 

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

は、関連学会の指針においてオンライン診

療での疾病管理の有効性・安全性を担保す

るために、診断、症状の改善及びＣＰＡＰ

（持続的気道陽圧）の使用状況の確認がで

きるまでは対面診療を実施することとさ

れていることを踏まえ、オンライン診療を

行う場合であっても、対面診療を併せて実

施することを前提とした算定要件となっ

ており、外来栄養食事指導料については対

面とオンラインを組み合わせた指導計画

策定が算定要件とされている。一方でこれ

らの算定要件は、オンライン診療の特性を

十分に活かした活用が進まない一因とな

っている。 

d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診

療やオンライン診療のための医師非常駐の

診療所などの現行法の解釈運用に加え、オン
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ライン診療受診施設としての運用も可能と

なり、地域における多種多様なニーズに応え

る選択肢が増える一方、いずれの運用が適し

ているのかが必ずしも明確ではないことか

ら、全国で実施されている事例を収集分析し

た上で、各制度運用に適した活用を具体的に

示すことが必要との指摘があることを踏ま

え、各制度運用の活用実態を継続的に情報収

集し、具体的な事例を公表するなど、オンラ

イン診療に関する情報発信・環境整備を行

う。その際、診療所、自宅、職場、介護事業

所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、

郵便局、交通施設（駅構内を含む。）等、具体

的な場所の類型ごとの適した活用を具体的

に示すこととする。 

2 
救急救命処置の範囲の拡

大（再掲） 

高齢者人口の増加も背景に、救急出動件

数、搬送人員及び病院収容所要時間（入電か

ら医師引継ぎまでに要した時間をいう。）が

増加基調（例えば、令和５年中の救急出動件

数は約 764 万件と過去最多を記録。）にある

など、都市部・地方部を問わず救急医療体制

がひっ迫する中、救急医療の質の向上を図る

観点からは、傷病者に最初に接する機会が多

いと考えられる医療従事者である救急救命

士（救急救命士法第２条第２項に規定する救

急救命士をいう。）が行うことができる救急

救命処置について、現行の範囲にとどまら

ず、その範囲の不断の見直しを検討すること

が必要である。このため、以下の措置を講ず

る。 

a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の

提案・要望の窓口に対する評価を行うことを

目的として平成 27 年度から令和２年度まで

に厚生労働省委託事業の下で開催された救

急救命処置検討委員会（以下「検討委員会」

という。）において、救急医療に関わる団体等

からの要望・提案のうち、検討委員会が安全

性、必要性、難易度、必要な教育体制等の視

点から評価を行った結果として厚生労働科

学研究班等による研究又は厚生労働省の検

討会等による検討が必要と判断された５処

置（①心肺停止に対するアドレナリン投与等

の包括指示化、②アナフィラキシーに対する

アドレナリンの筋肉内投与、③気管切開チュ

ーブの事故抜去時のチューブの再挿入、④急

性冠症候群等に対する心電計の使用による

12 誘導心電図の測定と伝送及び⑤心肺停止

を対象にした自動式人工呼吸器による人工

呼吸）について、その後厚生労働省の検討会

等による具体的検討が行われているものは

②のみであることから、これまでの検討等を

踏まえつつ、処置ごとに検討期限を設けた上

で速やかに検討を行い、結論を得た上で、速

やかに必要な法令上の措置を講ずる。 

また、消防庁は、上記検討について、厚生

a：（前段）令和７年

度検討開始、令和

８年度結論、結論

を得次第速やかに

措置、（後段）令和

７年度から前段の

措置まで継続的に

措置 

b：（前段）令和７年

度検討開始、令和

８年度結論、（中

段）前段の結論を

得次第速やかに検

討開始、結論を得

次第速やかに措

置、（後段）令和７

年度から中段の措

置まで継続的に措

置 

c：（前段）令和８年

度検討開始、令和

９年度結論、結論

を得次第速やかに

措置、（中段）前段

の結論までに措

置、（後段）令和８

年度から前段の措

置まで継続的に措

置 

d:令和７年度か

ら、aの前段、b

の中段及び cの前

段の措置まで継続

的に検討・措置 

厚生労働省 

消防庁 



 

111 

労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行

う。 

b 厚生労働省は、検討委員会の評価が「未

了」（「提案内容について精査中であり、検討

委員会としての判断に至っていない。」との

評価。）とされている処置（①外傷による出血

性ショックに対するトラネキサム酸の静脈

内投与（生理食塩水の投与も含む。）、②医師

等により乳酸リンゲル液以外で確保された

静脈路からのアドレナリン投与、③チューブ

誘導機能を有さないビデオ硬性挿管用喉頭

鏡を用いた気管内チューブによる気道確保

の実施、④幸帽児に対する卵膜の用手的な破

膜、⑤低血糖発作症例に対するグルカゴン粉

末製剤の点鼻投与及び⑥院外心停止に対す

る薬剤投与のための骨髄穿刺システムを用

いた骨髄輸液路確保）について、処置ごとに

検討期限を設けた上で新たな救急救命処置

の候補とすることについての評価の検討を

行い、結論を得る。 

その上で、当該結論を踏まえ、新たな救急

救命処置の候補とする処置については、処置

ごとに検討期限を設けた上で速やかに検討

を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法

令上の措置を講ずる。 

また、消防庁は、上記検討について、厚生

労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行

う。 

c 厚生労働省は、a及び b において検討が要

請されているもの以外の処置について、救急

医療現場では、例えば、細胞外液等の電解質

輸液を用いた静脈路確保及び輸液、急性冠症

候群に対するニトログリセリンスプレー・ア

スピリンの投与、心不全による低酸素血症に

対するＣＰＡＰマスクを用いた非侵襲的人

工呼吸等、新たなニーズがあるとの指摘を踏

まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・

提案を募集した上で、新たな処置を救急救命

処置の範囲に追加することの可否を検討・判

断する。 

要望・提案の募集に際しては、検討委員会

の評価が「差し戻し」（「必要な情報やそれを

裏付ける資料が十分に示されていないその

他の理由により、提案内容の評価を行うこと

ができない。」との評価。）とされた処置が多

数存在していたことを踏まえ、同様の事態を

防止するため、例えば、要望・提案の提出段

階で検討に十分な内容が提出可能となるよ

う、提案書の具体的な入力例を示すことや、

審査過程で情報の不足があることが判明し

た場合には、要望・提案者からの追加説明を

求めることなどにより、提案書の再提出を要

さずに要望・提案者からの更なる情報提供の

対応を可能とすること等を行う。 

また、消防庁は、上記検討について、厚生
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労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行

う。 

d 厚生労働省は、a～c の検討において、先

行的実証が必要と判断する場合には、例え

ば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、

へき地であるといった地理的事情から救急

搬送時間が日常的に長時間化している地域

など特に当該処置を救急搬送段階で実施す

べき必要があり、かつ、実証に必要な体制が

確保できていると考えられる地域を優先的

に選定するなど、実証の実施に適切な地域を

選定した上で、実証を行う。また、消防庁は、

上記実証地域の選定や先行的実証において、

厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言

を行う。 

 

（３）スタートアップ・イノベーション促進 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

災害時等におけるキッチ

ンカーによる迅速なサー

ビスの提供 

a 厚生労働省は、災害時にいわゆるキッチ

ンカーによる食事の提供が迅速に行われる

よう、都道府県等（都道府県、保健所を設置

する市及び特別区をいう。以下同じ。）の対応

の実態を把握した上で、キッチンカー事業者

等が被災自治体以外の行政機関又は民間団

体から委託を受けて炊き出しを行う行為に

ついて、被災自治体が、避難所における食事

の提供体制に鑑み、被災者へ食事を提供する

社会的必要性が高く、かつ、その食事の提供

が利益を得ることを目的としていないと考

える場合には、一般には営業行為に当たらず

都道府県知事等の許可を必要としないこと

を明確化する。 

b 災害時にかかわらず、キッチンカーにつ

いては、複数の都道府県等の区域を越えて営

業を行う際、原則、それぞれの管轄区域ごと

に営業許可を取得することが必要となって

おり、事業者の負担が生じていることを踏ま

え、厚生労働省は、複数の都道府県間等の区

域を越えた広域での営業を行い得る環境整

備に向けて、次の①及び②の措置を講ずる。 

①異なる都道府県等の調整により、キッチン

カー事業者が単一の営業許可によって都

道府県等の区域を越える営業が可能とな

る「食品衛生法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う関係政省令の制定につ

いて」（令和元年 12 月 27 日厚生労働省大

臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。以

下「令和元年通知」という。）に基づく仕組

みを実効性のあるものとするため、複数の

都道府県間等の区域を越えて営業を行う

ことを可能としている都道府県等の事例

について、都道府県等の間で調整すべき内

容（例えば、監視指導の方法、違反判明時

の通報体制、行政処分の取扱い及び情報共

a：措置済み 

b：令和７年度措

置 

厚生労働省 



 

113 

有事項等）を具体的に記載した上で周知

し、横展開を図る。 

②都道府県等による上記①の取組を後押し

する観点から、令和元年通知を経ても残存

するキッチンカーの施設基準に関する地

域的差異が見直されるよう、都道府県等が

公衆衛生の観点で定める施設基準等につ

いて、食品衛生法施行規則（昭和 23年厚生

省令第 23 号）別表第 19 及び第 20（第 66

条の７関係）で定める施設基準から乖離し

ている場合、具体例を提示し、都道府県等

がその必要性及び合理性を十分検討し、所

要の見直しを行えるよう周知する。 

2 

無人航空機（ドローン）の

更なる活用・普及に向け

た環境整備（再掲） 

a 国土交通省は、無人航空機（以下「ドロー

ン」という。）による物資輸送（災害時を含

む。）を効率化し、社会実装を加速する観点か

ら、昨今のＡＩその他の技術進歩を踏まえ、

一人の操縦者による複数のドローンの同時

運航（以下「多数機同時運航」という。）を航

空法の体系下で実現するための具体的な要

件（飛行可能な機体数、機体の機能及び性能、

運航事業者に求められる体制、操縦者に求め

られる技能等）について、安全運航の確保と

幅広い事業者の参入による社会実装の推進

とのバランスに考慮しつつ、新技術の導入状

況を加味した検討を行い、所要のガイドライ

ン等を策定する。 

b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシス

テムでの常時監視を前提とした本格的な多

数機同時運航のルール（a で掲げる事項の更

新のほか、事故時の責任制度、運航時におけ

るＡＩによる人・障害物等の自動検知の推進

を含む。）の整備、②小型無人機に係る環境整

備に向けた官民協議会で示された「空の産業

革命に向けたロードマップ」に規定される多

種の機体が混在する飛行場所の空域を指定

し飛行前から飛行後まで一貫した交通管理

を行うＵＴＭステップ３の早期導入につい

て、今後のドローンの社会実装や技術開発等

の状況も踏まえつつ、関係者とスケジュール

を検討し、当該内容に沿って所要の措置を講

ずる。 

a：措置済み 

b：令和７年度以

降継続的に措置 

国土交通省 

3 
水道スマートメーターの

導入促進（再掲） 

a 経済産業省は、計量法施行令により一律

に８年と定められている水道メーターの検

定有効期間について、近年は従来の羽根車式

に加えて電磁式や超音波式も流通し、軽量化

や計量精度向上などの技術改良も進んでい

ることを踏まえ、水道メーターの構造（羽根

車式、電磁式及び超音波式）それぞれの特性

に応じて検定有効期間の見直しに必要な技

術的検証を行い、審議会での結論を得次第、

当該結論に応じて速やかに必要な措置を講

ずる。なお、技術的検証においては、海外で

認められたデータやストレステスト等の手

法を用いることも検討する。 

a：令和７年度技

術的検証に着手、

令和９年度末まで

に順次結論、 

結論を得次第速や

かに措置 

b：令和８年度末

までに結論、結論

を得次第速やかに

措置 

c：令和７年度検

討・結論・措置 

a,b:経済産業

省 

c:国土交通省 
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b 経済産業省は、計量法により全数検査が

義務付けられている特定計量器（同法第２条

第４項に定めるものをいう。）に係る検定及

び再検定について、海外の事例も調査した上

で、サンプリング検査の導入について検討

し、審議会での結論を得次第、当該結論に応

じて速やかに必要な措置を講ずる。 

c 国土交通省は、今後、デジタル行財政改革

会議において検討されるデータ利活用制度

の在り方についての基本的な方針を踏まえ

つつ、水道スマートメーターにより取得した

水道データについて、その利用目的や効果、

データの仕様（取得方法、項目、更新頻度等）、

データの目的外利用に係る同意取得や個人

情報の取扱い、他分野におけるデータとの連

携等について、水道スマートメーターの導入

を実証的に実施している水道事業者や関係

団体に調査し、データ利活用に関する専門家

も含めた有識者会議において検討し、結論を

得た上で、水道事業者や第三者がデータの利

活用を簡素かつ容易に行えるよう、データの

取扱いに係るガイドラインや事例集の作成

を含め必要な措置を講ずる。その際、水道ス

マートメーターを新たに導入する者にとっ

て参考となるデータ仕様を提示し、異なる水

道事業者により収集されたデータの集約・連

結を容易化することにも留意する。 

 

（４）国家戦略特区 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

災害廃棄物の迅速かつ円

滑な処理に向けた産業廃

棄物の処理施設の活用＊ 

災害廃棄物は、適正かつ円滑・迅速な処理

が被災地域の早期の復旧・復興にとって重要

であり、仮置場等で分別された災害廃棄物は

産業廃棄物と同様の性状を有するものが多

いこと等を踏まえ、産業廃棄物の処理施設を

一層有効に活用するため、環境省は以下につ

いて検討し、令和７年度中を目途に結論を得

て、速やかに必要な措置を講ずる。 

a 非常災害時の応急措置として産業廃棄物

処理施設について廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第 15 条の２の５第２項で措置さ

れている特例の活用事例等を自治体に共有

するとともに、同特例が活用できない場合の

事例収集及び事実確認を行い、必要な措置の

検討を行う。 

b 一般廃棄物処理施設の非常災害時の円滑

かつ迅速な設置のため、同法第９条の３の３

で措置されている特例について、自治体の条

例策定事例の更新を行い、活用事例等を自治

体に共有するとともに、これまでの災害にお

ける同特例により設置された事例や、地域の

取組事例も踏まえ、発災時に効果的に機能す

る内容について検討を進める。 

令和７年度中を目

途に結論、結論を

得次第速やかに措

置 

内閣府 

環境省 
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